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序  文

独立行政法人国際協力機構は、キルギス共和国のビシュケク市およびチュイ州医療機材整備計

画にかかる協力準備調査を実施することを決定し、同調査をインテムコンサルティング株式会社

に委託しました。

調査団は、令和 3 年 8 月から令和 4 年 5 月までキルギスの政府関係者と協議を行うととも

に、計画対象国における現地踏査を実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運

びとなりました。

 この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つこと

を願うものです。

終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。

2022 年 5 月 

独立行政法人国際協力機構

人間開発部

部長 佐久間 潤
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要  約 

1. 国の概要

キルギス共和国（以下、「キルギス」という。）は、人口約 600 万人、面積 19.85 万㎢の内陸

国である。首都をビシュケク市に置き、国語はキルギス語であるが、ロシア語が公用語として広

く利用される。平均寿命は 71.54 歳で、識字率はほぼ 100%である 1。 

キルギスにおいては、1991 年の独立以降、保健セクター改革の実施により、ポリオやマラリア

の撲滅といった感染症対策の面では成果を上げてきたが、近年では若年層を含め非感染性疾患

（Non-communicable diseases：以下、「NCDs」という。）による死亡率が約 80％に及び、NCDs
対策が喫緊の課題となっている。さらに、昨今の新型コロナウイルス感染症（以下、「COVID-19」
という。 ）の流行下においては、NCDs を基礎疾患として有することが重症化のリスク因子とさ

れていることからも、NCDs の早期発見・治療がより一層重要となっている。こうした背景を踏

まえ、キルギス政府は、NCDs による 70 歳未満の若年層の死亡を 3 分の 1 にするという目標を

掲げ、医療施設における疾病の早期発見・治療に向けた医療体制整備の取組を進めている。

2. プロジェクトの背景、経緯及び概要

首都ビシュケク市及びその周囲のチュイ州には、キルギスの全人口の 3 割以上を占める人口が

居住し、人口稠密地帯となっている。同地域では、他州からの搬送者を含め患者が集中している

上、NCDsの指標の1つとなる循環器系疾患における10万人当たりの死亡者数が408.7人（2020）
と、全国平均の 317 人（2020）を大幅に上回る結果となっている。対象施設のうち、9 病院が位

置するチュイ州では、実質二次医療施設にあたる地区病院や州統合病院において医療機材の老朽

化に伴う機能不全により、本来各医療施設で対応すべき、NCDs の診断・治療サービスが提供で

きず、そのまま三次医療施設に患者を搬送している状況にある。こうした状況に加え、ビシュケ

ク市から地理的に近いという要因も重なり、NCDs に関する医療サービスが必要な住民は、最初

から直接ビシュケク市の医療施設を受診する傾向もみられており、ビシュケク市内の三次病院に

おける患者集中の大きな一因となっている。

上記を踏まえ、ビシュケク市およびチュイ州医療機材整備計画（以下、「本計画」という。）

は、ビシュケク市及びチュイ州における公的医療サービス提供の拠点となる二次レベル（ビシュ

ケク市内 1 カ所、チュイ州内 9 カ所）の医療施設に対し、NCDs の診断・治療に必要な医療機材

を整備することにより、各医療施設で NCDs に関する医療サービスを適切に提供できるようにす

るものであり、キルギス政府が長期国家開発戦略及び分野別戦略において目指す保健医療体制改

善の実現に不可欠な優先度の高い事業として位置づけられる。

1 World Bank, Data 2020 (Life expectancy at birth, total (years) - Kyrgyz Republic | Data (worldbank.org)) 
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3. 調査結果の概要とプロジェクトの内容 

協力準備調査のため、2021 年 9 月 25 日から 10 月 24 日まで調査団を現地に派遣し、キルギス

政府関係者と協議を行うと共に、計画対象地域における現地調査を実施した。帰国後の国内作業

の後、2022 年 3 月 5 日から 3 月 20 日まで実施された準備調査報告書案の現地説明を経て、本準

備調査報告書を取りまとめた。 

以下に協力対象事業の概要を示す。 

 

3-1. 協力対象サイト 

本計画では、ビシュケク市及びチュイ州における公的医療サービス提供の拠点となる二次レベ

ル（ビシュケク市内：チュイ州統合病院、チュイ州 9 か所：ジャイル地区総合診療センター、パ

ンフィロフ地区総合診療センター、モスクワ地区総合診療センター、ソクルク地区総合診療セン

ター、イシクアタ地区総合診療センター、チュイ地区総合診療センター、トクモク市総合診療セ

ンター、ケミン地区総合診療センター、イシクアタ地区総合診療センター イワノフカ村分院）の

計 10 医療施設に対し、NCDs の診断・治療に必要な医療機材を整備医療機材の整備を実施する。 

 

3-2. 機材計画 

本計画にて整備する機材の計画概要は下表のとおりである。 

 

表 1-1  主な機材計画 
主な診療部門と機材 

機材整備対象部門：画像診断部門、手術部門、臨床検査部門、中央滅菌室、外来部門 

機材：一般 X 線撮影装置、移動型 X 線撮影装置、超音波診断装置、モバイル超音波診断

装置、ECG、生化学分析装置、血球計数装置、人工呼吸器、患者監視モニター、

手術灯、高圧蒸気滅菌器、等 

 

3-3. 機材保守サービス 

本計画で調達される機材の適切な運営・維持管理を確保するため、高額機材、救命機材、精密

機材等アフターセールスサービスが必須と判断される機材については、引渡し後 1 年間の保証期

間満了から 2 年間、現地代理店を活用した保守サービス契約を日本側負担として計画する。2 年

間の保守サービス契約においては、3 か月毎に定期点検を行い、同時に日常点検の点検項目確認

や点検実技指導を行うことで、機材の維持管理能力の向上を図る。尚、この保守サービス契約に

は、スペアパーツや修理部品を含めることとするが、交換部品及び試薬、消耗品に関しては全て

ユーザー負担とする。 
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4. プロジェクトの工期及び概略事業費 

E/N 及び G/A の締結から、キルギス国内における批准に 2 か月程度を要すると想定する。詳細

設計及び調達に必要な期間については E/N 及び G/A 締結後、コンサルタント契約締結から詳細

設計・入札図書承認までに約 4 か月、その後入札及び業者契約までに約 2 か月、機材調達業者契

約後の調達期間に約 14 か月を予定している。 

本計画に必要なキルギス側負担の概略事業費は、0.03 億円（適用為替レート: 1US$=111.10 円、

2021 年 10 月時点）と見込まれる。 

 

5. プロジェクトの評価 

5-1. 妥当性 

(1) プロジェクトの裨益対象者 

本計画の対象地域は、ビシュケク市及びチュイ州である。2021 年初めの首都ビシュケクの人

口は約 107.4 万人、チュイ州は 97.5 万人となっており、裨益者は両地域合わせてキルギス全人

口の 3 分の 1 に及ぶ。本計画の対象 10 病院のうち 9 病院が位置するチュイ州では、NCDs の指

標の 1 つとなる循環器系疾患における 10 万人当たりの死亡者数が 408.7 人(2020 年)と、全国平

均の 317 人(2020 年)を大幅に上回る結果となっており 5、キルギスの保健医療における本計画の

貢献度は高い。 

 

(2) 医療サービスへの地理的アクセスの改善の観点 

チュイ州における二次医療施設に必要な医療機材が整備され、二次医療施設として必要な医療

サービスが提供できることで、今までビシュケク市の三次医療施設に搬送されたり、直接ビシュ

ケク市の医療施設を受診したりすることを余儀なくされていた患者が近隣の二次医療施設で診察、

検査、治療を早期に受けることができるようになる。医療サービスのアクセスが改善されること

により、患者の身体的負担及び患者家族の経済的負担が軽減されることが期待される。 

 

(3) キルギスの開発計画との整合性 

キルギス政府は、長期国家戦略「2018-2040 年間国家開発戦略」における保健分野の目標や分

野別戦略である「公衆衛生の保護と保健システム開発のための計画（2019-2030 年）」の中で NCDs
による 70 歳未満の若年層の死亡を 3 分の 1 に減少させることを目標として掲げ、二次医療施設

における疾病の早期発見・治療に向けた医療体制整備の取り組みを進めている。 

本計画は、公的医療サービス提供の拠点となるビシュケク市及びチュイ州の医療施設において、

NCDs の診断・治療用医療機材を整備することにより、各医療施設における診断・治療体制の強

化を図り、もって保健医療サービスの質の向上に寄与することを目的するものであり、キルギス

政府の方針に合致しているといえる。 
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(4) 我が国の援助政策との整合性 

「対キルギス共和国別開発協力方針（2012 年 2 月）」では、重点分野「社会インフラの再構築」

のなかで、保健医療分野への支援を通じて、国民の生活水準の向上を目指すと定めている。また、

対キルギス共和国 JICA 国別分析ペーパー（2020 年 3 月）においては、社会セクター強化プログ

ラムを重点課題に位置付け、老朽化した医療インフラ（施設・設備・機材）の改善と維持管理能

力の強化を含めた保健医療サービスの向上が重要と分析されている。以上のことから、本計画は

これら方針・分析に合致する。 

 

5-2. 有効性 

以下に本計画の実施により期待される目標値を示す。 

 

(1) 定量的効果 
表 4-1 本計画の成果指標 

指標名 基準値 
（2020 年実績値） 

目標値（2027 年） 
【事業完成 3 年後】 

入院・外来患者数（年） 77,137 人 92,000 人 
一般 X 線撮影件数（年） 77,089 件 85,000 件 
上部消化管内視鏡検査数（年） 1,680 件 4,560 件 

 
(2) 定性的効果 

1）患者の満足度が向上する。 
2）対象施設における医療サービスが改善される。 

 

以上の内容により、本計画の妥当性は高く、また高い有効性も見込まれると判断される。
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写真 
【1. ジャイル地区総合診療センター】                      

   

外観  超音波診断装置 

   

 

X 線透視撮影装置  モバイル X 線撮影装置 

   

手術台  高圧蒸気滅菌器 

   

電気メス  麻酔器 



 
 

【2. パンフィロフ地区総合診療センター】 
   

外観  一般 X 線撮影装置 

   

歯科ユニット  手術灯 

   

分光光度計  インファントウォーマー 

   

病室  レントゲン現像室 

 



 
 

【3. モスクワ地区総合診療センター】 
   

外観  胸部 X 線撮影装置 

   

一般 X 線撮影装置  フィルム現像タンク 

   

 

 

超音波診断装置  手術灯 

   

手術台  分光光度計 



 
 

【4. ソクルク地区総合診療センター】 
   

外観  コンピュータ断層撮影（CT） 

 

 

  

一般 X 線撮影装置  一般 X 線撮影装置 

   

超音波診断装置  人工呼吸器 

   

手術灯・手術台  高圧蒸気滅菌器 



 
 

【5. チュイ州統合病院】 
   

外観  一般 X 線撮影装置と X 線透視撮影装置 

   

モバイル X 線撮影装置  超音波診断装置 

 

 

  

患者監視モニター  人工呼吸器 

   

 

手術灯・手術台  電気メス 



 
 

【6. イシクアタ地区総合診療センター】 
   

外観  一般 X 線撮影装置 

   

フィルム現像タンク  胸部 X 線撮影装置 

   

超音波診断装置  手術台 

   

高圧蒸気滅菌器  分光光度計による検査 



 
 

【7. チュイ地区総合診療センター】 
   

外観  胸部 X 線撮影装置 

 

 

  

 

 

一般 X 線撮影装置  モバイル X 線撮影装置 

   

 

 

超音波診断装置  人工呼吸器 

 

 

  

 

手術灯・手術台  麻酔器 



 
 

【8. トクモク市総合診療センター】 
   

外観  一般 X 線撮影装置 

 

 

 

 

 

  

胸部 X 線撮影装置  超音波診断装置 

 

 

 

 

  

手術灯  電気メス 

   

人工呼吸器  高圧蒸気滅菌器 



 
 

【9. ケミン地区総合診療センター】 
   

外観  歯科用 X 線撮影装置 

 

 

 

  

 

モバイル X 線撮影装置  超音波診断装置 

   

麻酔器  手術灯 

   

電気メス  高圧蒸気滅菌器 



 
 

【10. イシクアタ地区総合診療センター イワノフカ村分院】 

 

 

 

  

外観  外観 

   

一般 X 線撮影装置  手術灯・手術台 

   

患者監視モニター  麻酔器 

   

高圧蒸気滅菌器  分光光度計 
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第 1 章 プロジェクトの背景・経緯 

1-1 当該セクターの現状と課題

1-1-1 現状と課題

(1) 人口及び主要保健指標

キルギス共和国（以下、「キルギス」という。）、ビシュケク市及びチュイ州の人口と人口動

態の年次推移を以下に示す。人口約 600 万人のキルギスにおいて、2021 年初めの首都ビシュケク

市の人口は約 107.4 万人、チュイ州は 97.5 万人と、あわせて全体の 3 分の 1 を占める人口密集地

である。両地域ともこの 10 年間での人口増加は大きく、特にビシュケク市では 22.8%増加した。

出生数も継続的な伸びを見せており、2011 年には両地域とも年間約 2 万人の出生数だったもの

が、2019 年にはチュイ州で約 24,600 人、ビシュケク市では 29,600 人と大幅に増加している。但

し 2020 年は新型コロナウイルス（以下、「COVID-19」という。）蔓延の影響から前年より微減

となっている。このように両地域は人口が集中しかつ増加しているため、他の地域と比較しても

機材整備の妥当性は高い。

表 1-1 ビシュケク市及びチュイ州の住民人口（年初） 
（単位 千人） 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
ビシュケク市 874.4 894.6 915.7 937.4 958.5 980.4 1,002.1 1,027.2 1053.9 1,074.1 
チュイ州 822.6 838.4 853.7 870.3 887.5 905.2 921.7 941.1 959.8 975.0 

出典：National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic 

表 1-2 ビシュケク市及びチュイ州の出生数 
（単位 人） 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
ビシュケク市 20,808 22,257 22,971 24,398 22,928 22,673 22,364 27,727 29,625 26,143 
チュイ州 20,293 21,826 21,806 22,540 22,355 22,964 21,787 24,845 24,617 21,710 

出典：National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic 

表 1-3 ビシュケク市及びチュイ州の死亡数 
（単位 人） 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
ビシュケク市 5,261 5,058 4,917 5,131 4,901 4,691 4,762 4,815 4,845 5,907 
チュイ州 7,120 7,155 6,892 6,910 6,472 6,474 6,423 6,497 6,318 7,368 

出典：National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic 
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(2) 疾病構造

キルギスでは、若年層を含め非感染性疾患（Non-communicable diseases： 以下、「NCDs」と

いう。）による死亡が 2019 年の段階で全死因の

80%を占めているとされる。そのうち、脳血管疾

患や心疾患などの循環器疾患が死因の約 50％を

占めている。これらの疾患は高血圧や肥満がリス

クファクターとしてあげられ、死亡率を下げるに

は塩分やアルコールの過剰摂取、喫煙、運動不足

などの生活習慣の改善、疾病の早期発見や薬物治

療による血圧コントロール、適切な治療を行うこ

とが必要となる。本計画の対象地域であるビシュ

ケク市やチュイ州においても同様の傾向がみら

れ、NCDs への対策が必須となっている。また今

回のヒアリング調査では交通事故の多さがほと

んどの病院で指摘されており、死因としても交通

外傷は 8 位に位置し、近年上昇傾向にある。

図 1-1  キルギスにおける死因の変化（順位）2

表 1-4 ビシュケク市及びチュイ州の死因 
ビシュケク市 チュイ州

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 
循環器疾患 2,351 2,403 2,362 2,470 2,703 3,418 3,450 3,512 3,429 3,923 
新生物 644 685 703 668 732 845 834 908 918 903 
COVID-19 - - - - 646 - - - - 288 
周産期に起因するもの 411 405 500 480 396 205 118 139 192 149 
呼吸器系疾患 159 139 155 169 358 245 251 255 236 504 
外傷、中毒、その他外的要

因によるもの
359 361 311 329 290 630 658 580 502 505 

消化器系疾患 271 282 251 258 288 397 388 422 434 411 
他に分類されていないもの 129 123 140 126 129 218 249 251 246 275 
先天性奇形、変形及び

染色体異常
136 143 152 128 125 84 69 68 54 46 

特定の感染症及び寄生虫症 92 99 108 94 93 184 200 157 127 142 
内分泌及び代謝性疾患 56 49 40 33 53 79 61 71 63 96 
神経系疾患 39 38 42 40 43 85 79 58 59 64 
泌尿器系疾患 29 24 35 27 25 59 50 44 39 45 
血液の病気、造血器官及び

免疫機構が関与する障害
5 1 1 3 9 6 2 6 7 3 

皮膚及び皮下組織の疾患 1 1 2 7 7 2 3 9 - 1 
妊娠、出産に伴うもの 4 3 5 5 5 11 5 4 8 7 
筋骨格系疾患 3 3 6 6 4 4 5 6 4 6 
精神障害、行動障害 2 3 2 2 1 2 1 7 - - 
全数 4,691 4,762 4,815 4,845 5,907 6,474 6,423 6,497 6,318 7,368 
出典：National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic 

2 Institute for Health Metrics and Evaluation (GBD Compare | IHME Viz Hub (healthdata.org) 
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1-1-2 保健医療サービス供給体制の現状と課題

(1) 医療施設

A. 施設数および機能

キルギスの公立と私立を合わせた病院数の年次推移を、以下の表に示す。病院数はこの 6

年間大きな変動はなくほぼ横ばいで推移している。また各病院が地域の家庭医療センターや

家庭医グループを管轄しており、その中には看護師のみ常駐のもの、医師と看護師 1 名ずつ

が配置されているものなどがある。病院に所属する医師は病院が管轄する家庭医医療セン

ターに定期的に派遣され、郊外の住民に対しても医療サービスを提供している。

表 1-5 キルギスの病院数

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
病院（専門病院、州病院、地区病

院等）
181 181 184 187 183 185 

クリニック 155 148 148 146 102 103 
家庭医療センター 64 64 64 64 49 49 
家庭医グループ 582 581 583 582 543 543 
家庭診療所 17 17 17 17 17 16 
看護・産科ポイント 1,026 1,029 1,038 1,045 1,053 1,057 
救急車サービス 130 131 136 141 142 141 
出典：National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic 

B. 保健人材

ビシュケク市及びチュイ州の医師数と看護師数の年次推移を、次表に示す。

表 1-6 ビシュケク市及びの医師、看護師数

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
医師数

ビシュケク市 2,667 2,668 2,685 2,703 2,812 2828 
チュイ州 1,332 1,362 1,355 1,394 1,385 1322 

看護師数

ビシュケク市 3,905 3,918 3,906 3,871 3,950 3,994 
チュイ州 3,330 3,305 3,289 3,411 3,344 3,357 
出典：National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic 

(2) リファラル体制

キルギスでは高次病院への紹介制度が取り入れられてお

り、患者はまず居住区近くの一次病院（家庭医療センター、

看護・産科ポイントなど）を受診する。病状によっては地域

ごとに設置されている二次病院、都市部の三次病院へ紹介

され、より高度な治療を受けることとなる。しかし、実質二

次病院にあたる地区病院や州統合病院においても医療機材

の老朽化に伴う機能不全により、本来、各医療施設で対応
図 1-2  キルギスのリファラル体制 
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すべき、NCDs の診断・治療サービスが提供できないため、このリファラルシステムは適切に機

能しておらず、患者自身の判断で二次病院を介さずに直接三次病院を受診するケースや、重症度

に関わらず三次病院にリファーするケースが存在する。

家庭医療センターなどの一次医療施設が地域を管轄している二次病院へと患者を送る場合には、

専用のフォーマットを用いて患者のリファーに関する情報を管理している。また二次病院から三

次病院等にリファーする場合には、事前に二次病院内での院内会議、二次病院と三次病院間での

情報共有、調整を行い、最終的に「患者情報証明書」と「リファー証明書」の 2 種類の書面によ

り患者のリファーが決定される。その他のリファー方法としては、二次病院から、国立病院の傘

下であり、救急車手配組織である「サナヴィアツァ」に連絡し、サナヴィアツァが三次病院の対

象部門の医師と調整の上、リファーすることが適切であると判断された場合にのみ、リファーを

行う。サナヴィアツァに連絡する権限は各病院の院長、副院長のみが有しており、通常は副院長

が調整を行う。サナヴィアツァは各病院との連携や相談受付に加え、3 台の患者搬送用救急車を

配備しており、病院間の搬送の管理、救急車手配を行っている。なお、リファラル実施における

患者の搬送方法は以下の 4 パターンで行われる。 

① 民間の救急車手配会社（機材は良いが高額である）

② サナヴィアツァ

③ 自病院もしくは受け入れ先の病院で保有する救急車

④ 患者が自分で移動手段を確保する（軽症の場合）

本計画の対象である二次病院のうち 7 か所（チュイ州統合病院、パンフィロフ地区総合診療セ

ンターを除く）及び国立病院、腫瘍・血液内科病院、心臓外科病院は 2021 年に一次と二次の病院

が統合され、外来と入院の両方の機能を持つ病院として運営されている。統廃合の詳細は次頁の

通り。現在は、旧一次病院が二次病院の外来機能を担うポリクリニックという役割分担になって

おり、患者はまずポリクリニックを受診し、入院が必要と判断された場合には同じ病院内にある

入院施設に移される、という流れとなっている。一次機能と二次機能の病院が統合されることで

受付を一本化し、医療提供がスムーズに行われるようになったという声がある一方、統合の過渡

期であるため円滑に機能しておらず、国への各種データの届け出や事務処理など作業が煩雑化し

てしまっているという問題も指摘されている。
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表 1-7 計画対象病院及び調査実施病院の統廃合 
統合前 統廃合の

有無 

統合後 

旧名称 機能 新名称 区分 

計
画
対
象
病
院

ジャイル地域病院 入院 
有 ジャイル地区総合診療センター 

二次

病院 

家庭医療センター 外来 

パンフィロフ地域病院 入院 無 パンフィロフ地区総合診療センター 

モスクワ地域統合病院 入院 
有 モスクワ地区総合診療センター

家庭医療センター 外来 

ソクルク地域病院 入院 
有 ソクルク地区総合診療センター

家庭医療センター 外来 

チュイ州統合病院 入院 無 変更なし 

イシクアタ地域病院 入院 
有 イシクアタ地区総合診療センター

家庭医療センター 外来 

チュイ地域病院 入院 
有 チュイ地区総合診療センター

家庭医療センター 外来 

トクモク地域病院 入院 
有 トクモク市総合診療センター

家庭医療センター 外来 

ケミン地域病院 入院 
有 ケミン地区総合診療センター

家庭医療センター 外来 

イシクアタ地域病院

イワノフカ分院
入院 無 

イシクアタ地区総合診療センター

イワノフカ村分院

調
査
実
施
病
院

国立病院 入院 
有 変更なし 

三次

病院 

家庭医療センター 外来 

腫瘍・血液内科病院 入院 
有 変更なし 

家庭医療センター 外来 

心臓外科病院 入院 
有 変更なし 

家庭医療センター 外来 

本計画の対象病院における患者の流れとしては、チュイ州西部にはジャイル地区総合診療セン

ター、東部にはトクモク市総合診療センター、ビシュケク市に近い位置にチュイ州総合病院とい

う比較的規模の大きい病院があり、多くの患者を受け入れている。一方、西部のパンフィロフ地

区総合診療センター、東部のケミン地区総合診療センターなどは農村部地区に位置するため裕福

ではない層が居住しており、貧困層の住民は病院の受診を躊躇する、治療の選択が限定的となる、

といった傾向があると考えられる。このような傾向は病院の患者数や診療報酬に直結するため、

これらの病院では医療機材やリソースも不足しており、前述の 3 病院（ジャイル地区総合診療セ

ンター、トクモク市総合診療センター、チュイ州総合病院）へ患者が流れている、もしくはリファー

されている傾向がある。ソクルク地域やイシクアタ地域のようにビシュケク市から近いエリアは

立地的な要因で患者が同病院を受診せず直接ビシュケク市内の医療施設を受診する傾向も確認さ

れた。リファラルシステムの機能不全は単一的な理由ではなく、立地、住民の経済レベル、近隣

地域の他病院リソースの充足度など、様々な要因によって生じていることが判明した。
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1-1-3 開発計画

(1) 国家開発計画と保健開発計画

以下にキルギス国の主要な開発計画や医療分野に関連する主な法令等についてまとめる。 

キルギス国国家開発戦略（2018-2040）
2018 年 11 月に承認された国家開発戦略（2018-2040）は、長期的な国家開発政策を規定

する基本文書であり、国の将来像や開発目標を達成するための基本的な原則及び方法、中期

的な優先事項を示している。この中で社会開発分野における中期的な優先事項として、一次

医療及び衛生サービスの強化、母子保健の強化、NCDs による若年死亡率の減少、感染症対

策、救急医療システムの近代化、病院の質の向上、医療財政メカニズムの改定等が挙げられ

ている。

国家開発計画「統一・信頼・創造」（2018-2022 年） 
2018 年 4 月に承認された国家開発計画「統一・信頼・創造」（2018-2022 年）では、「健

康」は国の優位性の基礎と位置づけられており、重点施策として 2019-2030 年の公衆衛生及

び保健システムに関する開発計画の策定、医療システムの改善、遠隔医療を含む医療のデジ

タル化、公衆衛生への予防的アプローチ、質の高く安全な医療サービス及び医薬品の提供、

医療サービスに対する満足度の向上、医療分野への民間部門の参画の促進等が掲げられてい

る。

公衆衛生の保護と保健システム開発のための計画（2019-2030 年） 
公衆衛生の保護及び促進は国家政策の優先事項であるとの認識の下、これまでに実施され

た保健戦略であるManas プログラム（1996-2006）、Manas Taalimi プログラム（2006-2010）、
Den Sooluk プログラム（2012–2018）の教訓を踏まえ、医療分野開発戦略として、公衆衛生

への投資と医療サービス提供システムの近代化のための「公衆衛生の保護と保健システム開

発のための計画（2019-2030 年）」が策定された。本計画は上記の国家開発戦略、国家開発計

画の実現を目指したものであり、以下の 11 の優先分野を挙げ、それぞれに対し主要目標と活

動が述べられている。NCDs に関しては、70 歳未満の若年層の死亡を 3 分の 1 にするという

目標を掲げている。
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表 1-8 公衆衛生の保護と保健システム開発のための計画（2019-2030 年）主要目標 
優先分野 主要目標

公衆衛生

 国民の健康リスク評価・管理のための単一国家システムの構築

 公衆衛生サービスの近代化

 優先的な非感染性及び感染性疾患の統合監視システムの確立

 IT 技術を応用した健康促進システムの開発

プライマリーヘルス

ケア（PHC）

 効果的な PHC モデルの策定

 PHC、二次及び三次レベル医療機関間の継続性・連携の改善

 PHC サービスの質とカバレッジの改善

 医療従事者の能力強化

病院システムの改善

と合理化

 医療機関の合理的かつ効率的なネットワークの形成

 病院システムにおける医療サービスの質の向上

 高度医療サービスの提供における三次レベル医療機関の役割の向上

 緊急時における医療機関の安全を確保するための対策の策定

救急サービスの構築

 救急サービスの近代化

 事故、災害、緊急時における救急サービスの効果的な対応の確保

 救急サービススタッフの能力向上

検査サービス
 検査機関ネットワークの最適化

 医療機関検査室の規制と品質管理メカニズムの最適化

医薬品及び医療機器

 医薬品及び医療機器の流通の規制・管理の改善

 必須医薬品及び医療機器の価格規制システムの構築

 医薬品及び医療機器の選定、調達、使用の効率の改善、医療機関での薬物管理の改善

 医療専門家による処方箋の改善、医薬品・医療機器の不適切な使用の削減

 医薬品給付プログラム制度の改善

医療行政

 部門間の協力メカニズムの強化、公衆衛生の公共部門や開発プログラムへの統合

 責任ある保健ガバナンスシステムの改善

 計画メカニズム、医療サービス提供組織の近代化

医療人材

 医療における人的資源管理システムの改善

 遠隔地の医療従事者の可用性の向上

 高等医学教育システム改革プロセスの完了

 保健分野における研究開発の促進

 新しい健康要件とニーズに応じた看護教育の改革

 医療従事者の活動を規制するメカニズムの改善

e-Health の構築

（医療の電子化）

 保健情報システムの構築

 統合医療情報システムと他のセクターの情報システムとの統合及び相互作用の確保

 情報システムの適切な管理の確保

医療財政システムの

構築

 保健セクターにおける公的財政管理の効率性の改善

 保健サービスの戦略的購入の開発

 必須健康保険の補償範囲の拡大及び国民への財政的保護の提供

プログラム実施管理

 プログラム実施・モニタリング・評価の管理の枠組内における制度的メカニズムの強

化、プログラム実施中の変更プロセスを管理するための運用システムの形成

 効率的なプログラム予算管理の確保

 プログラム実施のための情報とコミュニケーション支援の提供

出典：公衆衛生の保護と保健システム開発のためのプログラム（2019-2030 年）
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国家ヘルスケア最適化計画（2020 年 6 月） 
一次レベルの地域の家庭医療センターを、二次レベルの地域病院、歯科医院等と統合する

ことにより、医療機関を再編成・整備することを計画している。キルギスでは非常に多くの

地域病院があり、それぞれの地域病院や家庭医療センターの距離が近すぎるため、機能の重

複や医療機器の非効率的な使用が問題となっていた。この問題を解決し、すべての医療施設

において、人的、財政的、物的資源の分配を最適化することを目的としている。

ヘルスケアにおけるオープンデータ（2020 年 12 月）

2018 年に発表された国家行動計画の実施の一環として、キルギス共和国保健省（以下、

「MOH」という。）のポータル「ヘルスケアにおけるオープンデータ」が開発された。MOH
傘下の e-health センターは、各病院から統計データを収集し、処理・編集後、保健システム

の主要な指標をオープンデータポータルサイトにアップロードしている。

1-1-4 社会経済状況

キルギスは、人口約 600 万人、面積 19.85 万㎢の内陸国である。ソ連崩壊後、1991 年に独立

し、共和制の政体をとっている。首都をビシュケク市に置き、人口の 73.8％をキルギス系民族が

占め、ウズベク系が 14.8%、ロシア系が 5.1%と続く。キルギスの国語はキルギス語であるが、ロ

シア語も公用語として広く利用される。宗教は主としてイスラム教スンニ派である 3。

2020 年の実質国内総生産（Gross Dometic Product：以下、「GDP」という。）は 77.5 億米ド

ル、一人当たり GDP は 1,189 米ドルとなっている４。GDP 成長率は 0.8％であり、2018 年の GDP
成長率-0.9％から大幅な回復をみせた。ビシュケク市における 2019 年の GDP 成長率は 0％で

あったが、2018 年の GDP 成長率が-0.8%であったこと考えると、こちらも回復傾向にあると考

えられる。一方で、チュイ州の GDP 成長率は-8.3%とマイナス傾向となっている。

表 1-9 キルギスの GDP 成長率 
2017 2018 2019 

成長率 前年度比 成長率 前年度比 成長率 前年度比

キルギス 104.7 0.4 103.8 -0.9 104.6 0.8 
ビシュケク市 104.7 0.5 103.9 -0.8 103.9 0 
チュイ州 106.4 3.3 112.7 6.3 104.4 -8.3

出典：National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic 

2015 年、キルギスはロシアが主導するユーラシア経済連合（EAEU）に加盟し、ロシア、ベラ

ルーシ、カザフスタン、アルメニアと経済同盟を結んでいる。旧ソ連国との経済的結びつきは依

然として強く、輸出入額の 50%近くを EAEU 加盟国が占めている。中でもロシアとの貿易額が全

体の 4 分の 1 を占めており、ロシア情勢がキルギスの経済活動に大きく影響することが懸念され

る。2021 年の輸入総額は 55.7 億米ドル、輸出額は 16.6 億米ドルで、主な輸出物は宝石・貴金属、

3 外務省「キルギス基礎データ」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/kyrgyz/data.html#section1) 
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鉱産物、野菜・果物類や畜産物品、輸入物は自動車・自動車関連製品や化学製品となっている。

表 1-10 キルギスの主な貿易相手国

輸出 輸入

EAEU 48.42% EAEU 47.12% 
① ロシア 24.89% ロシア 33.62% 
② カザフスタン 22.59% 中国 26.28% 
③ イギリス 14.12% カザフスタン 12.29% 

出典： National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic 

2020年のキルギスにおける失業率は 5.8％であった（ビシュケク市は 5.0％、チュイは 6.1％）。

2019 年から 2020 年にかけ、キルギスの失業率が増加したのには、主に COVID-19 のパンデミ

ックが大きく影響していると考えられる。

表 1-11 労働市場統計（2019 年、2020 年） 

項目
キルギス ビシュケク市 チュイ州

2019 年 2020 年 増減 2019 年 2020 年 増減 2019 年 2020 年 増減

労働力人口

（千人）
2454.1 2447.5 -6.6 - - - - - - 

雇 用 者 数

（千人）
2442.7 2445.2 2.5 463.6 472.4 8.8 347.2 343.1 -4.1

失 業 者 数

（人）
76,101 76,652 551.0 5,938 5,932 -6.0 4,155 4,829 674.0 

就業率 57.0 56.6 -0.4 63.2 62.7 -0.5 53.5 52.2 -1.3
男性 71.9 70.9 -1.0 73.4 72.5 -0.9 68.8 67.3 -1.5
女性 42.7 43.0 0.3 54.9 54.6 -0.3 39.1 37.9 -1.2

失業率 5.5 5.8 0.3 5.9 5.0 -0.9 6.6 6.1 -0.5

出典：National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic 

産業構造としては、2020 年の GDP 構成比で農・漁業・林業が 13.6％、製造業 14.5％、建設業

10.0％、自動車関連の卸売・小売業商業が 16.3%、税収が 10.8%となっている。建設業以外の産

業はマイナスの成長率となっている。

表 1-12 キルギスの産業別 GDP 成長率と就労人口比率（2020 年） 

産業名
GDP 

シェア率(%)
GDP 成長率 

(%) 
農業・漁業・林業 13.6 -1.9
製造業 14.5 -0.2
建設業 10.0 0.5 
卸売・小売業

(自動車・オートバイ修理業) 16.3 -1.3

税収 10.8 -2.5

出典：National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic 
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1-2 無償資金協力要請の背景及び概要 

キルギスでは、1991 年の独立以降、政治不安や経済不況、医療従事者の国外流出により、保健

医療サービスの提供体制が脆弱化し、保健医療サービス提供の質・量が低下した。このような状

況を受け、キルギス政府は保健セクター改革を実施し、ミレニアム開発目標 4（乳幼児死亡率の

削減）の達成や、ポリオやマラリアの撲滅といった感染症対策の面では成果を上げた。他方、近

年キルギスでは若年層を含め NCDs による死亡率が約 80%を占めており、NCDs に対する医療

サービスの提供や NCDs による死亡、障害に伴う社会経済的な損失は当国の国内総生産の 3.9%
に及ぶと見込まれている 4。NCDs の診断・治療サービスの大部分は各地域の医療サービスの拠

点である国立・州及び地区病院で提供されているが、これらの病院においては、老朽化した医療

機材が多く、NCDs の早期発見・診断及び治療に必要な医療機材も十分に整備されていないため、

適時・適切な医療サービス提供に関して課題を抱えている。 

特に、キルギス全人口の 3 割以上が居住する首都ビシュケク市及びその近隣に位置するチュイ

州では、他州からの搬送者を含め患者が集中している上、NCDs の指標の 1 つとなる循環器系疾

患における 10 万人当たりの死亡者数が 408.7 人(2020)と、全国平均の 317 人(2020)を大きく上

回っており 5、医療サービスの質の改善が喫緊の課題である。 

チュイ州では、実質キルギスの二次医療施設にあたる地区病院や州統合病院においても医療機

材の老朽化に伴う機能不全により、本来各医療施設で対応すべきNCDs の診断・治療サービスが

提供できないため、そのまま三次医療施設に患者を搬送している状況にある。こうした状況に加

え、ビシュケク市から地理的に近いという要因も重なり、NCDs に関する医療サービスが必要な

住民は直接ビシュケク市の医療施設を受診する傾向もみられており、これら状況はビシュケク市

内の三次医療施設における患者集中の大きな一因となっている。 

こうした状況を受けキルギス政府は、長期国家戦略「2018-2040 年間国家開発戦略」における

保健分野の目標や分野別戦略である「公衆衛生の保護と保健システム開発のための計画（2019-
2030 年）」を設定し、NCDs による 70 歳未満の若年層の死亡を 3 分の 1 にするという目標を掲

げ、二次医療施設における疾病の早期発見・治療に向けた医療体制整備を進めている。 

また、キルギスの COVID-19 感染者数は 2022 年 1 月時点で累計約 19 万人、死亡者は約 2,800
人 6であり、NCDs を基礎疾患として有することが重症化に繋がりやすいリスク因子とされてい

ることからも、NCDs の早期発見・治療が一層重要となっている。 

上記を踏まえ、ビシュケク市およびチュイ州医療機材整備計画（以下、「本計画」という。）

は、ビシュケク市及びチュイ州における公的医療サービス提供の拠点となる二次レベル（ビシュ

ケク市内 1 か所、チュイ州内 9 か所）の医療施設に対し、NCDs の診断・治療に必要な医療機材

を整備することにより、各医療施設でNCDs に関する医療サービスを適切に提供できるようにす

るものであり、キルギス政府が長期国家開発戦略及び分野別戦略において目指す保健医療体制改

善の実現に不可欠な優先度の高い事業として位置づけられる。 

 
4 The Program of the Kyrgyz Republic Government on Public Health Protection and Health Care System Development 

for 2019-2030 “Healthy Person – Prosperous Country” 
5 National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic (http://stat.kg/en/) 
6 WHO, Kyrgyzstan: COVID-19Dashboard with vaccination data (https://covid19.who.int/region/euro/country/kg)  
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1-3 我が国の援助動向

キルギスに対する保健医療分野での我が国の技術協力と無償資金協力の実績を以下に示す。

表 1-13  我が国の技術協力の実績（保健医療分野） 
実施年度 案件名 概要

2022 
キルギス国非感染性疾患の早期発

見・早期治療のためのパイロット

リファラル体制強化プロジェクト

一次医療施設におけるパイロットリファラル体制の整

備、一次・二次医療施設の医療従事者の NCDs の対応能

力強化、リファラル体制のモデル拡大のための提言作

成。

表 1-14  我が国の無償資金協力実績（保健医療分野）（単位：億円） 

実施年度 案件名
供与

限度額
概要

2002 産科婦人科病院医療

機材整備計画
6.88 ビシュケク市及び地方 3 県の主要病院における、産科・

婦人科を対象とした医療機材整備

2004 地方小児医療機材整

備計画
3.99 小児部門の診断に必要な医療機材整備

※有償資金協力による協力実績はない。

1-4  他ドナーの援助動向

キルギスの保健セクターにおいては、ドイツ開発銀行やアメリカ国際開発庁、世界銀行などを

はじめとした多くの支援が入っており、特に HIV や結核、NCDs 関連のものが活発に行われてい

るほか、昨年の COVID-19 関連の緊急プロジェクトも多数実施されている。 

保健機材分野の代表的なプロジェクトは次頁のとおり。
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表 1-15 他ドナーの協力プロジェクト 援助形態（グラント、寄付） 

国 / 援助

機関

援

助

形

態

プロジェクト名/ 内容 金額
協力

期間

上位計画の目標達

成に果たす役割

Islamic 
Developm
ent Bank
（IDB） 

- 

「COVID-19 プロジェクトの下での準

備と対応を改善するための緊急支援」

PCR ツール、機器、消耗品、自動車の

調達、10 の研究所準備、救急車、病院

用医療機器、指定病院向けの個人用保

護具（PPE）、医薬品、医療機器。 

11,990,000 
米ドル

2020- 

パンデミックによ

る社会的・経済的

影響に苦しむ最も

脆弱な人々を支援

する。

アジア開発

銀行

（ADB） 

無償/
借款

「COVID 19 パンデミック緊急プロ

ジェクト」

公衆衛生システムを強化し、COVID-
19 の影響を緩和するもの。医療機器、

実験用品、医療用家具、救急車の調

達、及び既存の医療機関の修理と再

建。

20,000,000 
米ドル

(助成金/借款

50%ずつ) 

2021- 

キルギス国家非常

事態行動計画に貢

献し、COVID-19
による影響を緩和

する。

ドイツ復興

金融公庫

（KFW） 
- 

「HIV / AIDS 予防プログラム」 
ビシュケク市及び他 6 州の血液セン

ターの改修及び建設工事や、標準的な方

法（冷蔵庫、車、インキュベーター、遠

心分離機、オートクレーブ、血液バッグ）

に則った血液の収集、処理、及び保管の

ための機器の整備。さらに、機材の活用

方法に係る専門家向けのトレーニング

を実施。

4,000,000 
ユーロ - 

輸血プロセスを改

善し、献血及び輸

血システムの効率

を向上させる。

世界銀行

（WB） 
無償/
借款

「緊急 COVID19 プロジェクト」 
COVID-19 パンデミックに対応する能

力を強化するもの。助成金と借款が

50%ずつであり、7 台のコンピュータ

断層撮影装置を購入する予定。

- 
2020 

- 
2023 

COVID-19 流行に

伴うキルギスの健

康・社会的リスク

に備え、緊急の医

療ニーズに対応す

る。

ドイツ復興

金融公庫

（KFW） 
- 

「結核対策プログラム」

ビシュケク市に市結核病院（GPTB）

の新しい建物を建設するもの。予算

7,650,000 ユーロのうち、6,500,000
ユーロが KFW から支出され、残りは

キルギス政府が支出している。

7,650,000 
ユーロ

1998- 

MDGs 及び SDGs
の達成を目指し、

結核の感染連鎖を

予防し人々の健康

状態を改善する。

ドイツ復興

金融公庫

（KFW） 
- 

「救急医療の国家システムの開発①」

1．キルギスにおける救急医療サービス

の強化。2．救急医療の質と利用可能性

の改善。

9,300,000 
ユーロ - 

キルギスにおける

救急医療サービス

の強化及び質の改

善に貢献する。

ドイツ復興

金融公庫

（KFW） 

無償/
借款

「救急医療の国家システムの開発②」

特にジャララバード地域の農村地域に

おける救急医療（EMF）の質の向上。

同地域臨床病院（JAOKB）の統合救急

医療ユニット（OEMP）の機器整備、

地域全体で救急医療関係者向けのト

レーニング。300 万ユーロは KFW が

支出、残りをキルギス政府が負担。

3,150,000 
ユーロ

2017- 

キルギスの農村地

域における救急医

療の質の改善に貢

献する。

出典 : 質問票回答



第２章  プロジェクトを取り巻く状況 
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第 2 章 プロジェクトを取り巻く状況 
2-1 プロジェクトの実施体制 
2-1-1 組織・人員 

1) 保健省の組織体制 

MOH の組織図は下記のとおりである。本計画の実施は、医療施設及び医薬品政策部門が担当す

る。医療機器登録に関する手続きは、MOH 管轄組織である医薬品供給及び医療機器部門が担う。

本計画においても医療機器登録の免除もしくは簡素化の措置が検討されており、同部署が法案作

成や手続き支援を行う。e-ヘルスセンターは、保健医療統計や医療情報のデジタル化を行う MOH
管轄組織として設置されており、当センターはキルギスにおける医療 IT 部門として、将来的な医

療用画像管理システム（以下、「PACS (Picture Archiving and Communication Systems) 」とい

う。）の導入などを計画している。各医療施設への予算配分は、Mandatory health insurance fund 
（以下、「FOMS」という 7）という保健省管轄の健康保険基金組織にて行われる。尚、調達機材

の日常的な維持管理は、保健省及び対象病院の医療従事者や機材維持管理技術者が、メンテナン

ス業者や現地代理店の支援を受けて行う。 

 

図 2-1 キルギス保健省組織図 
  

 
7 FOMS はロシア語表記の略。 
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2) 対象病院における組織・人員 

【ジャイル地区総合診療センター】 

外科、内科を始めとした 14 の専門科を有する二次医療施設である。ベッド数は合計 330 床

で、運営部門、財務部門、救急部門等を有する。キルギス西側のカザフスタン国境からビシュ

ケク市間において最大の病院であり、パンフィロフ地区診療センターなど他地域からの患者も

受け入れている。 

 
表 2-1 ジャイル地区総合診療センター組織構成 

検査部門 X 線検査室、臨床検査室、超音波診断室等 
診療科 内科、外科、循環器科、神経科、泌尿器科、外傷科、産科、婦人科、耳鼻科、麻酔・

集中内科、歯科、小児科、新生児科、感染症科 

 

ジャイル地区総合診療センターの要員数については、以下の表のとおりである。なお、e-ヘル

スセンターから報告されたデータは 2020 年時点のものであり、必ずしも最新の状況を示した

ものではない（以下、同様）。 

ジャイル地区総合診療センターの医師枠の仕事量単位 8は 85.75 であり、実際に行われてい

る仕事量は 82.75、実際の人数は 69 となっている。したがって、69 名の医師で 82.75 名分の

仕事を実施していることになる。 

 
表 2-2 ジャイル地区総合診療センターの要員数 

 実際人数 
以下 A 

仕事量基準単位 
（人年） 

一単位＝1 名 
以下 B 

実施されている 
仕事量実単位 

以下 C 

医師 69 85.75 82.75 
看護師 200 230.50 230.50 
薬剤師 2 1.50 1.50 
臨床検査技師 18 19.00 19.00 
放射線技師 5 6.00 6.00 
全職員 442 524.50 519.50 
出典 : 質問票回答 

 

【パンフィロフ総合診療センター】 
合計ベッド数 85 床という比較的小さい病院であり、運営部門、財務部門、救急部門の他、

医療情報部を有し、5 つの専門科を持つ。他対象病院と違い、一次、二次機能が統合されたの

は 10 年前である。 
 
 

 
8 キルギスでは各病院に仕事量基準（人年）を設定し、各病院が行うべき仕事量が設定されている。1 単位＝1 名が 1 年間で

行う仕事量（人年）として値が設定されている。 
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表 2-3 パンフィロフ地区総合診療センター 
検査部門 X 線検査室、臨床検査室、超音波診断室、生理学検査室等 
診療科 内科、外科、産婦人科、神経科、感染症科等 

パンフィロフ地区総合診療センターの仕事量基準は 118.75 であるのに対し、86 名のスタッ

フで業務にあたっており、実際の仕事量単位は 105 人年となっている。 

 
表 2-4 パンフィロフ地区総合診療センターの要員数 

 A B C 
医師 11 20.00 15.50 
看護師 41 62.00 52.75 
薬剤師 - - - 
臨床検査技師 - - - 
放射線技師 - - - 
全職員 86 118.75 105.00 

    出典 : 質問票回答 

 

なお、調査時点では当センターにおいても薬剤師（1 名）、臨床検査技師（5 名）、放射線技師

（3 名）が配置されている。 

 

【モスクワ地区総合診療センター】 

モスクワ地区総合診療センターは 8 つの専門科、運営部門、財務部門の他、組織運営方法部

門を有する二次病院であり、合計 171 床を有する。 

 
表 2-5 モスクワ地区総合診療センター組織構成 

検査部門 X 線検査室、臨床検査室、超音波診断室、生理学検査室等 
診療科 外科、外傷科、産婦人科、感染症科、小児科等 

 

モスクワ地区総合診療センターの仕事量基準は 294.50 であるのに対し、261 名のスタッフで

業務にあたっており、実際の仕事量単位は 261 と仕事量基準である 294.50 を満たしている。 

 
表 2-6 モスクワ地区総合診療センターの要員数 

  A B C 
医師 42 56.75 56.75 
看護師 118 115.50 115.50 
薬剤師 0 1.50 1.50 
臨床検査技師 9 7.50 7.50 
放射線技師 2 2.00 2.00 
全職員 261 294.50 294.50 
出典：質問票回答  
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【ソクルク地区総合診療センター】 

ソクルク地区総合診療センターは運営部門、財務部門の他、外科、内科を始めとした 12 の専

門科があり、合計 185 床を有する二次病院である。一般的な疾患に対する医療サービスのレベ

ルはビシュケク市の病院とそれほど差がないにもかかわらず、ソクルク地区はビシュケク市の

すぐ隣に位置すること、住民はビシュケク市の方が医療機材の整備が進んでいると考えている

ことから、患者が本病院を経由せず、直接ビシュケク市の病院に行ってしまうケースも多い。

2021 年に一次病院との統合されたことを機に、患者受付をポリクリニック（旧一次病院）に一

本化し、患者の混雑などへの対応は比較的スムーズに行われている。 

 
表 2-7 ソクルク地区総合診療センター組織構成 

検査部門 X 線検査室、臨床検査室、超音波診断室等 
診療科 外傷科、産科、婦人科、小児科、感染症科、循環器科、神経科、麻酔科等 

 

ソクルク地区総合診療センターの仕事量基準は 373.75 であるのに対し、288 名のスタッフで

業務にあたっており、スタッフあたりの仕事の負荷が高い。 
 

表 2-8 ソクルク地区総合診療センターの要員数 
  A B C 
医師 54 63.00 60.50 
看護師 112 146.75 143.75 
薬剤師 1 1.00 1.00 
臨床検査技師 8 12.25 12.25 
放射線技師 5 4.50 4.50 
全職員 288 373.75 358.75 
出典：質問票回答 

 

【チュイ州統合病院】 

運営部門、財務部門の他、外科、内科を始めとした 14 の専門科があり、合計 350 床を有する

二次病院である。本病院は近隣にある家庭医療センターとの連携で患者への医療提供を効率化

している。 
表 2-9 チュイ州統合病院組織構成 

検査部門 X 線検査室、臨床検査室、生理学検査室、内視鏡室、超音波診断室等 
診療科 内科、外科、循環器科、産科、婦人科、耳鼻科、麻酔科及び蘇生科、小児科、泌尿器

科、救急科、眼科、神経科、等 

 

チュイ州統合病院の仕事量基準は 601.75 であるのに対し、540 名のスタッフで業務にあたっ

ており、実際の仕事量単位は 601.75 と基準を満たしている。 
 
 



17 

表 2-10 チュイ州統合病院の要員数

A B C 
医師 115 118.75 118.75 
看護師 230 251.50 251.50 
薬剤師 - - - 
臨床検査技師 8 12.50 12.50 
放射線技師 4 5.50 5.50 
全職員 540 610.75 610.75 
出典：質問票回答

なお、e-ヘルスセンターによる統計データ上、薬剤師に関するデータは報告されていないが、

調査時点においては、当センターにおいても 1 名の薬剤師が配置されている。 

【イシクアタ地区総合診療センター】

運営部門、財務部門の他、外科、内科を始めとした 13 の専門科があり、合計 200 床を有する

二次病院である。キルギスのリゾート地であるイシククル湖に繋がる幹線道路沿いのエリアで

あるため、交通事故が多発している。またビシュケク市に近いことから、当該地区の住民が本

病院を受診せず直接ビシュケク市内の病院を受診する患者も多い。イシクアタ地区はチュイ州

の中で最も広い地域であるため、管轄地域が広いことが特徴である。

表 2-11 イシクアタ地区総合診療センター組織構成 
検査部門 X 線検査室、臨床検査室、生理学検査室、超音波診断室等 
診療科 外科、循環器科、神経科、産科、婦人科、麻酔科、歯科、感染症科、眼科、皮膚科、

精神科等

イシクアタ地区総合診療センターの仕事量基準は 562.25 であるのに対し、361 名のスタッフ

で業務にあたっており、実際の仕事量単位は 495 人年となっている。 

表 2-12 イシクアタ地区総合診療センターの主要スタッフ

A B C 
医師 54 108.75 80.25 
看護師 141 213.75 196.75 
薬剤師 - - - 
臨床検査技師 11 19.50 17.50 
放射線技師 5 6.75 6.75 
全職員 361 562.25 495.00 
出典：質問票回答
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なお、e-ヘルスセンターによる統計データ上、薬剤師に関するデータは報告されていないが、

調査時点においては当センターにおいては 1 名の薬剤師が配置されている。 

 
【チュイ地区総合診療センター】 

運営部門、財務部門の他、外科、内科を始めとした 11 の専門科があり、合計 421 床を有す

る。 

 
表 2-13 チュイ地区総合診療センター組織構成 

検査部門 X 線検査室、臨床検査室、超音波診断室等 
診療科 外科、麻酔・集中内科、神経科、小児科、新生児科、耳鼻科等 

 

チュイ地区総合診療センターの仕事量基準は 225.75 であるのに対し、210 名のスタッフで業

務にあたっており、実際の仕事量単位は 225.75 と、基準を満たしている。 

 
表 2-14 チュイ地区総合診療センターの要員数 

  A B C 
医師 38 42.00 42.00 
看護師 94 94.25 94.25 
薬剤師 0 0.50 0.50 
臨床検査技師 5 5.00 5.00 
放射線技師 3 3.00 3.00 
全職員 210 225.75 225.75 
出典：質問票回答 

 
【トクモク市総合診療センター】 

トクモク市総合診療センターは運営部門、財務部門の他、外科、内科を始めとした 11 の専門

科があり、合計 421 床を有する二次病院である。 

本病院は周辺地域の病院よりも機材が充実している状況にあり、循環器科、感染症科、整形

外科、産科などの専門医が多く在籍している。 

 
表 2-15 トクモク市総合診療センター組織構成 

検査部門 X 線検査室、臨床検査室、超音波診断室等 
診療科 外傷科、循環器科、産科、婦人科、神経科、小児科、新生児科、感染症科、眼科等 

 

トクモク市総合診療センターの仕事量基準は 304.5 であるのに対し 256 名のスタッフで業務

にあたっており、実際の仕事量単位は 294.5 と基準を満たしている。 
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表 2-16 トクモク市総合診療センターの要員数 
  A B C 
医師 43 63.50 53.50 
看護師 119 129.25 129.25 
薬剤師 0 1.00 1.00 
臨床検査技師 9 10.25 10.25 
放射線技師 5 5.00 5.00 
全職員 256 304.5 294.5 
出典：質問票回答 

 
【ケミン地区総合診療センター】 

ケミン地区総合診療センターは運営部門、財務部門の他、5 つの専門科、合計 91 床を有して

いる二次病院である。二次病院の中でも機材や専門医の充実度が低く、他の地域からの患者の

流入はほとんどみられない。今回の対象である他の病院同様、2021 年に一次と二次病院が統合

され、基本的には患者はポリクリニック（旧一次病院）の受付から受診する。 

 
表 2-17 ケミン地区総合診療センター組織構成 

検査部門 X 線検査室、臨床検査室、生理学検査室、内視鏡室、超音波診断室等 
診療科 内科、外科、産科、感染症産科等 

 

ケミン地区総合診療センターの仕事量基準は 154.5 であるのに対し 116 名のスタッフで業務

にあたっており、実際の仕事量単位は 154.0 と、わずかに基準を満たしていない。 

 
表 2-18 ケミン地区総合診療センターの要員数 

  A B C 
医師 21 31.75 31.25 
看護師 50 63.50 63.50 
薬剤師 - - - 
臨床検査技師 4 5.25 5.25 
放射線技師 4 4.75 4.75 
全職員 116 154.5 154 

出典：質問票回答 

 

なお、e-ヘルスセンターによる統計データ上、薬剤師に関するデータは報告されていないが、

調査時点では当センターにおいても 1 名の薬剤師が配置されている。 
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【イシクアタ地区総合診療センター イワノフカ村分院】 

イワノフカ村分院は、イシクアタ地区総合診療センターの分院という位置づけにあり、財政

管理や医療統計管理についてはイシクアタ地区総合診療センターが一括して行っている。運営

部門、財務部門の他、4 つの専門科、合計 35 床を有している。 

 
表 2-19 イワノフカ村分院組織構成 

検査部門 X 線検査室、臨床検査室等 
診療科 外科、外傷科、婦人科、新生児科、小児科等 

 

イワノフカ村分院の仕事量基準は 104 であるのに対し、99 名のスタッフで業務にあたってい

る。実際に実施できている仕事量は 99 であり、基準をわずかに下回っている。 

 
表 2-20 イワノフカ村分院の要員数 

  A B C 
医師 11 18.0 14.5 
看護師 33 43 42.5 
薬剤師 - - - 
臨床検査技師 - - - 
放射線技師 - - - 
全職員 77 104 99 
出典：質問票回答 

 

なお、e-ヘルスセンターによる統計データ上、臨床検査技師、放射線技師に関するデータは報

告されていないが、調査時点では当分院においても臨床検査技師 （1 名）、放射線技師 （1 名）

が配置されている。一方、薬剤師については当分院には配置されていない。 
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2-1-2 財政・予算 

(1) 保健セクター 
キルギスの 2017-2020 年度の公的保健予算及び支出は下表のとおり。2020 年度は COVID-19

の流行を受け、保健省予算も前年度比 3 割近い増加率となった。キルギスでは、2026 年までの国

家開発プログラム行動計画において、2022 年に医療従事者を含む公務員の給与を 50%、以降 20%
ずつ引き上げるとしており 9、今後保健セクターの国家予算はさらに増加すると見込まれる。 
 

表 2-21 2017-2020 年度保健セクター国家予算 
(単位：百万 KGS) 

項目 2017 2018 2019 2020 
人件費 1,035.2 1,047.8 1,042.5 1,100.0 
サービス及び物品購入・使用 13,463.4 1,545.8 1,643.3 2,139.8 
助成金 - 10,469.2 10,739.2 13,244.5 
社会福祉費 7.0 6.3 6.0 224.9 
その他 2.2 0.6 2.4 0.4 
特別支出 1,640.7 538.8 576.0 558.1 
非金融資産取得費用 1,178.5 986.3 602.3 1,629.9 
合計 17,327.1 14,594.9 14,611.7 18,897.6 
（USD） 211,173,155 177,874,845 178,079,011 230,313,189 
対前年増加率 24.60% -15.77% 0.11% 29.33% 
出典：National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic, Public expenditures on health by category 

1KGS＝0.012187431USD（以下、同レート換算） 
 

(2) 保健医療施設の予算 
医療施設への予算配分は、FOMS という保健省傘下の健康保険基金組織にて行われる。三次病

院及び二次病院への予算配分は、患者数、手術数、重症度や行う検査・診断の難易度など、各医

療施設から報告された前年度の実績をもとに決定される。一次病院についてはキャッチメントエ

リアの人口をもとに予算が配分される。 
会計年度は 1 月から 12 月で、前年 6 月に財務省が各省庁への予算計画を作成する。9 月に各省

庁への予算が確定し、医療施設への予算が FOMS へと配分される。医療施設への予算は財務省か

らの予算に加え、保険収入も加算される。各病院への支払いは一括支払いではなく、各月ごとに

行われる。年間予算は各病院へ通達されており、病院は年間予算を 12 ヵ月で割った予算を毎月申

請している。それぞれの医療施設は FOMS から分配された予算を病院の采配で使用することがで

き、人件費や消耗品、機材購入に充てる。高額な機材が必要となった場合には、別途 MOH に申

請する、もしくは独自にドナーを探して調達する。 
各病院の有料診療サービスから得られた診療報酬は「特別基金」と呼ばれ、運用の権限は各病

院に委ねられている。病院はこの特別基金を機材の調達や維持管理、施設の改修に充てており、

本計画による整備機材の維持管理費用についてもこの特別基金から運用する。病院予算はほぼす

べての対象病院にて増加傾向にあり、旧一次病院が統合されたことにより、診療報酬を中心に一

 
9 キルギス MOH 国家開発プログラム行動計画 2026 (https://www.gov.kg/ru/post/s/20793-utverzhden-plan-meropriyatiy-po- 

realizatsii-natsionalnoy-programmy-razvitiya-do-2026-goda) 
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病院としての予算は 2021 年以降さらに増加すると考えられる。また、本計画による機材整備に

より患者数増加が見込まれ、受診者数の増加に伴いこの特別基金はさらに増加すると考えられる。 
 
以下に、今回の対象となった病院の予算推移を列挙する。 

 
表 2-22 ジャイル地区総合診療センターにおける予算内訳（2017‐2020 年）   

 (単位：KGS) 
項目 2017 2018 2019 2020 

人件費 51,279,800 57,529,500 55,194,681 53,730,157 
保険料 8,845,700 9,923,806 9,522,000 9,351,000 
出張費 - 47,596 134,329 40,744 
通信費 122,967 102,933 0 117,465 
交通費 500,000 992,962 992,980 947,814 
医療品購入費 3,058,011 13,038,949 12,311,510 22,167,261 
その他物品・サービス調達金 306,453 3,414,747 3,809,636 3,244,094 
食料費 2,737,530 5,436,417 6,190,069 6,123,220 
改装工事費 - 2,677,417 1,984,003 3,060,397 
材料・資料費 115,647 6,556,097 4,487,913 3,975,591 
ユニフォーム、衣類調達費 1 545,709 998,636 1,211,224 
セキュリティ人件費 88,188 88,188 88,188 102,948 
銀行手数料、国債の発行・償還にかか

 
120,000 - 0 0 

光熱費 13,098,901 12,219,944 10,776,808 12,349,646 
人口に対する社会援助の給付 - - 115,735 85,814 
合計 80,273,198 112,574,265 106,606,488 116,507,375 
（USD） 978,324 

 
 

 
 

 
 

1,371,991 1,299,259 1,419,926 
対前年増加率 - 40.24% -5.30% 9.29% 
出典：質問票回答 

 
表 2-23 パンフィロフ地区総合診療センターにおける予算内訳（2017‐2020 年） 

(単位：KGS) 
項目 2017 2018 2019 2020 

人件費 32,797,600 36,782,963 38,428,830 38,429,273 
保険料 5,657,586 6,344,599 6,628,973 6,585,595 
出張費 60,000 131,580 148,000 72,620 
通信費 97,407 141,742 189,650 329,108 
交通費 841,084 1,100,795 1,037,437 1,339,396 
医療品購入費 1,539,304 5,609,898 5,192,9440 8,934,218 
その他物品・サービス調達費 195,135 895,427 575248 993165 
食料調達費 848,118 1,320,623 1,402,275 1,443,858 
改装工事費 771,688 1,900,423 1,388,260 334,684 
材料・資料費 1,061,360 1,291,180 2,161,249 3,355,912 
石炭購入費 195,120 178,442 200,621 228,557 
セキュリティ人件費 - - 0 0 
光熱費 3,210,474 3,548,039 3,500,083 3,411,929 
社会保険給付金 - - 40878 0 
人口に対する社会援助の給付金 - - 0 22,087 
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合計 46,238,657 57,249,489 59,281,763 63,147,841 
（USD） 563,530 697,724 722,492 769,610 
対前年増加率 - 23.81 % 3.55 % 6.52 % 
出典：質問票回答 

 
表 2-24 モスクワ地区総合診療センターにおける予算内訳（2017‐2020 年） 

(単位：KGS) 
項目 2017 2018 2019 2020 

人件費 25,829,152 28,911,073 28,073,700 28,237,123 
保険料 4,353,479 4,769,330 4,744,270 4,714,376 
出張費 144,641 16,780 21,420 12,120 
通信費 144,641 166,559 107,406 142,230 
交通費 186,296 185,538 229,163 213,227 
医療品購入費 2,668,642 5,958,918 6,130,407 12,202,657 
その他物品・サービス調達費 10,800 660,365 804927 341909 
食料費 1,853,132 1,993,132 2,898,846 2,732,068 
改装工事費 4,174,685 8,391,226 2,930,942 2,218,692 
材料・資料費 574,689 2,029,372 1,426,633 1,638,815 
ユニフォーム、衣類調達費 56,501 296,635 233,510 122,289 
石炭購入費 1,127,056 1,404,026 1,342,550 1,632,130 
セキュリティ人件費 66,459 64,134 59,301 64,692 
光熱費 2,032,155 1,868,186 2,159,078 2,452,582 
人口に対する社会援助の給付金 47,698 57,954 412,911 109,107 
合計 43,270,026 56,773,228 51,575,064 56,834,017 
（USD） 527,350 691,920 628,568 692,661 
対前年増加率 - 31.21 % -9.16 % 10.20 % 
出典：質問票回答 

 
表 2-25 ソクルク地区総合診療センターにおける予算内訳（2017‐2020 年） 

(単位：KGS) 
項目 2017 2018 2019 2020 

人件費 33,994,896 37,005,739 34,084,998 33,268,287 
保険料 5,836,036 5,345,944 5,263,300 5,313,000 
出張費 - - 2,520 0 
通信費 98,997 159,664 188,295 180,706 
レンタル費 - 55,000 0 0 
交通費 557,978 532,340 446,822 440,230 
医療品購入費 2,652,052 8,549,854 4,647,733 14,221,091 
その他物品・サービス調達費 681,518 1,304,174 781843 1847618 
食料調達費 1,606,355 3,329,927 3,562,948 3,403,347 
改装工事費 1,265,449 365,986 625,658 1,686,900 
材料・資料費 1,349,600 682,215 841,226 1,454,867 
ユニフォーム、衣類調達費  462,000 0 0 
石炭購入費 1,223,710 1,360,114 1,207,598 1,261,534 
セキュリティ人件費 105,564 105,564 105,564 123,747 
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光熱費 2,801,660 3,687,535 3,280,407 3,542,366 
人口に対する社会援助の給付金 - - 106,841 40,805 
合計 52,173,815 62,946,056 55,145,753 66,784,498 
（USD） 635,865 767,151 672,085 813,931 
対前年増加率 - 20.65 % -12.39 % 21.11 % 
出典：質問票回答 

 
表 2-26 チュイ州統合病院における予算内訳（2017‐2020 年） 

(単位：KGS) 
項目 2017 2018 2019 2020 

人件費 55,108,400 58,647,223 59,755,978 58,401,808 
保険料 9,987,118 10,040,753 10,224,359 9,633,569 
出張費 - 3,200 255,000 60,000 
通信費 235,600 240,000 279,000 212,900 
レンタル費 - - 0 0 
交通費 618,519 786,477 1,251,080 1,081,047 
医療品購入費 22,765,031 27,683,974 24,478,138. 21,018,648 
その他物品・サービス調達費 3,039,965 1,452,936 1,240,729 996,806 
食料調達費 2,640,078 6,543,594 6,042,391 4,951,476 
改装工事費 1,546,400 1,483,092 1,593,843 577,776 
材料・資料費 636,326 3,954,301 3,838,610 4,753,347 
ユニフォーム、衣類調達費 23,399 - 0 376,611 
セキュリティ人件費 - - 150,312 184,792 
光熱費 6,650,000 6,530,228 6,501,208 6,923,863 
その他の公共料金 120,000 109,143 112,860 117,205 
人口に対する社会援助の給付金 - - 89,276 108,854 
合計 103,370,836 117,474,921 115,812,784 109,398,702 
（USD） 1,259,825 1,431,717 1,411,460 1,333,289 
対前年増加率 - 13.64 % -1.41 % -5.54 % 
出典：質問票回答 

 

表 2-27 イシクアタ地区総合診療センターにおける予算内訳（2017‐2020 年） 
(単位：KGS) 

項目 2017 2018 2019 2020 
人件費 46,218,388 44,930,082 43,565,477 42,313,708 
保険料 7,738,322 7,796,643 7,536,061 6,983,878 
通信費 157,139 333,549 129,494 77,770 
交通費 531,128 738,721 751,890 707,557 
医療品購入費 671,828 10,521,947 11,072,275 26,040,572 
その他物品・サービス調達費 432,309 1,845,289 2,612,209 1,503,775 
食料調達費 1,240,909 4,471,098 5,039,689 3,805,912 
改装工事費 - 80,341 0 16,800 
材料・資料費 2,439,195 2,336,515 5,958,120 1,928,507 
ユニフォーム、衣類調達費 12,016 - 0 1,076,484 
石炭購入費 507,507 592,816 449,253 583,677 
セキュリティ人件費 140,592 140,592 140,592 165,210 
光熱費 8,670,322 8,432,894 5,162,512 5,071,617 
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人口に対する社会援助の給付金 - - 111,079 78,315 
合計 68,759,655 82,220,487 82,648,947 90,423,782 
（USD） 838,004 1,002,056 1,007,278 1,102,034 
対前年増加率 - 19.58 % 0.52 % 9.41 % 
出典：質問票回答 *イワノフカ村分院を含む 

 
表 2-28 チュイ地区総合診療センターにおける予算内訳（2017‐2020 年） 

(単位：KGS) 
項目 2017 2018 2019 2020 

人件費 20,172,972 22,604,943 22,374,220 22,110,940 
保険料 3,381,355 3,853,451 3,812,057 3,737,949 
出張費 - 15,400 10,220 6,580 
通信費 185,943 166,000 153,140.00 118,760 
交通費 121,704 231,685 273,186 293,754 
医療品購入費 3,457,759 7,977,410 6,998,642 8,360,314 
その他物品・サービス調達費 459,958 1,553,610 2,067,948 1,779,095 
食料調達費 1,978,366 2,473,009 2,431,651 2,377,521 
改装工事費 397,020 2,204,144 2,119,631 2,267,177 
材料・資料費 243,254 1,425,841 975,102 1,427,725 
ユニフォーム、衣類調達費 19,654 410,350 0 366,208 

銀行手数料、国債の発行・償還に

かかる手数料 - - 0 12,050 

光熱費 2,808,744 2,925,685 2,939,563 2,840,511 
人口に対する社会援助の給付金 - - 33,582 52,303 
合計 33,226,729 45,841,528 44,188,942 45,750,887 
（USD） 404,948 558,690 538,550 557,586 
対前年増加率 - 37.97 % -3.60 % 3.53 % 
出典：質問票回答 

 
表 2-29 トクモク市総合診療センターにおける予算内訳（2017‐2020 年） 

(単位：KGS) 
項目 2017 2018 2019 2020 

人件費 30,911,062 30,268,588 31,158,362 31,577,892 
保険料 5,246,309 5,124,927 5,288,107 5,297,792 
出張費 146,380 96,150 164,040 41,280 
通信費 124,957 386,909 94,356 66,888 
交通費 349,281 453,086 347,979 389,390 
医療品購入費 1,228,792 6,839,749 6,026,567 12,508,418 
その他物品・サービス調達費 914,352 1,992,030 2,412,643 1,654,939 
食料調達費 994,609 4,450,166 4,410,290 5,716,989 
改装工事費 1,076,638 2,516,110 1,914,754.00 2,206,252 
材料・資料費 447,295 2,479,033 1,287,620 1,963,554 
ユニフォーム、衣類調達費 69,630 179,085 217,249 359,597 
セキュリティ人件費 58,780 118,480 177,720 206,650 
光熱費 10,292,268 9,786,012 9,161,461 12,763,162 
人口に対する社会援助の給付金 - - 56,027 37,316 
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医療裁判費 - - 1,352,695 0 
合計 51,860,353 64,690,325 66,153,506 77,183,979 
（USD） 632,044 788,409 806,241 940,674 
対前年増加率 - 24.74 % 2.26 % 16.67 % 
出典：質問票回答 

 
表 2-30 ケミン地区総合診療センターにおける予算内訳（2017‐2020 年） 

(単位：KGS) 
項目 2017 2018 2019 2020 

人件費 18,027,602 14,707,981 16,053,460 15,635,219 
保険料 2,394,683 3,010,206 3,490,912 3,194,687 
出張費 180,000 190,970 15,086 65,695 
通信費 95,100 82,720 73,000 67,059 
交通費 40,000 121,765 241,328 98,644 
医療品購入費 598,798 353,615 1,094,474 4,172,254 
その他物品・サービス調達費 83,000 336,490 283,625 235,378 
食料調達費 847,143 343,553 640,486 1,542,663 
改装工事費  50,000 206,450 0 
材料・資料費 35,595 275,180 157,051 269,780 
光熱費 2,210,220 977,255 1,927,411 2,259,980 
人口に対する社会援助の給付金  300,000 604,013 293,000 
合計 24,512,141 20,749,735 24,787,296 27,834,359 
（USD） 298,740 252,886 302,093 339,229 
対前年増加率 - -15.35 % 19.46 % 12.29 % 
出典：質問票回答  



27 

2-1-3 技術水準 

(1) 診療実績 
【ジャイル地区総合診療センター】 

ジャイル地区総合診療センターはチュイ州のビシュケク市以西において最大規模の病院であ

るため、患者数、手術件数、本事業で供与予定の機材の活用を含めた検査件数ともに多い。各

診療科の患者数を以下の表にまとめる。 
 

表 2-31 ジャイル地区総合診療センターの患者数 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
内科 1,542 1,480 1,465 1,624 1,569 814 
循環器科 1,601 1,539 1,480 1,482 1,489 1,125 
外科 785 785 986 925 825 924 
泌尿器科 732 736 733 799 754 614 
外傷科 805 719 1,083 1,127 1,047 945 
産科 2,739 2,900 2,331 2,464 2,389 2,416 
婦人科 1,033 1,042 1,090 1,206 1,227 1,040 
精神科 1,008 1,077 1,365 1,490 1,332 1,031 
耳鼻咽喉科 480 478 603 595 569 451 
小児科 1,996 1,987 2,283 2,060 1,958 1,530 
感染症科 1,029 1,034 1,260 1,300 1,212 343 
その他 147 164 138 177 152 1,474 

合計 13,897 13,941 14,817 15,249 14,523 12,707 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 
表 2-32 ジャイル地区総合診療センターの手術件数 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
外科 694 700 796 732 700 555 
泌尿器科 324 313 297 344 313 276 
外傷科 260 262 375 309 262 313 
産科 264 312 297 241 312 243 
婦人科 299 245 550 495 245 682 
耳鼻咽喉科 107 163 265 200 163 132 

合計 1,948 1,995 2,580 2,321 1,995 2,201 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 

表 2-33 ジャイル地区総合診療センターの検査数 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
臨床検査数 435,578 426,247 407,272 409,542 410,111 380,918 
上部消化管内視鏡検査 1,297 916 987 1,173 1,043 435 
生理機能検査 9,013 12,525 9,799 7,962 8,193 7,281 
X 線検査 6,551 5,307 3,923 3,337 4,590 5,089 
超音波検査 33,819 30,361 28,229 26,457 24,432 18,620 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 
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【パンフィロフ地区総合診療センター】 

パンフィロフ地区総合診療センターは機材、スタッフともに不足しており、統計データから

もすぐ隣の地域であるジャイル地区診療センターと比較すると、患者数や手術件数、また検査

数についても数値が低い。 
 

表 2-34 パンフィロフ地区総合診療センターの患者数 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
内科 1,007 923 982 961 1,127 642 
外科 699 638 656 709 703 561 
産科 881 655 581 582 565 513 
婦人科 338 245 234 285 - - 
精神科 - - - - 186 287 
感染症科 780 879 846 776 903 776 
その他 173 188 202 220 233 229 

合計 3,878 3,528 3,501 3,533 3,717 3,008 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 

表 2-35 パンフィロフ地区総合診療センターの手術件数 

  
手術数 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
外科 415 390 398 441 428 320 
産科 1 136 37 32 60 25 
婦人科 215 -  47 56 - - 

合計 631 526 482 529 488 345 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 
表 2-36 パンフィロフ総合診療センターの検査数 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
臨床検査数 155,718 138,351 120,942 144,098 154,331 125,355 
上部消化管内視鏡検査 0 0 0 0 0 0 
生理機能検査 - - - - - - 
X 線検査 3,665 4,288 3,247 5,171 3,690 3,674 
超音波検査 723 867 640 572 521 327 
出典：パンフィロフ地区総合診療センター 提出資料 
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【モスクワ地区総合診療センター】 

ジャイル地区総合診療センターとソクルク地区総合診療センターの間に位置し、一帯の患者

への医療サービス提供に重要な病院となっている。患者数、手術数、検査数ともに比較的多い

が、所有する機材は十分ではなく、他の病院へ患者を送らざるを得ない状況である。上部消化

管内視鏡検査を実施できる医師が在籍している。 
 

表 2-37 モスクワ地区総合診療センターの患者数 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
内科 1,094 1,090 1,157 1,007 1,364 694 
外科 301 309 422 457 467 380 
外傷科 828 742 844 823 850 790 
産科 2,546 2,506 2,099 2,087 2,090 1,967 
婦人科 620 505 580 635 639 568 
小児科 906 883 1,076 856 1,008 900 
感染症科 973 692 847 779 907 879 
その他 119 111 141 125 119 219 

合計 7,387 6,838 7,166 6,769 7,444 6,397 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 
表 2-38 モスクワ地区総合診療センターの手術件数 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
外科 260 263 348 330 339 299 
外傷科 364 367 421 335 331 308 
産科 439 381 334 375 378 331 
婦人科 347 275 325 348 298 305 

合計 1,410 1,286 1,428 1,388 1,346 1,243 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 
表 2-39 モスクワ地区総合診療センターの検査数 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
臨床検査数 64,321 50,626 78,411 76,947 73,958 84,198 
上部消化管内視鏡検査 0 0 0 0 0 0 
生理機能検査 4,260 4,058 4,649 4,331 4,866 3,605 
X 線検査 2,409 2,225 2,295 2,065 2,129 2,161 
超音波検査 4,313 3,860 4,805 4,249 4,966 3,445 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 
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【ソクルク地区総合診療センター】 

同等規模もしくは当センターよりも人員数の少ない他対象病院と比較すると、本来であれば

下表中の患者数、検査数の数値よりも多くの患者対応が可能な規模の病院であると考えられる。

しかしながら機材、予算などのリソースの不足、ビシュケク市に非常に近い立地といった要因

により、患者が本病院ではなく直接ビシュケク市の病院を受診してしまう状況にある。当セン

ターには、心臓、外傷、麻酔、感染症などの専門医が所属している。また、上部消化管内視鏡の

研修を受け、実施できる医師が在籍している。 
 

表 2-40 ソクルク地区総合診療センターの患者数 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
内科 921 981 989 1026 972 581 
循環器科 664 760 800 857 899 737 
外科(成人) 504 504 476 636 725 682 
外科(小児) 165 143 113 164 180 143 
外傷科 647 654 745 771 729 534 
産科 3,085 3,218 2,906 2,880 3,040 2,909 
婦人科 888 874 977 974 928 796 
精神科 734 817 831 864 847 501 
小児科 1,027 1,098 1,275 1,012 1,194 743 
感染症科（成人） 403 164 176 177 162 97 
感染症科（小児） 794 609 758 690 691 316 
その他 166 173 206 131 234 786 

合計 9,998 9,995 10,252 10,182 10,601 8,825 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 
表 2-41 ソクルク地区総合診療センターの手術件数 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
外科（成人） 405 418 365 432 470 505 
外科（小児） 157 142 113 132 161 134 
外傷科 251 252 275 259 242 196 
産科 212 250 286 315 258 396 
婦人科 563 538 566 494 527 362 

合計 1,588 1,600 1,605 1,632 1,658 1,593 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 
表 2-42 ソクルク地区総合診療センターの検査数 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
臨床検査数 164,377 171,376 152,472 147,281 156,295 162,299 
上部消化管内視鏡検査 217 290 258 372 397 286 
生理機能検査 794 808 922 1478 1346 340 
X 線検査 3,015 3,370 3,111 3,243 2,854 2,959 
超音波検査 8,047 6,605 6,317 5,522 3,965 2,723 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 
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【チュイ州統合病院】 

チュイ州を管轄する病院であり、ジャイル地区総合診療センターやトクモク市総合診療セン

ターなどと同様に大規模な病院である。患者数、手術数、検査数ともに多く、近隣地域だけで

なく、チュイ州全域やビシュケク市からも一部患者が訪れる。また近隣に専門医が多く所属す

る一次病院の家庭医療センターがあり、連携して地域への医療提供にあたっている。CT に関し

ては所有していないものの、読影資格のある医師が在籍している。上部消化管内視鏡、気管支

内視鏡、腹腔鏡に関しても、研修を受け、資格を有する医師が 2 名、関節鏡手術の研修を受け

た医師が 3 名在籍している。 
 

表 2-43 チュイ州統合病院の患者数 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
内科 1,037 1,216 1,200 1,101 1,085 734 
循環器科 1,414 1,235 1,266 1,111 1,191 1,013 
外科 3,061 2,937 2,869 2,793 2,840 2,423 
泌尿器科 694 674 705 743 670 340 
外傷科 1,003 925 886 926 842 668 
産科 6,153 5,511 5,462 5,903 5,807 6,425 
疾病を伴う妊娠 922 812 883 831 818 830 
婦人科 1,291 1,276 1,187 1,270 1,256 1,187 
精神科 853 878 893 851 904 530 
眼科 695 626 686 524 529 409 
耳鼻咽喉科 577 572 550 512 488 251 
小児科 1,176 1,274 1,571 1,231 943 501 
感染症科 139 154 147 168 180 562 

合計 19,015 18,090 18,304 17,964 17,553 15,873 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 

表 2-44 チュイ州統合病院の手術件数 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
外科 1,832 1,613 1,727 1,899 1,947 1,406 
泌尿器科 210 275 260 297 249 117 
外傷科 248 403 400 398 370 356 
産科 1,249 2,039 1,170 1,234 1,675 2,583 
婦人科 1,058 222 895 759 778 206 
眼科 333 262 311 183 140 24 
耳鼻咽喉科 194 189 146 145 103 51 

合計 5,124 5,003 4,909 4,915 5,262 4,743 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 
表 2-45 チュイ州統合病院の検査数 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
臨床検査数 491,427 563,592 367,804 397,375 174,122 171,909 
上部消化管内視鏡検査 1622 1218 790 461 813 740 
生理機能検査 5,082 5147 5,667 5,913 4,427 4,498 
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X 線検査 14,287 15,462 14,575 14,906 15,236 13,383 
超音波検査 50,267 47,840 38,552 59,699 55,374 51,284 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 
【イシクアタ地区総合診療センター】 

イシクアタ地区はチュイ州で最も大きい地域で患者も多いため、下表中にあるように他病院

と比較し、多くの患者が訪れている。しかしソクルク総合診療センター同様、ビシュケク市に

近い立地や多くの機材が故障していることから、一部の患者はビシュケク市に流れている現状

にある。 
 

表 2-46 イシクアタ地区総合診療センターの患者数 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
内科 1,409 1,170 1,056 1,218 1,203 887 
循環器科 937 823 832 1,126 1,159 890 
外科 1,137 1,116 1,162 1,313 1,342 988 
泌尿器科 729 697 659 713 627 538 
産科 3,714 3,370 3,617 3,412 3,355 1,964 
婦人科 1,124 1,245 1,110 1,059 1,047 691 
精神科 667 691 742 825 801 628 
小児科 1,024 987 963 740 567 295 
感染科 568 376 521 622 592 146 
その他 94 82 77 93 133 2251 

合計 11,403 10,557 10,739 11,121 10,826 9,278 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 *イワノフカ分院を含む 

 
表 2-47 イシクアタ地区総合診療センターの手術件数 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
外科 855 868 924 955 994 756 
外傷科 449 298 298 277 249 210 
産科 2,625 1,811 1,879 1,201 1,493 572 
婦人科 905 1,055 1,081 801 767 589 

合計 4,834 4,032 4,182 3,234 3,503 2,127 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 *イワノフカ分院を含む 

 
表 2-48 イシクアタ地区総合診療センターの検査数 

 2015 2015 2017 2018 2019 2020 
臨床検査数 328,182 320,605 31,393 335,701 331,921 253,439 
上部消化管内視鏡検査 722 701 482 325 - - 
生理機能検査 3,139 3,778 2,956 2,974 2,209 1,362 
X 線検査 16326 17449 15075 12071 11216 10231 
超音波検査 18,747 16,549 14,018 14,241 10,615 7,200 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 *イワノフカ分院を含む 
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【チュイ地区総合診療センター】 

チュイ地区総合診療センターは各地域からの道路が交わる地点にあるためアクセスがよく、

他地域からも患者が訪れる。腹腔鏡手術を行うことのできる専門医が所属しているが、腹腔鏡

自体は所有していないため、手術は開腹にて行っている。 
 

表 2-49 チュイ地区総合診療センターの患者数 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
内科 1,105 1,058 1,085 1,115 1,021 586 
外科 1,016 1,158 1,217 1,409 1,194 1,111 
産科 2,308 2,218 2,195 2,467 2,290 2,596 
精神科 881 919 919 798 726 540 
小児科 654 816 893 846 1,041 1,126 
その他 250 250 216 248 226 888 

合計 6,214 6,419 6,525 6,883 6,498 6,847 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 
表 2-50 チュイ地区総合診療センターの手術件数 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
外科 680 753 795 947 725 831 
産科 363 344 349 317 342 283 

合計 1,043 1,097 1,144 1,264 1,067 1,114 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 
表 2-51 チュイ地区総合診療センターの検査数 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
臨床検査数 154,278 159,074 156,801 160,760 164,261 64,526 
上部消化管内視鏡検査 216 181 156 114 89 94 
生理機能検査 6,117 3,650 3,084 6,486 5,486 2,256 
X 線検査 4458 5288 5518 5937 5614 8302 
超音波検査 714 696 586 765 840 1,477 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 
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【トクモク市総合診療センター】 

トクモク市総合診療センターは比較的機材が充実しており、患者の受け入れ数や手術数、検

査数なども比較的多くはなるが、麻酔科医や産科医などの専門医の人材不足が課題となってい

る。病院長は神経外科の専門医で、人工関節を入れる手術を行っている。また、上部・下部消

化管内視鏡、気管支内視鏡を実施することのできる医師が在籍している。 
 

表 2-52 トクモク市総合診療センターの患者数 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
循環器科 854 849 890 845 883 697 
外科 630 776 1,215 1,586 1,400 1,243 
泌尿器科 505 526 330 - - - 
外傷科 800 862 859 944 920 832 
腫瘍科 178 97 - - - - 
産科 1,595 1,674 1,688 1,767 1,530 1,774 
婦人科 288 294 249 309 306 299 
結核科 174 162 157 129 124 48 
精神科 499 534 659 713 702 555 
眼科 312 301 212 84 406 323 
小児科 677 709 937 937 1,083 795 
感染症科 2,149 1,765 1,865 1,760 1,689 1,194 
その他 82 93 117 155 192 938 

合計 8,743 8,642 9,178 9,229 9,235 8,698 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 
表 2-53 トクモク市総合診療センターの手術件数 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
外科 625 670 884 890 778 647 
泌尿科 235 305 172 - - - 
外傷科 435 428 269 251 286 288 
腫瘍科 49 30 - - - - 
産科 160 242 176 183 183 167 
婦人科 209 206 165 226 173 178 
眼科 187 159 106 46 232 175 

合計 1,900 2,040 1,772 1,596 1,652 1,455 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 

表 2-54 トクモク市総合診療センターの検査数 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
臨床検査 231,350 222,261 217,756 222,195 209,833 197,974 
上部消化管内視鏡検査 215 189 215 99 - - 
生理機能検査 524 525 623 710 712 445 
X 線検査 5,176 3,490 3,811 3,079 2,953 3,457 
超音波検査 5,026 6,405 6,684 7,763 8,025 7,280 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 
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【ケミン地区総合診療センター】 

機材や予算、医療従者などのリソースが不足しており、本病院で診ることのできない患者は、

近くの地区にあるトクモク市診療センターへの送られているケースが多い。 
 

表 2-55 ケミン地区総合診療センターの患者数 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
内科 1,074 977 858 135 950 632 
外科 609 542 580 28 543 485 
産科 580 498 366 10 302 340 
感染症科 426 406 415 284 303 671 
その他 34 18 37 216 40 16 

合計 2,723 2,441 2,256 673 2,138 2,144 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 
表 2-56 ケミン地区総合診療センターの手術件数 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
外科 287 305 305 15 208 140 
産科 109 174 106 5 125 112 

合計 396 479 411 20 333 252 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 

 

表 2-57 ケミン地区総合診療センターの検査数 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
臨床検査 54,247 47,034 46,421 9,628 11,235 14,282 
上部消化管内視鏡検査 - - - - - - 
生理機能診断 1,191 1,080 744 36 1,131 708 
X 線検査数 2,608 2,691 1,841 85 1,138 2,871 
超音波検査 2,044 1,191 2,556 32 1,710 277 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 
【全体として】 

キルギスでは医療従事者の継続教育と研修が積極的に行われているため、病院の医師はニー

ズに応じて内視鏡医などの各種資格を取得している。本計画の対象病院には、各診断・治療を

行うことができる医師及び検査技師が配置されているが、老朽化した既存機材を故障と修理を

繰り返しながら、また、他部署と共有しながら使用しているため、医療機材の制約により配置

された人員が最大限にパフォーマンスを発揮できていない現状にある。 

また、診断・治療のニーズがあり、医師が配置されているにもかかわらず、機材が故障して

いるため検査を実施できないという現状もある。例えば、イシクアタ地区総合診療センターで

は、内視鏡を実施することのできる医師が2名在籍しているにも関わらず、機材故障のため2019
年以降の上部内視鏡検査数は 0 となっており、やむを得ず他院にリファーしている。過去に検
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査が実施されていたにもかかわらず、直近の統計データがない項目については、人員の配置が

あるにもかかわらず機材が故障し、検査・治療を実施できないという現状を反映しているもの

である。 
 

2-1-4 既存施設・機材 
(1) 施設 

1) 病院施設配置概要 
チュイ州にある二次病院の施設は、旧ソ連時代に建設された建物が敷地内に分散配置され

ている。施設は、診療診察入院棟（外科棟、産科棟など）、ラボ、薬局、滅菌ランドリー、及

びサービス施設が主な建物である。2021 年に一次医療施設と二次医療施設が統合されたこと

により、ポリクリニック棟（旧一次医療施設）が加わっている。また X 線室は、各棟の一部

に配置されている場合と、独立した建物になっている場合がある。 
滅菌部門はほとんどの病院において独立した建物となっており、洗浄、梱包、滅菌、搬出

が部屋として別れており、動線も明確になっている。 
施設の建設年代が古いため老朽化している建物も存在しているが、改修工事も行われてお

り、施設の更新は実施されている。 
本計画の対象病院の配置図は、次頁の図 2-2 及び 2-3 参照。 
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図 2-2 病院配置図 チュイ州西部地域
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図 2-3 チュイ州東部地域 
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(2) 医療機材 
【ジャイル地区総合診療センター】 

画像診断部門 
病院側のレントゲン室では、老朽化し故障した一般 X 線撮影装置と X 線透視撮影装置が 

取り外され、内装の改修工事を実施していた。 
 

手術部門 
手術室は 2 室あり、手術台、手術灯、移動型吸引機、電気メス、麻酔器、患者監視モニ

ターが設置されている。なお、麻酔器は吸入麻酔薬（ハロタンやイソフルランなど）を使

用せず静脈麻酔薬を使用しているため、麻酔器は人工呼吸器の機能のみで使用されている。 
 

ICU 部門 
ICU は 7 床のベッドを有しており、ベッドごとに移動型吸引機、患者監視モニター、輸

液ポンプ、人工呼吸器が置かれている。酸素は中央配管による供給であるが、加湿器が故

障しているところでは、酸素濃縮器の加湿機能を使用している。 
 

臨床検査部門 
臨床検査室には双眼顕微鏡、生化学分析装置、電解質分析装置、分光光度計、遠心分離

機などが設置され、日々の検査に対応している。分光光度計や遠心分離機は老朽化が激し

く、更新の必要性がある。 
 

内視鏡検査部門 
同病院では上部消化管内視鏡検査を実施している。毎日、5 人程度の患者の検査を行っ

ている。使用しているファイバースコープは接眼レンズから医師が直接覗くタイプであり、

現在主流となっている画面に患部を写し、録画ができるタイプのビデオスコープではない。

そのため、検査時間が長く患者への負担が大きいばかりか、患者への説明にも時間が掛か

るため、検査できる患者数に限りが出ている状況である。 
 

【パンフィロフ地区総合診療センター】 
画像診断部門 
病院施設の改修工事が計画されており、改修工事に伴い 1 階に移設することが計画され

ている。現在のレントゲン室には、1988 年製の老朽化した一般 X 線撮影装置と X 線透視

撮影装置が設置されている。現在使用している X 線撮影装置は故障が多く、移動型 X 線撮

影装置は老朽化により故障し放置されているため、病院側はこれら装置の更新を希望して

いる。 
 
手術部門 
手術室は大小 2 室あり、それぞれに手術台、手術灯、移動型吸引機、電気メス、患者監

視モニター、麻酔器（人工呼吸器として使用）が設置されている。手術室は内装が改修さ

れ、新しい手術灯が設置されていたが、麻酔器や電気メスは老朽化が認められた。 
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ICU 部門 
ICU は 6 床のベッドを有しており、ベッドごとに移動型吸引機、患者監視モニターなど

が置かれ、患者監視モニター4 台は更新の必要性が高い。酸素の供給は酸素濃縮器を使用

している。 
 

臨床検査部門 
臨床検査室には双眼顕微鏡、生化学分析装置、電解質分析装置、分光光度計、遠心分離

機などが設置され、日々の検査に対応している。全般的に新しい機材が設置されており、

更新の必要性は低いものの、顕微鏡は老朽化が認められた。 
 

内視鏡検査部門 
パンフィロフ総合診療センターは現在、上部消化器内視鏡を保有しておらず、内視鏡検

査を必要とする患者を民間病院やジャイル地区総合診療センターへリファーせざるを得な

い状況となっている。内視鏡検査が必要であるにもかかわらず、検査を受けずに放置する

患者も多く存在していることから、病院側は上部消化管内視鏡室を設置したいと考えてい

る。 
 

【モスクワ地区総合診療センター】 
画像診断部門 
胸部 X 線撮影装置（スクリーニング検査用）がポリクリニック付近の平屋建てに設置さ

れ、一般X線撮影装置とX線透視撮影装置は病院敷地の北端に設置されており、入院患者、

外来患者問わず対応している。胸部 X 線撮影装置は 1978 年に製造されており老朽化が激

しいが、修理を繰り返しながら使用している。一般 X 線撮影装置と X 線透視撮影装置は

2010 年に設置され、故障が頻発している状況であり、更新が望まれている。これらの装置

の設置と同時に CR システムも設置されたが、故障した部品が入手できず故障したままで

あった。 
加えて、入院患者受入れのための診察室に超音波診断装置が設置されており、症状問わ

ず検査を行っている。この診察室で外来患者の超音波診断装置検査やスクリーニング検査

も実施している一方で数量が少なく、追加の必要性が認められた。 
 

手術部門 
手術室は 2 室ある。手術件数は週当たり 30 件程度。医師 7 名、麻酔医 3 名が在籍して

いる。手術室にはそれぞれ麻酔器（人工呼吸器として使用）、手術台、手術灯、電気メスが

配置されているが、これらの機材の老朽化は顕著で更新の必要性は高い。 
 

ICU 部門 
大人用 4 床、小児用 3 床のベッドを備えており、ベッド占有率はほぼ 100 パーセントで

ある。医師 8 名が在籍し、うち 3 名が手術時の麻酔医としてサポートしている。ICU には

移動型 X 線撮影装置や超音波診断装置は配備されておらず、必要がある度に他の場所から

持って来ている。患者監視装置も旧型のモデルを使用しており、更新の必要がある。 
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臨床検査部門 
検査部門は病院側とポリクリニック側に分かれている。病院側のラボは血球計数測定装

置、生化学分析装置など比較的新しい機材が整備されている。ポリクリニック側のラボに

も生化学分析装置は設置されているが、血球計数測定装置は無く、血球カウンターと顕微

鏡を使用している。 
 

内視鏡検査部門 
上部消化管内視鏡は所有していたが、現在は故障中で検査が必要な患者はソクルク地区

診療センターや国立病院へリファーしている。COVID-19 の影響で上部消化管からの出血

の症状がある患者が増えており、現在リファーしている患者を当該病院で対応すべく、上

部消化管内視鏡を強く要望している。 
 

【ソクルク地区総合診療センター】 
画像診断部門 
ポリクリニックと病院にそれぞれレントゲン室が設置されている。ポリクリニック側の

レントゲン室には比較的新しい一般 X 線撮影装置と X 線透視撮影装置が設置され、外来患

者の X 線撮影を行っている。CR システムも設置され、デジタル化されている。病院側の

レントゲン室は一般 X 線撮影装置と X 線透視撮影装置（共に 2009 年製）が設置されてい

るが、X 線透視撮影装置は一般 X 線撮影装置が故障した時に管球を取り外したため使用で

きない状態で、一般 X 線撮影装置のみが稼働している。一般 X 線撮影装置の撮影件数は 1
日当たり 30 件程度。CR システムは故障したまま放置され、フィルムを現像している。 
なお、ソクルク地区総合診療センターの敷地内には民間病院が設置した CT 撮影装置が

あり、患者が費用を負担し、フィルムと読影結果を受け取るというシステムをとっている。 
 

手術部門 
手術室は 3 科に分かれており、外科と外傷科、救急科/ICU にそれぞれ設置されている。

外科の手術室は 1 室で、1 日当たり約 5 件の手術を実施している。手術灯、手術台、人工

呼吸器、電気メス、腹腔鏡が設置されているが、その機材も老朽化が激しく、更新の時期

をむかえている。なお、患者モニターは設置されていない。外傷科の手術室は 1 室で、週

に 3～5 件程度（多い時で約 10 件）の手術を実施している。電気メスは老朽化のため故障

しており、移動型 X 線撮影装置も古く、更新の必要性が認められた。救急科/ICU の手術室

は夜間の救急患者に対応している。設置されている手術台は傾いており、手術灯は旧式の

ため欠けているランプが製造されていないために交換できない状況で、更新が必要である。 
 

ICU 部門 
ICU には一般用 5 床、隔離用 1 床のベッドがあり、ベッド占有率は約 80 パーセントで

あるが、老朽化した患者モニターと麻酔器、シリンジポンプ、除細動器等があるのみで、

必要な機材はほとんど設置されていない。ICU の医師は病院に入院患者の中でも重症患者

を管理しており、一般患者の急変時にも対応をしているため、特にモバイルタイプの機材

が必要である。 
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臨床検査部門 
臨床検査部門は救急科/ICU に対応しているラボと入院患者全般に対応しているラボ、外

来患者に対応しているポリクリニックのラボと 3 か所に分散されている。救急科/ICU のラ

ボには比較的新しい血球計数測定装置、自動電解質分析装置、蛍光免疫測定装置等が設置

され、救急患者及び ICU 患者専用に検査を 24 時間体制で実施している。入院患者に対応

しているラボには生化学分析装置、分光光度計、双眼顕微鏡などが設置され、1 日 100 件

を超える検査数となっている。ポリクリニックのラボに関しても、比較的新しい機材が設

置されている。 
 

内視鏡検査部門 
内視鏡検査室では上部消化管内視鏡のみの検査を実施している。ビデオスコープではな

く、接眼レンズを覗くタイプであり、検査に時間を要し患者へ身体的な負担が掛かってい

る。また、画像を患者に見せることができないために説明に時間を要し、実施できる検査

数が限定的で 1 日の検査数は 4～5 件である。現在使用している内視鏡をビデオスコープ

タイプに更新する必要性が認められた。 
 

【チュイ州統合病院】 
画像診断部門 
レントゲン室はポリクリニックと病院にそれぞれ設置されている。ポリクリニック側の

レントゲン室には一般 X 線撮影装置と X 線透視撮影装置が設置されており、問題なく稼働

している。一方、病院側のレントゲン室には一般 X 線撮影装置が設置されているが、ブッ

キーテーブルが壊れ、現在は古い X 線透視撮影装置の寝台を使用している。移動型 X 線撮

影装置が置かれているが、老朽化により故障している。CR システム（2009 年製）が導入

されているが、ソフトウェアに不具合が発生しており、データのみを保存している。 
なお、CT は MOH より調達される計画であり、既に設置場所（X 線防護工事済み）は確

保されている。 
 

手術部門 
手術室は外科手術室と外傷科手術室に分かれている。外科手術室は 2 室あり、大手術室

では同時に 2 箇所で手術が出来るようになっている。1 日当たりの手術件数は 5 件程度で

ある。手術に必要な機材は揃っているが、手術灯や電気メスは旧式のため、更新の必要性

が認められた。外傷科手術室は 3 室あり、1 日当たり約 10 件の手術を実施している。手術

灯や電気メスの老朽化のほか、当手術室は整形外科手術を担当しているため C アームや整

形外科用電気工具が無く、新規整備の必要性が認められた。 
 

ICU 部門 
ICU は 2 室あり、6 台のベッドを有している。ベッド占有率は約 90 パーセントで、医師

8 名、看護師 16 名体制である。人工呼吸器は 4 台所有しているが、超音波診断装置や移動

型 X 線撮影装置は無く、設置の必要性が認められた。 
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内視鏡検査部門 
内視鏡検査は上部消化管内視鏡検査のみを入院患者、外来患者問わず検査を実施し、検

査数は 1 日当たり約 10 件である。検査中に患者がファイバースコープを強く噛んでしま

い、破損し廃棄せざるを得ない状況である。破損したスコープは接眼レンズを覗くタイプ

であり、検査時間が長く患者への負担もあるため、ビデオスコープを強く要請された。 
 

【イシクアタ地区総合診療センター】 
画像診断部門 
病院及びポリクリニックにそれぞれレントゲン室がある。ポリクリニック側は一般 X 線

撮影装置と X 線透視撮影装置を 2016 年に調達し、問題なく稼働している。一方、病院側

のレントゲン室には 2 台の一般 X 線撮影装置が設置されているが、そのうちの 1 台は老朽

化により使用が不可であり、もう一台も頻繁に故障しているとのことであった。CR カセッ

テは故障しており修理が不可で放置されており、現在はフィルムを現像して対応している。

さらに、胸部スクリーニング検査用 X 線撮影装置 1 台が設置されており、フィルムの現像

はできず、普通コピー用紙に印刷して患者に渡している。 
超音波診断装置はポリクリニックに設置されているが、病院側の装置は故障し、修理が

不可の状態で放置されている。そのため、入院患者の中で超音波診断が必要な場合は、ポ

リクリニックで検査を受けている。 
 

手術部門 
手術室は 2 部屋（一般手術用 1 室、緊急手術用 1 室）ある。手術台は老朽化のため手術

台を上下させる昇降機能や四肢の支持・固定機能が不十分で、手術に支障が出ており、更

新の必要性が認められた。手術灯も旧ソ連時代の物で老朽化が激しく、更新の必要性が認

められた。麻酔器は他の病院と同様に人工呼吸器として使用されている。 
 

ICU 部門 
ICU は 8 床のベッドが設置されている。ICU には人工呼吸器や患者監視モニター等が整

備されているが、人工呼吸器 1 台が故障し放置されている。酸素の供給は中央配管が破損

したため、現在は酸素濃縮器を使用している。 
 

臨床検査部門 
臨床検査部門はポリクリニックと病院に分かれて設置されている。ポリクリニック側の

検査室には血球計数測定装置、顕微鏡、尿分析装置、生化学分析装置、蛍光免疫測定装置、

ELISA が設置されている。病院側の検査室には生化学分析装置、分光光度計、簡易尿分析

装置、恒温機、免疫測定装置、顕微鏡が整備されている。その中でも分光光度計や生化学

分析装置は更新の必要性がある。 
 

内視鏡検査部門 
内視鏡検査は入院患者を中心に実施しているが、外来患者で内視鏡検査が必要な場合は

対応している。所有している内視鏡は、上部消化管内視鏡、下部消化管内視鏡、気管支内
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視鏡であり、上部消化管内視鏡は現在故障しており修理ができないため、検査は実施でき

ていない。上部消化管内視鏡が稼働していた時の 1 日当たりの検査数は、外来も合わせ 10
件程度である。院内に内視鏡を操作できる医師が 2 名おり、病院側とポリクリニック側に

内視鏡室をそれぞれ設置して、他病院に移送している患者を取り込み、患者ニーズに応え

たい意向であった。 
 

【チュイ地区総合診療センター】 
画像診断部門 
画像診断部門はポリクリニックと病院にそれぞれ設置されている。ポリクリニック側の

レントゲン室は新規で設置された一般 X 線撮影装置と X 線透視撮影装置が設置されてお

り、外来患者の X 線撮影を行っている。また、別棟には胸部撮影専用の X 線撮影装置が設

置され、肺結核等のスクリーニング検査を実施している。さらに、キルギスの国内の規定

上、就労者は年に一回は健康診断のため肺の X 線検査を受ける必要があるため、多い時で

1 日 60 回を超える撮影数になるが、本装置は旧ソ連時代に整備されたため、老朽化が激し

く頻繁に故障している。病院側のレントゲン室には一般 X 線撮影装置と X 線透視撮影装置

が設置されており、問題なく稼働している。1 日当たりの撮影数は 50～60 回程度である。

移動型 X 線撮影装置は 2 台あるが、いずれも 1980 年代に製造された装置であり、老朽化

が認められた。移動型 X 線撮影装置は ICU（病院本棟 1 階）や手術室（病院本棟 3 階）、

病室で使用するため、使用の度に階段で運んでいる状況であった。 
超音波診断装置はいくつかの部署に分かれ設置されているものの、数量そのものが少な

いため、患者が集中している状況で、追加で整備する必要性が認められた。また、COVID-
19 の影響で心疾患患者が増えていることもあり、循環器専門の超音波診断室の設置を計画

しており、循環器用超音波診断装置の整備を要望している。 
 

手術部門 
手術室は大手術室が 1 室と小手術室が 1 室ある。それぞれに手術台や手術灯、電気メス

などが設置されている。大手術室は 2 箇所で手術が行えるように左右に分かれ、手術台と

手術灯、麻酔器（人工呼吸器の機能のみ使用）が設置されている。2 つある手術灯の一つは

新規に設置されたものであるが、もう一つの手術灯は旧ソ連時代から使用している手術灯

であり、点灯しないランプの交換ができず、明るさが十分に確保できない状態で手術が行

われている。 
 

ICU 部門 
ICU は 7 床のベッドがある。緊急時にはさらにベッドを増やすことができる。設置され

ている患者監視モニターや人工呼吸器は老朽化が目立つ状態であった。除細動装置は 1 台

あるが、頻繁に故障しているため緊急時に使用できない恐れがあり、更新を希望している。 
 

臨床検査部門 
ポリクリニックと病院とにそれぞれ設置されている。ポリクリニックのラボでは毎日約

50 人程度の検査を実施している。分光光度計、生化学分析装置、血球計数測定装置等を有
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し、一般的な検査に対応できる状況にあった。病院のラボでは毎日 30～40 人程度の検査を

実施している。一般的な検査は実施できているが、免疫分析に関係する検査装置が無く、

現在は民間病院や民間検査会社に依頼をして検査を行っている状況である。 
 

【トクモク市総合診療センター】 
画像診断部門 
レントゲン室はポリクリニックと病院にそれぞれ設置されている。ポリクリニック側の

レントゲン室は一般 X 線撮影装置と X 線透視撮影装置が設置されており、問題なく稼働し

ている。1 日当たりの撮影数は 50～60 件である。CR システムも設置されている。 
病院側のレントゲン室は一般 X 線撮影装置と X 線透視撮影装置が設置されているが、老

朽化が激しい。1 日当たりの撮影数は 30～40 件である。CR システムは設置されておらず、

暗室で現像をしている。 
敷地内に民間病院の CT 撮影装置の専用棟があるが、装置が故障した後に撤去してしま

い、CT 撮影が必要な患者は近隣の民間病院へ送っている。 
 

手術部門 
手術室は 3 室あり、そのうち 1 室は 2 台の手術台が置かれ、手術台は合計で 4 台となっ

ている。手術件数は週当たり 40～50 件である。手術台は 1980 年代製と古く、手術灯は旧

ソ連時代に整備されているため、交換のためのランプは製造されておらず、ランプが点灯

しないままで使用せざるを得ない状況である。また、整形外科手術の時の X 線撮影はレン

トゲン室まで患者を運び、撮影した後再び手術に戻るということを行っているため、患者

や医師への負担や感染対策の観点から手術中に使用できる C アームの必要性は高い。 
 

ICU 部門 
ICU には 7 床のベッドが置かれている。患者監視モニター、人工呼吸器、吸引機などは

一通り揃っている。酸素は中央配管により供給されている。 
 

臨床検査部門 
検査室には分光光度計、血液ガス電解質分析装置、遠心分離機等が設置されている。生

化学分析装置や血球計数測定装置が無いため、分光光度計を使用しており、検査に時間が

掛かっている。 
 

内視鏡検査部門 
上部消化管内視鏡が 1 台あるが、検査中に患者が噛んでしまい、スコープが破損して使

用することができない状況であった。破損前の検査数は 1 日当たり 7 件程度。現在は内視

鏡検査が必要な患者は民間病院やビシュケク市にリファーしている。気管支内視鏡や下部

消化管内視鏡も使用できる医師が 2 名在籍しており、患者も多いことから、整備の必要性

は高いと判断された。 
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【ケミン地区総合診療センター】 
画像診断部門 
レントゲン室は 2 室あり、病院側に一般撮影を行う部屋、ポリクリニック側に胸部撮影

専用の部屋がある。病院側のレントゲン室は、固定式の一般 X 線撮影装置や X 線透視撮影

装置は無く、移動型 X 線撮影装置を使用している。2014 年イタリア製で、1 日の撮影数は

12～15 件程度である。特に冬季は骨折患者が多くなるが、脊椎や腰椎の撮影は鮮明な画像

が得られず、トクモク地域病院へ撮影のためにリファーすることがある。ポリクリニック

側の胸部撮影用の装置は 2014 年に設置され、主に胸部検診に使用されている。 
超音波検査室が病院側に設置されており、緊急時には外来患者の検査も実施している。

2004 年製のモバイル式の超音波診断装置で、白黒画像のみで不鮮明であり、老朽化が激し

いため、更新の必要性が確認された。 
 
手術部門 
手術室は 2 室ある。手術件数は年当たり 200 件程度である。手術台や手術灯、電気メス、

吸引機等の手術に必要な機材は揃っているものの、総じて古く老朽化が激しい。移動型 X
線撮影装置や超音波診断装置は設置されていない。 
 
ICU 部門 

ICU は 3 室設けられており、合計 6 床のベッドが設置されている。心電計や患者監視モ

ニター、人工呼吸器が設置されているが、老朽化している。移動型 X 線撮影装置や超音波

診断装置は設置されておらず、必要な時には画像診断部門から運び使用している。 
 
臨床検査部門 
臨床検査部門には蛍光免疫測定装置、遠心分離機、分光光度計、血球カウンター（マニュ

アル式）が設置されているが、生化学分析装置や血球計数測定装置は無い。遠心分離機は

2 台あるが、旧ソ連時代に整備された装置であり老朽化しているため、更新の必要が認め

られた。 
 

【イシクアタ地区総合診療センター イワノフカ村分院】 
画像診断部門 
レントゲン室には一般 X 線撮影装置と X 線透視撮影装置が設置されているが、老朽化が

認められた（1976 年製）。現在使用しているのは一般 X 線撮影装置のみで、検査数は 10～
15 件/日である。イシクアタ病院に一般 X 線撮影装置が新規に設置されれば、現在使用し

ている装置をイワノフカ病院に移設する計画である。移設の際には今後の画像デジタル化

に備え、CR システムを導入する必要性が認められた。 
 

手術部門 
手術室及び小手術室の 2 部屋を有している。外科医が 5 名在籍し、月に 40 件程度の手

術を行っている。手術台、手術灯、人工呼吸器、患者監視モニターなど、手術室に必要な

機材は整備されているものの、いずれも老朽化が激しく、更新の必要性が認められた。小
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手術室にはモバイル型の手術灯が設置されており、実施できる手術に制限が出ている。人

工呼吸器に供給する酸素は別室で大型の酸素濃縮器で作られた酸素をポンプで加圧して中

央配管にて供給していたが、現在は小型の酸素濃縮器を使用している。 
 
臨床検査部門 
血液検査や尿検査など、1日に約20件程度の検査を実施している。所有している機材は、

分光光度計 2 台、顕微鏡 2 台、電子天秤 1 台等であり、いずれも旧式の機材である。生化

学分析装置は無く、整備の必要性が認められた。 
 
内視鏡検査部門 
内視鏡検査は実施しておらず、検査が必要な患者はイシクアタ地区総合診療センターに

リファーしていたが、現在は故障中のため、民間病院やチュイ州統合病院、ビシュケク市

の国立病院などにリファーしている。 
  



48 

2-1-5 維持管理体制 
(1) 施設 

施設のメンテナンスについては、各病院とも施設維持管理部に 10 人程度のスタッフ（セキュリ

ティースタッフ含む）を配置しており、給排水管の修繕、電気器具の交換、塗装工事など軽度な

施設の修繕、維持管理を行っている。 

 
(2) 機材 

① MOH 
既存機材管理体制 

MOH には全国の公立病院における所有機材データを一元管理する医療機材管理部門があ

り、基本的に各病院の全ての所有機材とその稼働状況が中央レベルで把握できるシステムが

構築されている。データベースの更新は各病院に所属する医療管理部門の担当者が、メーカー

名、モデル名、製造番号、製造年などの情報を各病院の PC 端末からネットを通して MOH の

サーバーにアクセスして行う。当該部門には部門長の他に 2 名の要員がおり、合計 3 名でデー

タベースの管理を行っている。当該要員はデータベースの日常的な管理のほか、定期的に病

院側のデータベース管理の実態を調査・把握すると共に、改善点の提言などを行っている。

高額な機材を破棄する場合には、病院の申請により当該部署にて破棄検討委員会にかけられ、

MOH 大臣の署名をもって破棄が決定される。破棄が完了した段階で、データベースへと反

映される 10。 
 

医療資機材調達管理体制 
MOH は医療資機材の消耗品などを一元的に管理する部門（メディカルサプライ部門な

ど）は有しておらず、各病院で必要に応じ入札により調達している。 
 

医療機器メンテナンス体制 
MOH は医療機材の修理などを行うメンテナンス部門は有しておらず、保健省及び対象病

院の医療従事者やエンジニアが、メンテナンス業者や現地代理店の支援を受けて行うことに

なっている。さらに国内規定に従い、各病院には 100 床あたり１人の機材修理を行う機材維

持管理技術者を配置するよう MOH に要請し、合意している。 
 

② 対象病院 
既存機材管理体制 

基本的に各病院には機材状況のデータ管理を行う担当者が配置されることとなっている。

本来その要員は機材の保守管理を行う技術者があてられることとなっているが、現状ほとん

どの病院にて機材維持管理技術者の配置がないため、事務職員が専任又は兼任でその担当と

してアサインされている。担当者は MOH より ID 番号とパスワードを付与されており、

データ修正のセキュリティは保たれている。 
 

10 8,000 ソム以下の機材の廃棄は病院で処理が可能であるが、それ以上の機器に関しては病院から当該部門へ廃棄願を提出し、

その後廃棄検討委員会に諮られ、廃棄の可否が協議される。廃棄が認められた場合、保健大臣宛ての申請書が委員会から送付

され、大臣の署名をもって廃棄が決定される。 
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なお、機材管理番号については共通規則が存在しないため、各病院が独自のルールで番号

をつけている。病院によっては、最初の 3 桁の数字は機材種別、中 3 桁の数字は過去からシ

リアルに続く連番、後ろの 2 桁の数字は調達年の下 2 桁というようなルールで設定をしてい

る。しかしながら、同じカテゴリの中で空調機や PC などの事務機器と医療機器が混在して

いるような状況が見受けられ、登録番号だけでは機材の内容が類推できないという問題が生

じている。 
 

医療資機材調達管理体制 
各病院にて医療機器に必要となるスペアーツや消耗品は院長・副院長及び財務部門を中心

に年間予算を組み、必要量を入札により調達している。予算としては限定的であるが、必要

最低限の予算措置はとられている。 
 

医療機器メンテナンス体制 
病院には基本的に医療機材の保守管理をするための機材維持管理技術者を配置し、初期あ

るいは軽微な故障に対しては病院内で対処することとなっているが、多くの病院では機材維

持管理技術者が配置されていない現状にある。そのため、故障が発生した際には医療従事者

が入札により修理業者を決定している。なお、各病院では、現場から看護師長へ修理状況の

報告及び修理の依頼を行い、院長の決済を受けた上で入札を実施している。特定の代理店と

保守契約を結ぶなどの対応は取られていない。 
 

③ 民間 
機材代理店 
ビシュケク市には多くの医療機器代理店が存在し、日本及び欧州・米国などのメーカー製

品を取り扱っている。技術者が在籍し、基本的には総代理店としてメーカーからの技術移転

が可能であるため、このような代理店を本計画にて調達される機材の代理店として新たに設

定することも技術的に十分可能であると判断される。 
公立病院では機材調達にあたり、入札条件として 3 年又は 4 年程度の長期の保証期間を設

定し、修理が必要な場合にはその都度入札により修理業者を設定しているような現状がある

ため、保守契約を締結していない。一方、民間病院とは保守契約を結び、定期メンテナンス

を提供している実績を有するため、本計画においても適切な機材の維持管理サービスを提供

することが可能である。 
 

修理業者 
キルギスでは医療機器メーカーの現地代理店のみならず、医療機材の修理を専門に行う企

業や修理を請け負う個人が存在する。その代表ともいえるメドテクニカ社は、旧ソ連時代に

MOH の下部機関として医療機材の調達から保守管理まで専任で担当しており、旧ソ連崩壊

後に民間組織として発足した歴史を持つ。 
日本を始め諸外国では機材の修理はその機材の販売店が担当するのが一般的であるが、キ

ルギスでは旧ソ連時代に調達された機材やドナーからの支援機材が多いため、必ずしも機材

と販売代理店とが紐づいていない現状にある。従って、それら販売代理店との関連が無い機
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材に関しては、修理を専門とする企業が入札に参加し、修理を請け負っている。 
一方で、販売代理店経由で調達された機材については、病院はまず直接代理店に修理を依

頼する。表面的にはすべての医療機器の修理に関して入札を行うこととなっているため、修

理完了後に修理代金を入札の予算上限として入札を執り行う。そのような場合には応札する

企業は修理を実施した業者のみという変則的な入札形態となっている。極まれに他の企業が

落札するケースも見受けられるが、最終的には落札企業と修理実施企業との話し合いによ

り、経費の精算が行われる。 
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2-2 プロジェクトサイト及び周辺の状況 
2-2-1 関連インフラの整備状況 
(1) 電力事情 
キルギスの電力は、三相 380V、単相 220V で供給されている。病院などの公共施設には電力が

優先的に配電されており、各病院とも発電所、送電線の不具合により年に１～２回の停電がみら

れる状況である（市街地は計画停電も含め年に複数回停電するようである）。また、各病院共、発

電機を設置して手術室、ICU、ラボに対して停電時に電力を供給する等、停電に備えている。 
ビシュケク市及びチュイ州病院で電圧変動の計測を行った。ビシュケク市で 10 月 8 日 0 時か

ら 24 時まで計測を行った結果は、最高値 23 時 42 分に 251.3V、最小値 11 時 26 分に 234.8V で

あった。単相 220V（公称）に対して 220V±10％以内が供給標準電圧であるが、高めの電圧が計

測された。チュイ州の各病院で計測した電圧も、最高値は 251.6V、最小値 202.4V と高めの電圧

であった。 
各病院とも重要な機材には自動電圧調整装置（Automatic Voltage Regulator: AVR）や無停電

電源装置（Uninterruptible Power Supply: UPS）を設置しており、電圧変動に対する対応を行っ

ている。従って、本計画においても AVR や UPS を設置し、停電による医療活動の中断や電圧変

動による機材の故障を可能な限り避ける計画とする。 
 

 
図 2-4 電圧測定グラフ（ビシュケク市 2021 年 10 月 8 日） 

 
(2) 給水設備 
病院の給水は、公共水道からの給水または、井戸水を利用している。キルギスでは、水道の水

質品質に対する基準、技術規制「飲料水の安全性について」（Технический регламент “О 
безопасности питьевой воды”）が制定されており、その基準に基づいて水道が供給されている。

各病院で簡易水質検査を行ったところ、各病院ともほぼ同じ結果となった。キルギスの水道品質

の基準及び病院の主な水質検査結果は、次頁のとおりである。なお、本計画の調達予定機材は、

下記水質により影響がある機材はない。 
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表 2-58 水道品質の基準及び病院の主な水質検査結果 

項目 単位 

キ
ル
ギ
ス

 
水
質
基
準

 

ジ
ャ
イ
ル
地
区

 
総
合
診
療
セ
ン
タ
ー

 

パ
ン
フ
ィ
ロ
フ
地
区

 
総
合
診
療
セ
ン
タ
ー

 

モ
ス
ク
ワ
地
区

 
総
合
診
療
セ
ン
タ
ー

 

ソ
ク
ル
ク
地
区

 
総
合
診
療
セ
ン
タ
ー

 

チ
ュ
イ
州
統
合

 
病
院

 

イ
シ
ク
ア
タ
地
区

 
総
合
診
療
セ
ン
タ
ー

 

チ
ュ
イ
地
区

 
総
合
診
療
セ
ン
タ
ー

 

ト
ク
モ
ク
市

 
総
合
診
療
セ
ン
タ
ー

 

ケ
ミ
ン
地
区

 
総
合
診
療
セ
ン
タ
ー

 

イ
ワ
ノ
フ
カ
村
分
院

 

水素イオン

濃度 
pH 6 6.8  6.8  6.2  7.2  6.2  6.8  6.2  6.8  6.8  6.8  

硬度 mg/L 
 

100 100  100  100  100  100  100  150  100  100  100  
鉄 mg/L 

 
0.3 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

銅 mg/L 
 

1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
鉛 mg/L 

 
0.01 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

硝酸塩 mg/L 
 

250 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
亜硝酸塩 mg/L 

 
45 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 
(3) 排水設備 
病院は、排水を公共下水道に接続、または、施設内に排水ピットを設置して、専門業者による

くみ取り及び処理を行っている。 
 

(4) 病院内ネットワーク設備 
各病院共、院内ネットワークの構築は実施されておらず、ラボ検査結果、X 線画像の転送など

は、外部インターネット経由で行っているケースがみられた。また、一部の病院ではセキュリティ

対策として、監視カメラを設置して中央モニター監視を行っている病院があったが、このセキュ

リティーシステムの LAN 配線は病院内ネットワークとして構築されたものではなく、監視カメ

ラモニター専用となっていた。 
 

(5) 医療酸素供給設備 
医療酸素の供給は、主に手術室、ICU に酸素ガス配管されて供給されているのが基本である。

供給方法については病院ごとに異なっており、敷地内に酸素ステーションを配置して各施設に供

給している方法、建物別に酸素ガスシリンダーのマニホールドを設置して施設内に供給する方法、

また、手術室、ICU に単独で酸素発生器を設置して供給する方法等がとられている。 
 

(6) X 線防護 
キルギスでは、放射線利用及び防護に関する基準・法令「住民の放射線安全について」（‟О 

радиационной безопасности населения” от 9июня 1999 г）が定められており、この基準に準

じて病院の X 線室防護の計画が行われている。X 線室が X 線防護基準に準拠した部屋であるかど

うかの確認は、疾病予防及び衛生疫学監視庁（Департамент профилактики заболеваний и 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора）の放射線管理部が検査を行い、

使用の認可を行っている。 
 

  



53 

2-2-2 自然条件 

ビシュケク市は地中海性気候に属し、日中の平均気温は冬期（11 月～2 月）で-3 度、夏期（6
月～8 月）で 31 度である。冬期は-20 度まで冷え込み、時折大雪に見舞われ、非常に寒さが厳し

い気候となっている。夏期は 40 度まで上がり、降水が非常に少ないため、大気は乾燥している。 

 
表 2-59 ビシュケク市の気候 

 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

平均最高気温 2.9°C 5.1°C 12.1°C 18.7°C 24.1°C 29.5°C 32.4°C 31.4°C 31.4°C 18.5°C 10.3°C 4.6°C 

平均最低気温 -7.1°C -4.9°C 1.0°C 6.9°C 11.2°C 16.1°C 18.4°C 16.9°C 11.7°C 5.6°C -0.5°C -5.2°C 

平均降雨量 28 mm 37 mm 51 mm 75 mm 60 mm 34 mm 19 mm 15 mm 19 mm 37 mm 44 mm 37 mm 

平均湿度 75 % 75% 71 % 63 % 60 % 50% 46 % 45 % 48 % 62% 70 % 75 % 

 

2-2-3 環境社会配慮 

日本側負担による機材調達及びキルギス側負担による機材据付対象施設における既存機材の移

動、改修工事、設備工事において、環境・社会的影響は発生しない。したがって「国際協力機構環

境社会配慮ガイドライン」（2010 年 4 月）上、環境への好ましくない影響は最小限であり、カ

テゴリ分類は「C」と判断される。 
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2-3 当該国における無償資金協力事業実施上の留意点 

 キルギスで無償資金協力事業を実施するにあたり、工期遅延を招く恐れのある事項として、医

療機器登録、E/N 及び G/A 締結前の当該国における国会承認、既存機材の撤去手続きが懸念点と

して挙げられる。 

 キルギスにおいては、国内で使用する原則すべての医療機器及び周辺機器について、医療機器

登録が必要となっている。詳細は後述の「3-2-4-2 調達上の留意事項」に記載の通りである。特に、

2023 年 1 月からは EAEU の共通規則に基づいての医療機器登録制度が開始され、機材輸入時に

混乱が生じ、据付スケジュールの大幅な遅延及び倉庫費用などの経費増加の可能性がある。手続

きの簡素化や免除における側面支援等、MOH から積極的な協力が必要であることを説明し、

MOH は本計画にて調達される医療機材の機器登録を免除とする法案を作成し、2022 年中の成立

を目指すことで合意している。 

 また、キルギスでは、無償資金協力の実施にあたり、キルギス国会の承認を得る必要がある。

承認には 2 か月程度を想定しているが、過去には承認に 1 年以上を要したケースも存在し、国会

承認にかかる期間によって大幅な工期の遅延が生じる可能性がある。そのため、キルギス国側の

批准が速やかに実施されることが、本無償資金協力事業実施上の大きな留意点となっている。 

本計画では、老朽化した既存機材の更新を図る機材が計画されている。これらの既存機材の撤

去・破棄に際しては、MOH 内で破棄に係る承認が必要とされており、既存機材の破棄に係る承認

手続き及び撤去が、調達機材の据付開始前に完了している必要がある。 
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2-4 その他（グローバルイシュー等） 

2-4-1 デジタルヘルス 

キルギス国内のデジタルヘルスについては MOH 傘下の e-ヘルスセンターが推進している。

2015 年に「eHealth in the Kyrgyz Republic Strategy and Action Plan 2015-2020」が策定され、

統合病院情報システム（以下、「IHIS（Integrated Health Information System）」という）を

開発、全国導入された。IHIS は kalk.med という名前のシステムで、各病院の外来部門の PC か

らインターネットを経由してクラウドにアクセスすることができる。kalk.med は e-ヘルスセン

ターが各病院の医療サービス提供情報をまとめる目的のソフトであり、患者カルテを院内で管理

するシステムではない。病院がどのような医療サービスを提供したか（手術、診察、検査の数）、

外来患者数、エリアの人口など限定的な情報を載せている。本情報は FOMS に共有され、

FOMS が収集しているデータと合わせて病院への予算配分にも使用されている。 

その他、COVID-19 の検査結果共有システム、薬（処方箋）の番号管理システムもそれぞれ別々

のシステムとして導入されている。COVID-19 の検査結果共有システムは民間病院にも ID とパ

スワードが配布されており、ログインが可能である。検査結果を郵送や直接受け取ることなく、

オンライン上で閲覧可能であるため、感染拡大防止の観点から有効である。薬管理システムでは、

患者に対し処方箋を出さずともシステムに掲載されている番号のみを患者に伝えることで、薬局

が薬を処方することができる。 

さらに、患者予約システム（registratura.med.kg）がチュイ州の公立病院で普及している。

MOH とスイスが共同開発し、現在は MOH が運用を行っている。外来診療の際に患者がネット

上で病院、部門、日時を選択し予約することが可能で、対象の二次病院でのヒアリング調査では、

8 割以上はこのサイトから予約が来るとのことであった。 

e-ヘルスセンターからの聞き取り調査により、患者情報、入退院履歴、患者ごとの診断情報等

を全国の病院で共有する HIS（Hospital Information Systems）と X 線撮影装置や超音波診断装

置から得られるデジタル画像の共有化を目指した PACS の導入及びそれらのシステムの統合につ

いて、将来 MOH の予算が付けば e-ヘルスセンターが民間企業と連携しクラウドベースのソフト

ウェアを開発し、キルギス国内の公立病院に配布するという計画を有していることが判明した。

ただしこの計画については未だ予算化されていないことに加え、e-ヘルスセンター内の IT 専門

家が不足していることから具体的な導入年度は定まっていない。 

現状ではほとんどの病院で機材本体のデジタル化は進んでおらず、紙やフィルム現像を行って

いる。キルギス国内の慣例として、外来患者が検査や診断のみを二次病院や三次病院で受け、そ

の後の治療は患者の地元にある家庭医療センターや民間病院で受けるケースが非常に多い。その

ため、外来患者に対しては診断画像、診断結果などのカルテ一式を全てオリジナルで渡している。

患者情報やラボ検査の数値、診断（読影）結果などは病院でも保管しているが（保管期間は原則

5 年間）、アナログで現像された X 線画像のように患者に渡してしまい病院では保管されていな

いというケースも見受けられた。 

一方で予算がある病院は、独自に患者情報の共有システムを導入しているケースもあった。こ

のシステムは MOH や e-ヘルスセンターとは関係がなく、病院が独自に入札を行い、導入・その
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後のサーバー管理等を行っている。本計画の対象 10 病院と調査を行った三次病院の中では、心

臓外科病院、ジャイル地区総合診療センター、チュイ州統合病院が独自システムを導入していた。

ただしこれらシステムは院内のみでの情報共有であり、他病院とは情報共有ができない。さらに、

本システムに診断画像を載せることはできないため、診断画像を共有するには PACS の導入が必

要である。 

 
表 2-60 対象病院のデジタルヘルス状況まとめ 

病院名・データ種類 機材本体 対患者 対院内 
ジャイル地区総合診療センター 

  

患者情報 - カルテに記載し患者に手交 

院内情報共有システムに患者情

報、入退院情報などを載せてい

る。紙カルテにも同様の情報を

プリントアウトして保管してい

る。 

X 線撮影装置 アナログ フィルムと診断結果票を手交 診断結果のみを院内情報共有シ

ステムに載せている。 

他の画像診断機器 アナログ 診断結果票を手交 診断結果のみを院内情報共有シ

ステムに載せている。 

ラボ機器検査結果 アナログ 診断結果票を手交 診断結果のみを院内情報共有シ

ステムに載せている。 
リファラル情報 アナログ なし 紙でのみ保管 

パンフィロフ地区総合診療センター 

  

患者情報 - カルテに記載し患者に手交 紙カルテでのみ保管 

X 線撮影装置 アナログ フィルムと診断結果票を手交 

入院患者の場合はフィルムと診

断結果を病院に保管する。外来

患者の場合にはフィルムを患者

に渡してしまうため、診断結果

のみを病院で保管する。 
他の画像診断機器 アナログ 診断結果票を手交 紙カルテでのみ保管 
ラボ機器検査結果 アナログ 診断結果票を手交 紙カルテでのみ保管 
リファラル情報 アナログ なし 紙カルテでのみ保管 

モスクワ地区総合診療センター 
  患者情報 - カルテに記載し患者に手交 紙カルテでのみ保管 

  X 線撮影装置 一部のみデジタル フィルムと診断結果票を手交 

入院用 X 線：外来患者には現像

フィルムを渡すので、診断結果

のみを病院で保管。入院患者は

CR で撮影し部門内の PC でデー

タ保管。場合によっては普通用

紙にプリントアウトして各部門

の医師に渡す。 
  他の画像診断機器 アナログ 診断結果票を手交 紙カルテでのみ保管 
  ラボ機器検査結果 アナログ 診断結果票を手交 紙カルテでのみ保管 
  リファラル情報 アナログ なし 紙カルテでのみ保管 
ソクルク地区総合診療センター 

  

患者情報 - カルテに記載し患者に手交 紙カルテでのみ保管 

X 線撮影装置 一部のみデジタル フィルムと診断結果票を手交 

ポリクリニックは画像診断部門

の PC 上でデータ保管。入院部

門は X 線フィルムを渡してしま

うので病院には診断結果しか残

らない。 
他の画像診断機器 アナログ 診断結果票を手交 紙カルテでのみ保管 
ラボ機器検査結果 アナログ 診断結果票を手交 紙カルテでのみ保管 
リファラル情報 アナログ なし 紙カルテでのみ保管 
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チュイ州統合病院 

  

患者情報 - カルテに記載し患者に手交 

院内情報共有システムで全部門

と共有。患者情報、入退院履

歴、診断結果などが乗ってい

る。 

X 線撮影装置 アナログ フィルムと診断結果票を手交 診断結果のみを院内情報共有シ

ステムに載せている。 

他の画像診断機器 アナログ 診断結果票を手交 診断結果のみを院内情報共有シ

ステムに載せている。 

ラボ機器検査結果 アナログ 診断結果票を手交 診断結果のみを院内情報共有シ

ステムに載せている。 
リファラル情報 アナログ なし 紙カルテでのみ保管 

イシクアタ地区総合診療センター 

  

患者情報 - カルテに記載し患者に手交 紙カルテでのみ保管 

X 線撮影装置 アナログ フィルムと診断結果票を手交 

入院患者の場合はフィルムと診

断結果を病院に保管する。外来

患者の場合にはフィルムを患者

に渡してしまうため、診断結果

のみを病院で保管する。 
他の画像診断機器 アナログ 診断結果票を手交 紙カルテでのみ保管 
ラボ機器検査結果 アナログ 診断結果票を手交 紙カルテでのみ保管 
リファラル情報 アナログ なし 紙カルテでのみ保管 

チュイ地区総合診療センター 

  

患者情報 - カルテに記載し患者に手交 紙カルテでのみ保管 

X 線撮影装置 アナログ フィルムと診断結果票を手交 

入院患者の場合はフィルムと診

断結果を病院に保管する。外来

患者の場合にはフィルムを患者

に渡してしまうため、診断結果

のみを病院で保管する。 
他の画像診断機器 アナログ 診断結果票を手交 紙カルテでのみ保管 
ラボ機器検査結果 アナログ 診断結果票を手交 紙カルテでのみ保管 
リファラル情報 アナログ なし 紙カルテでのみ保管 

トクモク市総合診療センター 

  

患者情報 - カルテに記載し患者に手交 紙カルテでのみ保管 

X 線撮影装置 一部のみデジタル フィルムと診断結果票を手交 

ポリクリニックはデータで保

管。ただし院内では共有できな

い。他の部門に共有する際はプ

リントアウトする。 
他の画像診断機器 アナログ 診断結果票を手交 紙カルテでのみ保管 
ラボ機器検査結果 アナログ 診断結果票を手交 紙カルテでのみ保管 
リファラル情報 アナログ なし 紙カルテでのみ保管 

ケミン地区総合診療センター 

  

患者情報 - カルテに記載し患者に手交 紙カルテでのみ保管 

X 線撮影装置 一部のみデジタル フィルムと診断結果票を手交 

入院患者の場合はフィルムと診

断結果を病院に保管する。外来

患者の場合にはフィルムを患者

に渡してしまうため、診断結果

のみを病院で保管する。 
他の画像診断機器 アナログ 診断結果票を手交 紙カルテでのみ保管 
ラボ機器検査結果 アナログ 診断結果票を手交 紙カルテでのみ保管 
リファラル情報 アナログ なし 紙カルテでのみ保管 
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イシクアタ地区総合診療センター イワノフカ村分院 

  

患者情報 - カルテに記載し患者に手交 紙カルテでのみ保管 

X 線撮影装置 アナログ フィルムと診断結果票を手交 

入院患者の場合はフィルムと診

断結果を病院に保管する。外来

患者の場合にはフィルムを患者

に渡してしまうため、診断結果

のみを病院で保管する。 
他の画像診断機器 アナログ 診断結果票を手交 紙カルテでのみ保管 
ラボ機器検査結果 アナログ 診断結果票を手交 紙カルテでのみ保管 
リファラル情報 アナログ なし 紙カルテでのみ保管 

 

2-4-2 キルギス国立三次病院における現状 

本調査の初期段階ではビシュケク市及びチュイ州における三次・二次医療施設の、具体的にど

の医療施設を支援するか決定していなかったため、最終的に対象医療施設にはならなかったもの

の、ビシュケク市の国立病院、腫瘍・血液内科病院、心臓外科病院の三次医療施設の医療施設整

備のニーズに係る調査も実施している。調査結果概要は下記の通り。 

 
【国立病院】 
(1) 組織・人員 

国立病院は 20の専門科、合計 1070床を有している。外来に来る患者のうちおよそ 20%、

入院部門ではおよそ 38%の患者がリファーされずに直接来ている現状にある。外来部門に来

た患者全体のうち、20%は診断後に本病院での治療は不要との判断となり、一次病院に戻し

ている。病院内が非常に混雑している状況にあり、一次・二次病院の機能を強化し、リファ

ラルシステムを改善することが必須であるとの認識を強く持っていることを確認した。 

国立病院の仕事量基準は 2210.05 であるのに対し、1384 名のスタッフで業務にあたってお

り、実際の仕事量単位は 1840.75 と基準を満たしておらず、スタッフひとりあたりの業務負

荷が大きい。 

 
表 2-61 国立病院の要員数 

  A B C 
医師 351 396.75 352.0 
看護師 547 899.00 746.25 
薬剤師 4 10.0 5.5 
臨床検査技師 6 11.0 10.5 
放射線技師 14 23.25 21.50 
全職員 1384 2210.5 1840.75 
出典 質問票回答 

 
(2) 診療実績 

チュイ州や他の地域からも多くの患者がリファーされて来るため、患者数が非常に多い。必

ずしも本病院で治療を受ける必要がない患者も、自宅近くの病院に検査機材が不足しているた
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めに本病院で検査を受け、検査後に自宅近くの病院へと戻っていく例も多くあることから、二

次病院の機材が拡充されることで、一部混雑が緩和されるものと思われる。 

 
表 2-62 国立病院の患者数 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
内科 1,055 1,000 1,041 1,103 1,047 373 
循環器科 1,009 1,052 1,052 1,113 1,067 400 
消化器科 832 523 525 1,104 1,111 526 
内分泌科 1,095 963 961 1,290 1,335 550 
腎臓科 494 521 568 569 667 715 
呼吸器科 1,007 1,027 974 1,012 1,017 335 
外科 1,153 970 1,223 1,218 1,237 621 
神経外科 1,374 1,127 1,156 1,303 1,326 739 
胸部外科 446 341 423 416 499 241 
泌尿器科 5,340 5,708 5,980 6,035 6,162 3,726 
歯科 1,149 935 911 870 997 717 
外傷科 2,077 2,010 2,183 2,173 2,093 1,482 
肛門科 1,584 1,606 1,779 1,745 1,844 1,251 
化膿性手術 919 863 1,093 1,109 1,132 881 
眼科（成人） 4,692 4,888 4,755 4,239 3,986 2,169 
眼科（小児） 80 84 65 21 38 6 
神経科 5,207 5,141 5,373 5,766 5,586 3,603 
耳鼻咽喉科（成人） 1,962 2,030 2,218 2,464 2,374 1,399 
耳鼻咽喉科(小児) 264 360 286 276 332 125 
その他 2,983 2,967 3,129 4,009 3,500 5,678 

合計 34,722 34,116 35,695 37,835 37,350 25,537 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 
表 2-63 国立病院の手術件数 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
外科 1,159 962 1,189 1,221 1,246 628 
神経外科 1,290 1,093 1,121 1,278 1,285 708 
胸部外科 261 234 279 267 260 174 
泌尿器科 3,283 3,634 3,735 3,678 3,649 2,366 
歯科 1,305 1,097 1,132 1,078 1,201 990 
外傷科 679 756 840 1,577 830 607 
肛門科 1,710 1,606 1,846 1,837 1,907 1,392 
化膿性手術 801 823 1,003 1,054 1,025 809 
眼科 (成人) 4,095 3,957 3,948 3,456 3,081 1,623 
眼科(小児) 86 92 61 0 40 0 
耳鼻咽喉科(成人) 1,822 1,801 2,122 2,745 2,304 1,373 
耳鼻咽喉科(小児) 243 342 251 0 321 0 
その他 1,858 2,068 2,247 1,744 2,642 2,198 
合計 18,592 18,465 19,774 19,935 19,791 12,868 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 
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表 2-64 国立病院の検査数 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
臨床検査数 948,614 841,096 978,441 1,059,236 421,920 241,794 
上部内視鏡検査 5,495 4,787 5,112 5,476 - 2,956 
生理機能検査 29,248 27,729 32,165 35,005 36,472 23,583 
X 線検査 51,475 48,803 50,643 50,200 54,259 38,076 
超音波検査 148,534 206,085 206,033 212,729 208,539 143,523 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 
(3) 予算 

 
表 2-65 国立病院における予算内訳（2017‐2020 年） 

項目 2017 2018 2019 2020 
人件費 185,601,900 209,895,230 204,228,557 201,354,303 
保険料 31,834,857 36,167,208 34,794,286 33,325,220 
出張費 - 7,100 9,877 0 
通信費 - 748,035 622,059 486,124 
交通費 10,681,295 10,427,949 10,685,411 12,122,330 
医療品購入費 68,376,598 108,517,429 126,211,560 153,868,510 
その他物品・サービス調達費 460,665 4,662,502 2,812,251 3,677,948 
食料調達費 11,451,186 14,709,163 16,113,739 15,109,229 
改装工事費 1,121,533 15,191,020 691,657 1,665,953 
材料・資料費 845,394 6,510,001 3,678,452 5,338,844 
ユニフォーム、衣類調達費 - - 0 67,923 
セキュリティ人件費 - 1,155,630 460,170 397,960 
光熱費 22,877,359 22,582,940 21,863,480 24,019,406 
その他の公共料金 - 347,477 295,660 292,392 
人口に対する社会援助の給付金

 
278,847 176,965 351,852 186,582 

合計 333,529,634 431,098,649 422,819,011 451,912,724 
出典： 質問票回答 

 
(4) リファラル体制 

国立病院はチュイ州のみならず全国各地からのリファーを受け入れている。実際には一次・

二次病院で検査や治療を行うべき患者もリファーされており、また、患者が自身の判断で本病

院を受診することもある。そのため病院は非常に混雑しており、患者の待ち時間が増え、より

高度な医療を必要とする患者へのサービス提供に影響が出てしまうことが懸念される。こうし

た状況から、病院は患者を重症度順に診療するよう工夫しているが、リファー体制が適切に機

能していないことによる医療サービス提供への弊害は大きい。 
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表 2-66 国立病院のリファー状況 
年 リファーされてきた患者数 リファー元の州 患者数 

2016 10,284 
チュイ州 2,684 
ビシュケク市 2,067 
ナリン州 1,398 

2017 10,081 
チュイ州 2,621 
ビシュケク市 1,986 
ナリン州 1,371 

2018 28,056 
チュイ州 7,351 
ビシュケク市 5,190 
ナリン州 3,760 

2019 32,232 
チュイ州 8,735 
ビシュケク市 6,092 
ナリン州 4,287 

2020 18,883 
チュイ州 5,419 
ビシュケク市 4,154 
ナリン州 2,284 

*患者数に関してはトップ 3 の患者数を示すため、必ずしも患者数合計と総数は一致しない。 

出典： 質問票回答 

 
(4) 医療機材 
画像診断部門 
外来患者と入院患者の X 線撮影を担うレントゲンセンターの他に、泌尿器科、外科、神経

外科、耳鼻咽喉科等にもレントゲン室がある。これは診療科が広大な敷地に散在しているこ

とに起因している。神経外科棟に隣接して民間病院が運営する MRI 室（貨物用コンテナを架

装）がある。血管造影撮影装置は故障しており、必要に応じて隣接する心臓外科病院にて手

術を実施している。なお、CT（32 スライス）が日本の経済社会開発計画にて整備される計画

である。 
 

手術部門 
診療科の数と同程度の数多くの手術室が散在している。特に外科手術室では、胸部や腹部、

口腔外科、整形外科等、部位や科目によって手術室が分かれている。設置されている機材は

旧ソ連時代から使用されている機材が多く、更新の必要性が認められた。手術用顕微鏡は無

く、設置の必要性が認められた。 
 

ICU 部門 
外科の ICU は 15 床のベッドが設置されている。設置されている機材は手術室と同様に古

いものが多く、更新の必要性が認められた。特に、人工呼吸器は古い機材が多くあり、更新

が必要である。 
 

臨床検査部門 
臨床検査部門は設置されている機材ごとに部屋が分かれている。生化学分析装置、化学発

光酵素免疫測定装置、血球計数測定装置、分光光度計等の装置が設置されている。 
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内視鏡検査部門 
内視鏡室（内科）には上部消化管内視鏡と下部消化管内視鏡が整備されているが、ビデオ

スコープではなく、接眼レンズを覗きながら検査をするタイプであり、老朽化しているため

更新の必要がある。 
 
【腫瘍・血液内科病院】 
(1) 組織・人員 

以前は別々であった国立がんセンターと血液内科センターが統合され、腫瘍・血液内科病

院として設立された。腫瘍・血液内科病院は 5 の専門科、合計 467 床を有している。放射線

治療や化学療法については他病院では実施することができないため、これらの治療を目的に

訪問する患者が多く、キルギスの保健医療における本病院の重要度は高い。 

腫瘍・血液内科病院の仕事量基準は 1053 であるのに対し、677 名のスタッフで業務にあ

たっており、実際の仕事量単位は 906.25 であった。スタッフあたりの業務負荷が高い状況

にある。 

 
表 2-67 腫瘍・血液内科病院の要員数 

  A B C 
医師 147 207.25 170.0 
看護師 235 390.5 328.75 
薬剤師 2.0 4.0 3.5 
臨床検査技師 21 42.0 31.0 
放射線技師 7 13.25 7.75 
全職員 677 1053.0 906.25 
出典：質問票回答 

 
(2) 診療実績 

多くの二次病院には悪性腫瘍を確定診断する機器や専門医が不足しているため、がんに対

する確定診断がつかないまま本病院へと送られて来る。そのため本病院での検査数は非常に

多い現状にあり、一部検査については二次病院でも行うことができるよう、二次病院におけ

る臨床検査機能の強化が求められる。 

 
表 2-68 血液・腫瘍内科病院の患者数 

 2015 2016 
2017 2018 2019 2020  国立がん

センター 
血液内科 
センター 

国立がん

センター 
血液内科 
センター 

血液内科 0 897 0 602 975 538 - 999 
腫瘍科(成人) 4,147 - 4,169 - 4,786 5,644 - 3,841 
腫瘍科(小児) 483 - 432 - 638 780 - 765 
放射線科 1,650 - 1,641 - 1,350 1,564 - 772 
その他 14 757 15 877 23 109 - 653 

合計 6,294 1,654 6,257 1,479 7,772 8,635 - 7,030 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 
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表 2-69 血液・腫瘍内科病院の手術件数 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
腫瘍科(成人) 2,410 2,577 2,678 2,838 2,965 2,053 
腫瘍・血液内科(小児) 76 100 91 137 132 86 

合計 2,486 2,677 2,769 2,975 3,097 2,139 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 
表 2-70 血液・腫瘍内科病院の検査数 

 2015 2016 
2017 2018 2019 2020  国立がん

センター 
血液内科 
センター 

国立がん

センター 
血液内科 
センター 

臨床検査数 314,532 231,249 332,362 218,472 603,063 562,837 593,554 426,143 
上部内視鏡検査 2,704 141 2,619 24 2,804 3,200 3,357 1,964 
生理機能検査 4,707 389 4,358 241 5,260 5,652 5,838 4,252 
X 線検査 14,887 0 25,287 0 28,402 28,206 37,666 25,741 
超音波検査 96,256 6,720 103,686 6,860 106,059 120,415 143,444 89,786 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 
(3) 予算 

 
表 2-71 腫瘍・血液内科病院における予算内訳（2017‐2020 年） 
項目 2017 2018 2019 2020 

人件費 76,877,907 93,754,608 91,114,773 91,900,855 
保険料 13,139,053 16,040,133 15,585,963 15,503,875 
出張費 - 277,474 271,874 0 
通信費 340,017 420,297 464,903 435,935 
レンタル費 - 89,600 100,000 69,900 
交通費 240,815 531,258 352,928 682,586 
医療品購入費 38,938,670 84,755,140 102,470,002 97,147,616 
その他物品・サービス調達費 942,812 3,347,307 3,763,246 4,402,476 
食料費 5,067,052 7,895,714 7,461,538 6,583,021 
改装工事費 484,576 2,151,681 2,570,324 3,929,875 
材料・資料費 1,044,933 4,165,039 4,306,387 8,710,914 
ユニフォーム、衣類調達費 622 208,051 201,415 48,339 
警備員人件費 - 107,256 107,256 122,256 
銀行手数料、国債の発行・償還にか

かる手数料 - 30,059 29,850 18,763 

光熱費 11,117,097 11,589,646 10,946,170 12,242,216 
人口に対する社会援助の給付金 124,778  163,822 131,026 
奨学金 - 92,400 52,800 0 
医療裁判費 - 181,078 0 0 
合計 148,318,332 225,636,741 239,963,251 241,929,653 
出典：質問票回答 
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(4) リファラル体制 

放射線治療や化学療法を目的に地方からリファーされてくるケースが多い。地方では検査

機器が不十分な現状にあるため、多くの場合は確定診断がつかない状態でリファーされる。

その中には良性腫瘍の患者も多く含まれており、病院混雑の一因となっている。検査後に悪

性腫瘍であると確定した場合、リファー元の病院へと書面の郵送による共有を行っている。 

 
表 2-72 腫瘍・血液内科病院のリファー状況 

年 リファーされてきた患者数 リファー元の州 患者数 
2016 19,456 ビシュケク市 6,198 

チュイ州 5,429 
イシククル州 1,995 

2017 33,509 ビシュケク市 10,983 
チュイ州 8,914 
イシククル州 3,631 

2018 40,011 ビシュケク市 12,372 
チュイ州 10,471 
イシククル州 4,801 

2019 34,885 ビシュケク市 10,626 
チュイ州 9,738 
イシククル州 3,953 

2020 22,983 ビシュケク市 7,450 
チュイ州 6,383 
イシククル州 2,466 

*患者数に関してはトップ 3 の患者数を示すため、必ずしも患者数合計と総数は一致しない。 

出典：質問票回答 

 
(5) 医療機材 
画像診断部門 
画像診断部門は、ポリクリニックにはレントゲン室（一般撮影、透視撮影、マンモグラフィー）

と超音波検査室、病院にはレントゲン室、放射線治療棟の CT 室と一般撮影室（一般 X 線撮

影装置及び X 線透視撮影装置）がある。ポリクリニック側のレントゲン室は 2 室あり、新規

導入された機材が設置された部屋と老朽化して放置されている機材が残る部屋があり、現在

は新規に整備された装置を使用してレントゲン撮影を行っている。マンモグラフ室には 2 台

のマンモグラフィーが設置されており、1 台が稼働、もう 1 台は故障という状況であった。

病院のレントゲン室は老朽化した装置が置かれ、CR システムも故障しがちで鮮明な画像が

得られない状況にある。放射線治療棟の CT は 16 スライスで、問題なく稼働している。MRI
は設置されていない。 

 
内視鏡検査部門 
内視鏡検査部門は年間約 3,300 人の患者受け入れており、多くの患者が来院している。検

査室は 3 室あり、主な検査は上部消化管検査であった。下部消化管内視鏡や気管支内視鏡も

有しており、一通りの検査を実施できる体制を整えている。ビデオスコープのユニットは 1
台のみで、他は接眼レンズを覗くタイプである。内視鏡洗浄機も備えている。  
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【心臓外科病院】 
(1) 組織・人員 

心臓外科病院は 5 の専門科、合計 365 床を有している。病院の特性上、重傷者が来院する

ケースが多い。本病院の入院部門は三次であり、本来はリファーされて来るべきであるが、

全体の 2 割程度の患者が直接来院している現状にある。病床を充実させ、入院判断のハード

ルを高く設定することで、本病院での治療をより必要としている人にサービスを提供できる

ように工夫している。 

 
腫瘍・血液内科病院の仕事量基準は 745.50 であるのに対し、573 名のスタッフで業務にあ

たっており、実際の仕事量単位は 655.75 となっている。 
 

表 2-73 心臓外科病院の要員数 
  A B C 
医師 169 165.50 153.25 
看護師 208 276.75 241.25 
薬剤師 1 2.00 1.50 
臨床検査技師 - - - 
放射線技師 2 4.00 3.50 
全職員 573 745.50 655.75 
出典：質問票回答 

 
(2) 診療実績 

本病院では、キルギスで会社に勤める際に提出が必要となる健康診断を行っており、健康

診断目的の患者が多く来院した場合、予定していた手術患者の日程がずれ込むなどの問題も

生じている。 
表 2-74 心臓外科病院の患者数 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
循環器科 6,964 6,860 6,857 6,683 6,850 4,514 
リウマチ科 1,564 1,516 1,652 1,588 1,519 499 
腎臓科 1,064 1,023 960 1,004 953 712 
呼吸器科 582 629 434 476 544 309 
その他 874 884 864 1,728 1,171 750 
合計 11,048 10,912 10,767 11,479 11,037 6,784 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 

表 2-75 心臓外科病院の手術件数 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
循環器科 311 279 1,137 1,452 1,200 1,331 
合計 311 279 1,137 1,452 1,200 1,331 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 
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表 2-76 心臓外科病院の検査数 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

臨床検査数 840,818 777,570 514,938 504,868 521,171 377,727 
上部内視鏡検査 1,490 1,720 1,483 1,073 1,626 1,524 
生理機能検査 47,494 53,773 57,938 62,985 60,942 37,536 
X 線検査 15,797 12,353 8,996 10,192 8,888 8,599 
超音波検査 38,389 42,096 46,459 44,492 44,653 34,524 
出典：保健省 e-ヘルスセンター 質問票 

 
(3) 予算 

表 2-77 心臓外科病院における予算内訳（2017‐2020 年） 
項目 2017 2018 2019 2020 

人件費 71,487,700 96,827,661 97,969,408 93,969,280 
保険料 12,132,299 16,403,283 16,675,172 15,818,723 
出張費 - 125,784 136,517 4,025 
通信費 - 461,966 450,287 378,673 
交通費 - 562,516 527,518 566,142 
医療品購入費 39,209,924 78,990,377 61,199,762 60,034,052 
その他商品・サービス調達費 3,192 2,727,900 2,778,820 3,250,074 
食料費 3,713,901. 7,315,231 7,165,443 5,120,538 
改装工事費 - 872,389 145,159 175,866 
材料・資料費 376,005 6,101,246 4,877,469 16,783,779 
セキュリティ人件費 - 197,712 197,712 190,464 
銀行手数料、国債の発行・償還にかか

る手数料 - 36,798 37,255 35,404 

光熱費 8,771,118 8,059,573 7,080,761 7,986,242 
その他の公共料金 - 273,801 109,915 166,617 
人口に対する社会援助の給付金 156,994 149,184 204,927 157,829 
合計 135,851,133 219,105,421 199,556,125 204,637,708 
出典：質問票回答  
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(4) リファラル体制 

病院の特性上、リファーや救急車での来院が多い。 
 

表 2-78 心臓外科病院のリファー状況 
年 リファーされてきた患者数 リファー元の州 患者数 

2016 27,931 ビシュケク市 11,204 
チュイ州 9,852 
ナリン州 6,345 

2017 40,536 ビシュケク市 10,749 
チュイ州 9,476 
ナリン州 6,458 

2018 42,653 ビシュケク市 11,182 
チュイ州 9,022 
ジャララバード州 6,950 

2019 44,162 ビシュケク市 12,573 
チュイ州 8,349 
イシククル州 4,358 

2020 31,360 ビシュケク州 1,192 
チュイ州 5,395 
ナリン州 3,601 

*患者数に関してはトップ 3 の患者数を示すため、必ずしも患者数合計と総数は一致しない。 

出典：質問票回答 

 
(5) 医療機材 

画像診断部門 
本館地下 1 階に CT や MRI、その他 X 線撮影装置を集約して画像診断部門として機能さ

せる計画である。CT（64 スライス）はインドからの支援で整備され、MRI（1.5T）は日本

の経済社会開発計画で整備される計画である。一般 X 線撮影装置などの装置も MRI が据

え付けられる時期に合わせて追加して設置する計画である（現在は、一般 X 線撮影装置と

X 線透視撮影装置が設置されている。2019 年製。）。一方で、ポリクリニックのレントゲン

室には胸部撮影専用の X 線撮影装置と一般 X 線撮影装置が設置されているが、1984 年製

であり、高頻度が多く、病院側のレントゲン室を使用することもある。 
 
カテラボ部門 
カテラボは 2 部屋を有しているが、そのうち 1 部屋の血管造影撮影装置が故障し修理不

能（1999 年製、フィリップス社製）とのことで、現在は 1 室のみ（2014 年製、東芝社製）

で対応している。血管造影撮影装置を使用し施術ができる医師は 9 名在籍している。当病

院では、心臓に対するカテーテル処置などを専門とし、心臓の外科手術を必要とする患者

は隣接する心臓血管移植センターへリファーしている。 
 
手術部門 
手術室は無く、将来的にカテラボ室の隣に設置する計画である。 
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ICU／CCU 部門 
ICU は 4 箇所に分かれており、CCU として 2 室（それぞれ 18 床）、一般 ICU1 室（6

床）、腎臓疾患専用 1 室（6 床）となっている。CCU では患者監視モニターはスタンドア

ロンであり、セントラル化はされていない。CCU に設置されている機材は、シリンジポン

プ、患者監視モニター、小型酸素濃縮器（緊急用）、除細動装置などである。酸素の供給は

中央配管により供給されているが、プラグの形状に対する統一規格がないため、ドナーの

都合で様々な規格が用いられている。また、CCU には循環器用超音波診断装置は無く、移

動型 X 線撮影装置（1998 年製）も老朽化が認められた。 
 
臨床検査部門 
生化学分析装置や血球計数装置などが設置され、一般的な検査は問題なく実施されてい

る。検査結果は専用アプリを通じて各診療科で閲覧することができる。 
 
内視鏡検査部門 
上部消化管内視鏡検査のみ実施している。年間 5000～7000 件程度の検査を実施してい

る。ビデオ内視鏡を有しているが、洗浄装置は無く、手洗いと消毒漕に薬液を入れて消毒

をしている。 

 
2-4-3 医療ニーズに関する調査 

MOH に確認したところ、ビシュケク市内の三次病院のうち、対象病院以外で NCDs に関係す

る病院は糖尿病センター、診断センター、心臓血管移殖センターの 3 つであった。それぞれ調査

団が視察し、病院概要とニーズについて調査を行った。結果概要は下記の通り。 
 

【糖尿病センター】 
(1) 病院概要 

1978 年からポリクリニックとして運営されていたが、2018 年より糖尿病の専門センター

として設置された。ビシュケク市内の中心に位置し、ビシュケク市内のみならず郊外からも

非常にアクセスが良い。 

当センターはビシュケク市内だけではなく、全国から糖尿病の診断のために患者を受け入

れている。入院機能は有しておらず、現時点では診断及び投薬による治療のみを行っている。

糖尿病の専門医だけではなく、神経科、内科、眼科など糖尿病により発生する各種合併症の

診断・治療も行っている。診断を行ったうえで入院が必要と判断された場合は、国立病院も

しくは民間病院にリファーしている。 

スタッフ数は 2021 年時点で 70 人、うち専門医が 23 人、外来担当の一般医が 4 人、検査

技師が 3 人、その他看護師などが 30 人である。 

2020 年の患者数は 51,586 人と COVID-19 の影響で少なく、2021 年は 9 月時点で 61,727
人と毎月 6,800 人程度来院している。患者のほとんどが地元の家庭医療センターなどで糖尿

病の疑いがあると診断され当センターに来院しているため、診断結果の多くが糖尿病と判断
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される。インスリンの投与を目的に来院する患者が多い。 

患者数は多いが、政府の方針で糖尿病に係る診断・治療は全て無料であると定められてい

るため、診療報酬を得ることができない。インスリンも無料であるうえに、糖尿病の疑いが

ある患者の検査も無料である。FOMSから患者数や診療実績に基づき国家予算が配分されて

いるが、今後新規の機材を購入した場合国家予算のみでは維持管理をすることは難しい。 
 

(2) 施設、機材現状 

建物は 1956 年に建築された 2 階建ての建物である。内装は 2018 年に糖尿病センターに

なる際に改修を行ったため、清潔感がある。 

機材は最低限の機材のみが整備されており、臨床検査室には自動生化学分析装置、ヘマト

ロジーアナライザー、遠心機、分光光度計、血液保管用冷蔵庫がそれぞれ 1 台ずつ整備され

ている。眼科はスリットランプ、視野計があるが、老朽化しており更新が必要である。その

他の診察室には身長体重計や PC が整備されている。院内の診察システムはオンライン化さ

れており、受付も全てデジタル化され、各医師の勤務状況なども受付の画面上で見ることが

可能である。 
 

(3) 協力案 

案①：機材のみを現在の建物に導入する案。前述のとおり最低限の診断機材しかなく、

それぞれの機材も古い機材が多く含まれている。そのため、全体的な機材更新及

び診断機器の充実が必要不可欠である。当センターに必要とされる機材は下記の

通り。 
 

表 2-79 糖尿病センターの主な必要機材 

 

案②：現在の建物を取り壊し、新たに立て直す案。本センターはキルギス国内唯一の糖

尿病専門の医療施設であり、患者数も多い。しかしながら現在は専門医がいるに

も関わらず一部の投薬治療しかできておらず、入院が必要な重篤患者は他病院に

リファーせざるを得ない。重篤患者向けの入院部門や手術部門を施設内に有する

ことで、より効率的かつ効果的な糖尿病治療が可能となる。当センターも入院機

能を有したいという希望を持っており、MOH に以前要望を出したことがあった。

その際MOHより移転先の候補地をもらったが、ビシュケク市内からアクセスが悪

く断念している。現在の場所は患者アクセスが非常に良いため、建物を建て替え

て入院部門を導入したいと考えている。建て替える場合は 4階建ての建物を考えて

おり、以前他ドナーに申請をしたがその後特に進展はしていない。 
  

超音波診断装置、生化学分析装置、眼科診断機器、心電計、グルコースモニタリングシステム 等 
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【診断センター】 
(1) 病院概要 

1989 年設立、半官半民の組織である。2021 年の改革で国立病院の傘下に当センターを位

置付ける決定が MOH からなされたが、当センターは反対しており、現在も協議が続いてい

る。半官半民であるため、MOH からは予算が付いていない。診療報酬なども独自に決めて

おり、公立病院よりは高いが私立病院よりは安いという価格設定をしている。心臓科、神経

科、内科、泌尿器科、小児科、皮膚科、理学療法科、糖尿病科、機能診断科、眼科、歯科、

耳鼻科、婦人科の専門部門があり、その他に滅菌部門、ラボ部門、救急部門、画像診断部門、

内視鏡部門がある。入院機能は有しておらず、診断と治療のみを行っている。スタッフ数は

150 人、うち専門医は 41 人所属している。患者数は 1 日平均 300 人程度である。 

近年、近隣の私立病院が充実してきたことに加え、当センターの機材が非常に古く最新の

検査や診断ができないことから、私立病院との競争に負けているのが現状であると副センタ

ー長が話していた。スタッフ数も最盛期には 500 人、患者数も 1,000～1,500 人/日来ていた

が現在はその 3 分の 1 程度にとどまっている。 
 

(2) 施設、機材現状 

6 階建ての建物。旧ソ連時代に建設された建物で強度は十分である。現在 4 階と 5 階を改

修工事しており、入院機能を新たに作る予定である。しかしながら詳細の計画は決まってい

ない。手術室も今後整備する予定である。 

以前フィリップス社製の CT スキャンを有していたが故障した。交換部品が手に入らず修

理が不可能になったため解体し、現在は所有していない。上部消化管内視鏡を 1 台所有して

いるが既に調達から 30 年が経過しており更新が必要である。神経科には脳波計及び脳血圧

測定装置が整備されているが、いずれも旧ソ連時代の機材である。心臓科にはカラーの超音

波診断装置が 1 台、白黒の超音波診断装置が 1 台整備されている。白黒の超音波診断装置は

30年以上修理を続けながら使用している。内科には韓国製の超音波診断装置が 3台あるが、

故障が頻発している。Ｘ線部門には 2016 年に整備された一般Ｘ線撮影装置がある。CR シ

ステムも導入されているが、患者及び院内共有のためにフィルムに焼いている。昨年から

COVID-19 疑いの患者が増加し、多いときには 1 日 70 人程度の撮影に対応している。臨床

検査室には、免疫測定装置、血液分析装置、生化学分析装置、定量蛍光分析装置、顕微鏡、

遠心分離機、プレートシェーカー等が整備されていた。ほとんどの機材が 10 年以上使用し

ており、更新の必要性がある。遠心分離機は 1989 年から使用し続けている。 
 

(3) 協力案 

既存機材のほとんどが老朽化し耐用年数を大幅に超えて使用している。そのため、各部門

で全体的な機材の更新が必要となっている。当センターで必要とされている機材は次頁の通

り。特にコンピュータ断層撮影（CT）、内視鏡、超音波診断装置の優先度が高い。 
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表 2-80 診断センターの主な必要機材 

 
【心臓血管移植センター】 
(1) 病院概要 

1986 年設立し、2004 年に心臓外科病院から分離独立した。分離独立の理由は、心臓外科

病院からの予算配分が少なく、心臓外科手術に支障が出ていたためである。現在も心臓外科

病院から開胸が必要な手術の際はリファーを受けている。心臓外科病院はアンギオによる手

術が多く心臓内科に近い一方、本センターは開胸手術を行うという点で外科の特徴が強い。

現在移植手術対応をしているのは心臓のみであるが、今後人員や機材を整備し、キャパシテ

ィを増やして肝臓移植も対応したいと考えている。 

手術件数は 4 件/日で、年間 1,300 件ほどを行っている。成人患者のみならず、小児患者の

手術も対応している。また、ペースメーカーの埋め込み手術も対応している。キルギス国内

では、心臓に異常のある新生児の多くが死亡してしまう現状にある。特に医療施設・機材が

不足している地方では死亡するケースが多い。小児の死亡は死因を特定しないため、心臓疾

患のデータは現在もあいまいな点が多いとのことであった。そのため地方の病院でも手術を

行っており、巡回チームが器具を持参して手術を行っている。 
スタッフは 160 名、うち医師 46 名、看護師 82 名。病床数は 70 床、うち一般病床 56

床、外科専用病床 4 床、ICU10 床となっている。イシククル州に分院があり、20 床のベッ

ドを有している。 
 

(2) 施設、機材現状 

地下 1 階～地上 5 階建ての建物。手術室は 5 階に 4 室あり、うち 2 室が改修中であるが、

改修資金がなく途中で工事が中断されてしまっている。 

手術室には ECMO があるが、老朽化している。 

血管造影撮影装置は東芝製を 1 台所有しているが、故障中である。古い型のため交換部品

の調達が難しく修理ができていない。ポリクリニックには超音波診断装置（2013 年製）が 1
台、ECG（2003 年製）が 1 台整備されている。1 階にはカテラボ、臨床検査室、血液銀行、

中央滅菌部門が整備されている。4 階の ICU には、PICU/NICU が 1 室（4 ベッド）、ICU1
室（4 ベッド）ある。移動型 X 線撮影装置が 1 台病棟用に整備されているが、耐用年数を大

幅に超えて使用している。 
  

大型画像診断装置、超音波診断装置、臨床検査機器、軟性内視鏡、眼科用診断装置、人工呼吸器、

婦人科診断・治療機器、生理学検査装置 等 
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(3) 協力案 

内容としては、血液の冷蔵庫、冷凍庫、モバイル超音波診断装置、移動型 X 線撮影装置、

改修中の手術室機材（2 部屋分）、ICU の機材、手術器具、古い ECMO（2 台）、またアン

ギオの更新等が想定される。さらにイシククル州の分院への支援と巡回チームが携行する機

材の更新、整備を含めると、キルギスにおける心臓外科領域の手術サービスの向上につなが

ると考えられる。施設全体の建て替えは必要ではないものの、部屋の機能に応じた内装の改

修（小規模）は病院側で対応可能であると考えられる。 
 

表 2-81 診断センターの主な必要機材リスト 

  

X 線診断装置、手術器具セット、手術台、無影灯、超音波診断装置、心電計、電気メス、人工呼吸

器、人工心肺装置 等 

 



第３章  プロジェクトの内容 
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第 3 章 プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要

《機材》

本計画は公的医療サービスの提供の拠点となるビシュケク市及びチュイ州の医療施設（州院

及び地区病院）において、NCDs の診断・治療用医療機材を整備することにより、各医療施設

における診断・治療体制の強化を図り、もって保健医療サービスの質の向上に寄与するもので

あり、機材計画においてもこの前提条件に従った計画を策定する。 

加えて、2-4-1 デジタルヘルスで述べ通り、キルギスでは将来的に PACS を導入することが

計画されている。そのため、本計画ではPACS は計画に含めないが、今後 e-ヘルスセンターに

より PACS が導入されることを前提として、本計画で整備される画像診断関連機器はデジタル

画像を得られる仕様（DICOM 規格の採用）とし、PACS の運用を後押しできる計画とする。 

本計画にて整備する機材の計画概要は以下のとおりである。

表 3-1 主な計画機材 
主な診療部門と機材

機材整備対象部門：画像診断部門、手術部門、臨床検査部門、中央滅菌室、外来部門

機材：一般 X 線撮影装置、移動型 X 線撮影装置、超音波診断装置、ECG、生化学分析装

置、血球計数装置、人工呼吸器、患者監視モニター、手術灯、高圧蒸気滅菌器、等

《機材保守サービス》

長期の保守管理が不可欠な機材に対し、1 年間の無償保証期間が満了した後の 2 年間の代理店

エンジニアによる定期点検（日常点検指導含む）とオンコールサービスを付与し、定期点検時に

機材維持管理技術者とエンドユーザーである医師や看護師、検査技師に対し、日常点検の点検項

目確認と点検実技指導を行うこととする。尚、修理部品及び交換部品代も含むこととするが、試

薬や使い捨て部品などの消耗品については全てユーザー負担とする。
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3-2 協力対象事業の概略設計

3-2-1 設計方針

(1) 基本方針

本計画は、公的医療サービス提供の拠点となるビシュケク市及びチュイ州の医療施設（州院及

び地区病院）において、NCDs の診断・治療用医療機材を整備することにより、各医療施設にお

ける診断・治療体制の強化を図り、もって保健医療サービスの質の向上に寄与するものであり、

機材計画においてもこの前提条件に従った計画を策定する。

(2) 自然条件に対する方針

ビシュケク市は地中海性気候に属し、日中の平均気温は冬期（11 月～2 月）で-3 度、夏期（6
月～8 月）で 31 度である。冬期は-20 度まで冷え込み、時折大雪に見舞われ、非常に寒さが厳し

い気候となっている。夏期は 40 度まで上がり、降水が非常に少ないため、大気は乾燥している。

なお、本計画で整備する機材は主に室内で使用されるため、使用環境（温度、湿度）による機器

への影響は無い。

(3) 社会経済条件に対する方針

キルギスの電力は、三相 380V、単相 220V で供給されている。病院などの公共施設には電力

が優先的に配電されており、各病院とも発電所、送電線の不具合により年に１～２回の停電がみ

られる状況である（市街地は計画停電も含め年に複数回停電するようである）。また、各病院共、

発電機を設置して手術室、ICU、ラボに対して停電時に電力を供給する等、停電に備えている。 

各病院、重要な機材には AVR や UPS を設置しており、電圧変動に対する対応を行っている。

従って、本計画においても AVR や UPS を設置し、停電による医療活動の中断や電圧変動による

機材の故障を可能な限り避ける計画とする。

(4) 調達事情に対する方針

現地もしくは周辺国に代理店がありアフターセールスサービスが提供可能であることを条件と

する。また、第三国まで調達範囲を広げる場合は、キルギス市場において調達が可能であり、ま

た修理・アフターケア体制、普及度といった要素を重視し、価格のみで採用されることがないよ

う努め、本社所在地を OECD 加盟国製品に限定する等の一定の制限を設け、機材の品質を確保

する。

(5) 現地業者の活用に係る方針

ビシュケク市には整備対象機材のメーカーの現地代理店が現地に存在し、かつ、機材の操作や

設置にあたって十分な技術や経験を有している技術者が配置されている。メーカーについては、

現地代理店でスペアパーツの提供やアフターセールスサービスも行っており、本計画の整備対象

機材への対応が可能である。よって、アフターセールスや引き渡し後の修理・交換部品の調達に
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は現地代理店を活用する。

一方、機材によっては、カザフスタンやウズベキスタンなどの周辺国にある代理店と提携し、

キルギス国内の現地代理店でアフターセールスサービスを提供しているものもある。本事業にお

いては、アフターセールスサービスを行う現地代理店をビシュケク市内に限ることなく、近隣国

のカザフスタンやウズベキスタン、トルコの代理店からアフターセールスサービス提供するメー

カーも対象とする。

(6) 運営・維持管理能力に対する対応方針

本計画は新規に整備される機材モデルの調達が想定され、当該モデルの操作に精通しているエ

ンドユーザーはいないため、引渡し時にはメーカー代理店技術者により、機材維持管理技術者

とエンドユーザーである医師や看護師、検査技師に対し、初期操作指導、運用指導を実施する。

また、本計画で調達される機材の適切な運営・維持管理を確保するため、高額機材、救命機材、

精密機材等アフターセールスサービスが必須と判断される機材については、引渡し後 1 年間の保

証期間満了から 2 年間、現地代理店を活用した保守サービス契約を日本側負担として計画する。

2 年間の保守サービス契約においては、3 か月毎に定期点検を実施し、同時に日常点検の点検項

目確認や点検実技指導を行うことで、機材の維持管理能力の向上を図る。なお、キルギス MOH
の規程に沿い、機材維持管理技術者を各病院に配置することを合意しており、配置がなされた場

合には、機材維持管理技術者を中心に指導を行う。

(7) 機材のグレードの設定に係る方針

機材グレードの設定に関しては、当該病院の医療サービスと望まれている医療レベル、既存機

材の使用状況等を考慮し設定する。また、現地代理店によるメンテナンス体制と技術レベル、交

換部品や消耗品の調達経路について十分に検証の上、調達機材が適切に継続的に活用されるよう

計画する。

キルギスでは PACS を導入することが計画されている。そのため、本計画では PACS は計画

に含めないが、今後 e-ヘルスセンターによりPACS が導入されることを前提として、本計画で整

備される画像診断関連機器はデジタル画像を得られる仕様（DICOM 規格の採用）を検討し、

PACS の運用を後押しできる計画とする。 

(8) 調達方法、工期に係る方針

機材の調達にあたっては、品質と精度を確保できる機器を計画するとともに、各機材の取り扱

いに精通した技術者によって設置・調整が実施されるよう計画する。本計画の実施にあたっては、

日本の無償資金協力における医療機材調達の経験が豊富な調達業者により機材調達が行われるよ

う、十分に配慮する。また、本計画は機材設置場所の確保や据付け前工事を行う必要があり、機

材の調達、設置などのスケジュールは先方負担の準備工事や上記の据付け前工事の進捗状況に合

わせて、適切に計画する。

(9) ジェンダーに係る方針



76 

現地調査にて各病院に対して保健分野に関するジェンダー格差の有無についてヒアリングを行

った。結果として全ての病院から、キルギスでは独立当時から平等の精神が強くあり、男女にお

いて医療へのアクセスに関する格差はないとの回答を得た。また、代表的な NCDs 疾患の男女別

新規罹患数（診断確定数）を見ても女性の数が不自然に少ないなどの傾向はなく受診動向にジェ

ンダーに関連した格差は見られなかった。よって、機材計画については女性の受診者に対し、診

断・治療サービスを提供することをふまえた仕様とする。

表 3-2 NCDs 男女別新規罹患数（診断確定数） 
2017 2018 2019 2020 

女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性

新規診断数

感染症寄生虫 46,900 41,520 45,400 44,191 48,609 44,951 44,924 45,685 
新生物 6,899 3,304 7,002 3,354 6,691 3,282 4,393 2,343 
血液・造血

器 免疫系
41,388 23,134 35,520 20,469 31,212 19,366 18,216 10,552 

内分泌 
代謝系

17,393 10,609 17,233 8,749 16,241 7,679 12,195 6,739 
精神障害系 5,770 6,209 5,542 5,352 5,414 4,682 3,540 3,029 
神経系 26,944 17,951 28,246 18,292 26,111 18,403 16,936 12,090 
目 50,331 33,249 53,290 36,626 53,468 35,855 30,381 20,293 
耳 31,577 25,396 30,359 24,497 32,148 25,910 18,718 15,066 
循環器系 36,216 22,661 32,701 20,864 34,661 22,078 24,719 16,494 
呼吸器系 302,134 271,954 314,775 279,029 280,076 251,864 211,961 194,474 
消化器系 72,871 60,087 72,644 55,223 97,079 91,222 69,520 56,971 
皮膚系 43,364 35,971 42,706 36,500 41,462 36,224 25,255 21,171 
筋肉骨格系 35,650 19,818 36,725 19,626 35,956 19,044 24,544 13,207 
泌尿生殖器系 96,010 25,499 90,132 22,438 83,323 20,763 61,905 13,814 
妊娠・出産

時 産後疾患
69,571 - 66,301 - 50,540 - 33,245 - 

合 計 932,183 657,830 927,797 656,842 892,014 661,415 632,702 472,070 

出典：National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic 
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3-2-2 基本計画

(1) 全体計画

計画機材は、公的医療サービス提供の拠点となるビシュケク市及びチュイ州の医療施設（州院

及び地区病院）において、NCDs の診断・治療をする上で必要な医療機材である。 

(2) 機材計画

1) 整備対象機材の検討

最終要請機材リストに記載されている機材は、要請機材リストを基に各対象施設を訪問し、

下表の選定基準を考慮しつつ、病院長や副院長、エンドユーザーである医師と慎重に協議・検

討を行い、MOH からも合意を得た。また、既存機材の老朽度や使用状況等を調査し、各病院

において共通して整備の必要性が高いと判断された機材である。国内解析では、現地踏査にて

得られた様々な状況及び各機材の整備の妥当性の再検証を行い、機材計画に反映させている。

表 3-3  機材の選定基準 
機材の選定基準

① 現在想定している診療活動に整合した機材であること。

② 対象機材を利用すべき患者が見込める機材であること。

③ 機材操作や維持管理が技術的に対応可能であること。

④ 運用にあたって、過度な負担を必要としない機材であること。

⑤ 消耗品、交換部品が入手可能であること。

⑥ 機材を設置する諸室が整備されていること。

⑦ 既存機材の現況を踏まえた機材規模とすること。（将来的な調達計画も確認の上、重複を排除。）

上記の選定基準に対し、以下の 5 段階で評価を行った。 

≪評価基準≫

5：全く問題が無い  
4：概ね問題が無い  
3：懸念される点はあるものの、妥当性は認められる 
2：懸念される点が多い  
1： 妥当性が認められない  

全要請機材に対する評価結果は、「資料編 6. 機材検討表」に示すとおり。 

2) 機材数量の検討

上記基準により選定された計画機材に対し、機材毎に使用頻度、将来の医療活動、主要諸室

の規模設定等を勘案し、各機材の数量を算定した。
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3) 計画機材

上記検討の結果、選定された計画機材リストを以下に示す。病院ごとの計画機材数は「資料

編 5. 病院別機材リスト」に示すとおり。 

表 3-4  計画機材リスト 

No. 要請機

材番号
機材名

数

量
使用目的 主な仕様

1 Req-1 一般 X 線撮影装置 8 X 線を使って診断画像を 
撮影する機器

- 床置き型

- 臥位撮影テーブル、立

位スタンド等

2 Req-2 移動式 X 線撮影装置 9 X 線を使って診断画像を 
撮影する機器

- DR
- FPD パネル

3 Req-3 超音波診断装置 13 患者の超音波診断
- ステーションタイプ

- 各種プローブ

4 Req-4 モバイル超音波診断装置 6 患者の超音波診断
- モバイルタイプ

- 各種プローブ

5 Req-5 ECG 6 心電図測定
- 12 誘導、3ch・6ch・

12ch

6 Req-6 人工呼吸器 21 自発呼吸障害患者の呼吸補助

- 呼吸モード：VC、PC、

SIMV、 CPAP、その

他

- 成人・小児・新生児用

マスク

7 Req-7 手術灯 14 手術時の照明
- 天井据付型

- LED

8 Req-8 手術台（マニュアル） 13 手術用
- 手動式

- 各種マットレス

9 Req-9 移動式吸引機 8 喀痰吸引に使用する - 床置き移動型

10 Req-10 患者モニター 29 患者モニタリングに使用する

- ECG, 呼吸数、SpO2,
体温, 心拍数, 脈拍、

血圧 等
11 Req-13 高圧蒸気滅菌機（小） 17 機械・器具の滅菌 - 縦型

12 Req-14 生化学分析装置 6 血液や尿等の検体から糖や

たんぱく質等の成分測定

- 解析用 PC 内蔵または

付属

13 Req-15 遠心分離機 6 検体の遠心分離処理 - 卓上型

14 Req-16 血球計測装置 5 血球数の測定・検査
- 測定項目：白血球数、

赤血球数、血小板等

15 Req-17 CR＆イメージライター 9 
X 線フィルムの代わりに

imaging プレートを用いた 
X 線撮影 

- スキャナ、ドライイメー

ジャ、カセッテ等

16 Req-18 手術器具(大) 5 外科手術
- ペアン鉗子、モスキー

ト鉗子、開創器等

17 Req-20 上部消化管内視鏡 6 胃内部の検査・診察

- ファイバースコープ、ビ

デオプロセッサー、モ

ニター、光源装置等

18 Req-21 下部消化管内視鏡 2 大腸内部の検査・診察

- ファイバースコープ、ビ

デオプロセッサー、モ

ニター、光源装置等

19 Req-22 気管支内視鏡 2 気管支内部の検査・診察

- ファイバースコープ、ビ

デオプロセッサー、モ

ニター、光源装置等

20 Req-23 電気メス 14 患部組織の切除、切開、凝固 - バイポーラ、モノポーラ
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4) メーカー保証期間満了後の保守サービス契約

機材の納入後、比較的早い時期に装置に不具合が発生し使用不能状態に陥り、機材が放置さ

れてしまう状況を防ぐため、本計画では機材納入後 3 年間のメンテナンスサービスを含めるこ

ととする。通常付帯させる 1 年間のメーカー保証期間満了からの 2 年間、オンコールサービス

及び定期メンテナンスサービスを日本側の負担で付帯する。この保守サービス契約には、スペ

アパーツや修理部品の交換も含めることとする。なお、試薬や使い捨て部品などの消耗品につ

いては全てユーザー負担となる。

保守サービス契約の対象機材の選定基準は、①故障発生が診療に大きな影響を及ぼす機材、

②現地代理店の技術者のみが修理できる機材（病院内での対応が困難）とし、1 年当りの保守

サービスの内容は下記のとおりである。

表 3-5  保守サービス契約対象機材と内容 

No. 機材名 数量
定期点検回数/
年/台ｘ2 年 

オンコール回数/年/
台ｘ2 年 

1 一般 X 線撮影装置 8 式 4 無制限

2 移動式 X 線撮影装置 9 式 4 無制限

3 超音波診断装置 13 式 4 無制限

4 モバイル超音波診断装置 6 式 4 無制限

5 ECG 6 式 4 無制限

6 人工呼吸器 21 式 4 無制限

10 患者モニター 29 式 4 無制限

13 高圧蒸気滅菌機（小） 17 式 4 無制限

14 生化学分析装置 6 式 4 無制限

16 血球計測装置 5 式 4 無制限

17 CR＆イメージライター 9 式 4 無制限

20 上部消化管内視鏡 6 式 4 無制限

21 下部消化管内視鏡 2 式 4 無制限

22 気管支内視鏡 2 式 4 無制限

23 電気メス 14 式 4 無制限



80 

3-2-3 概略設計図 

主な据付機材レイアウト図は下記の通り。 

 

【ジャイル地区総合診療センター】 

図 3-1 ジャイル地区総合診療センター レイアウト図 

 

【パンフィロフ地区総合診療センター】 

図 3-2 パンフィロフ地区総合診療センター レイアウト図 
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【モスクワ地区総合診療センター】 

図 3-3 モスクワ地区総合診療センター レイアウト図 

 

【ソクルク地区総合診療センター】 

図 3-4 ソクルク地区総合診療センター レイアウト図 
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【チュイ州統合病院】 

図 3-5 チュイ州統合病院 レイアウト図 

 

【イシクアタ地区総合診療センター】 

図 3-6 イシクアタ地区総合診療センター レイアウト図 
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【チュイ地区総合診療センター】 

図 3-7 チュイ地区総合診療センター レイアウト図 

 

【トクモク市総合診療センター】 

図 3-8 トクモク市総合診療センター レイアウト図 
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【ケミン地区総合診療センター】

図 3-9 ケミン地区総合診療センター レイアウト図 

【イシクアタ地区総合診療センター イワノフカ村分院】

図 3-10 イワノフカ村総合診療センター レイアウト図 
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3-2-4 調達計画 

3-2-4-1 調達方針 

本計画は、日本国政府により閣議承認され交換公文（Exchange of Notes、E/N）及び贈与契

約（Grant Agreement、G/A）が署名された後、正式に実施される。E/N、G/A の署名後、速や

かにキルギス実施機関と日本国法人のコンサルタントがコンサルタント契約を結び、計画の詳

細設計業務を行う。詳細設計後、日本国法人の医療機材調達業者選定のための入札が行われ、

落札した業者とキルギス実施機関の間で業者契約が締結され、医療機材納入・据付が実施され

ることとなる。 
 

(1) 事業実施体制 

1) キルギス側実施体制 

本計画の責任機関及び実施期間はキルギス MOH であり、契約当事者となる。各対象病院

は MOH の監督の下でキルギス側負担工事を分担して実施する。 
 

2) 国際協力機構（JICA） 

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、実施機関であるキルギス保健省との間で G/A を
締結し、本計画が無償資金協力の制度に従って適切に実施されるよう実施監理を行う。 

 

3) コンサルタント 

両国政府による E/N、G/A の締結後、日本国法人のコンサルタントは、日本国の無償資金

協力の手続きに従い、直ちにキルギス保健省とコンサルタント契約を結ぶ。この契約に従い、

以下の業務を実施する。 
 

① 詳細設計：計画内容の最終確認、詳細設計図書（計画に含まれる機材に関する仕様書

やその他の技術資料）の作成等の詳細設計業務 
② 入札業務：実施機関が行う機材調達業者選定のための入札･契約に関する入札関連業

務（入札図書作成、入札業務、入札評価、業者契約） 
③ 調達監理：機材調達、納入、据付、操作指導、保守管理指導に対する監理業務 
④ メーカー保証満了前検査：引渡し1年後の機材の満了前検査業務 
⑤ 保守サービスの監理：保守サービスの実施状況と機材状況の確認業務 

 

「詳細設計」とは、協力準備調査報告書に基づき機材計画の詳細を決定し、それらに関す

る仕様書、入札条件書、及び機材調達に関する契約書案等からなる入札図書を作成すること

を示し、機材調達に必要な費用の見積りも含まれる。また実施機関が行う機材納入・据付業

者の入札による選定への立ち会い、契約に必要な事務手続き及び JICA への報告等に関する

入札関連業務を実施する。 
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「調達監理」とは、機材納入・据付業者が実施する業務について、契約書どおりに実施さ

れているか否かを確認し、契約内容の適正な履行を確認する業務を指す。さらに、計画実施

を促進するため、公正な立場に立ち、関係者に助言、指導、関係者間の調整を行うもので、

主たる業務内容は下記のとおりである。 
 

① 機材納入・据付業者より提出される機材仕様書その他図書の照合及び承認手続き 
② 納入される機材の数量、品質・性能の出荷前検査及び承認 
③ 機材の納入・据付、取扱い説明の確認 
④ 据付前工事進捗状況の把握と報告 
⑤ 機材の引き渡し検査及び引渡しへの立会い 
⑥ 保守契約の実施状況確認業務 

 

コンサルタントは、上記業務を遂行する他、日本国政府関係機関に対し、本計画の進捗状

況、支払手続き、完了引渡しなどについて報告を行う。 
 

4) 機材調達・据付業者 

本計画に係る機材調達・据付業者の発注先は、一定の資格要件を有する日本国法人に限定

され、資格制限付一般入札によって請負業者が選定される。 

機材調達・据付業者は、契約に基づき機材の調達・搬入・据付を行い、キルギス側に対し

当該機材の操作と初期操作指導を行う。また、機材引渡し後においても、継続的に機材のス

ペアパーツ及び消耗品の保証期間中の無償供給及び保守サービス契約満了後の有償供給、技

術サポートを受けられるべく、機材供給メーカー・代理店の協力のもとに後方支援を行う。 
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(2) 事業実施体制

以下に本計画の事業実施体制を示す。

図 3-11 本計画における事業実施体制 

(3) 機材引き渡し後の業者によるメンテナンスサービスの実施モニタリング

機材担当者は、機材引き渡し後の 3 年間、年 1 回対象病院及び機材代理店を訪問し、調達

契約に含まれるメンテナンスサービスの実施状況を確認し、MOH、各病院及び JICA へ報

告する。

3-2-4-2 調達上の留意事項

(1) スケジュール管理

本計画は老朽化機材の更新及び不足機材の新規整備を行うことを目的としている。各病院とも

早急な機材の整備が望まれていることから、キルギス側から機材調達、据付、引渡しの期間を短

縮させるよう強い要望が出された。調査団からは、無償資金協力を実施する上で必要な手続きや

その手続きに要する期間を説明しており、日本側としても可能な範囲でスケジュールの短縮を目

指すこととした。キルギス側も医療機器登録に関し、手続きの免除もしくは簡素化について法案

を作成し、工期短縮に尽力することを合意している。

なお、キルギスでは調達機材の据付工事に従事できる現地代理店やエンジニアが限られており、

周辺国から派遣せざるを得ない状況であることから、機材輸入や機材輸送、機材据付け、初期操

作指導等のスケジュール管理を慎重に行う。

コンサルタント契約

情報共有

JICA キルギス

事務所

交換公文

（E/N） 

コンサルタント 機材調達業者 

機材調達契約 

調達監理 

進
捗
等
の
報
告
 

進捗等の報告 

贈与契約 

（G/A） 

キルギス国政府機関

MOH 
ジャイル地区総合診療センター

パンフィロフ地区総合診療センター

モスクワ地区総合診療センター

ソクルク地区総合診療センター

イシクアタ地区総合診療センター

チュイ州統合病院

チュイ地区総合診療センター

トクモク市総合診療センター

ケミン地区総合診療センター

イワノフカ村分院

日本国政府機関 

外務省 
在キルギス 

日本国大使館 

JICA 本部 
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(2) 機材据付技術者の派遣 

案件実施後、調達機材が継続的かつ適正に作動し、医療サービスの質を担保するためには、機

材の適正な操作及び維持管理法を伝達することが極めて重要である。したがって、機材据付技術

者は、各機材の取り扱いに習熟した技術者を選定すると共に､機材の取り扱いの説明（操作技術､

簡易な修理技術や点検方法等）には十分な時間をとり､受け入れ側担当者の理解度を十分に確認し

つつ実施する。 
 

(3) 免税措置 

1) 輸入税 

以下の書類を税関当局に提示することにより、免税通関が可能となる。 
・ 国際約束（E/N、G/A) 
・ 経済・財務省発行の免税レター 
・ 実施機関との契約書 
・ インボイスなどの船積書類 
・ MOH からの委任状 
・ 医療機器登録証明書及び品質管理証明書（免除となる場合には、免除を証明するた

めの書類） 
 

※品質管理証明書については事前に申請することができず、医療機器が保税倉庫に到着した時点での申 

請となる。ISO 認証を取得している場合には 1 週間程度で証明書が発行される。品質管理証明書が不 

要な機材に関しては、ウェブサイトを通じて申請することで、通関を許可するレターが発行される。 
 

2) VAT 

キルギスでは 12％の VAT が課されている。現地代理店によると、VAT に関しては還付の

手順が煩雑であるため、既にキルギス国内に輸入されている製品に対して免税措置を講じる

ことは現実的ではない。よって、落札した機材業者がキルギス国内の代理店より機材を購入

して調達する場合には、現地代理店は本案件のために新たに機材を輸入し、輸入税免税と同

様の手続きを取ることにより、免税措置を受けられる。 
 

(4) 医療機器登録 

キルギス国内で使用する医療機器及び周辺機器についてはすべて医療機器登録が必要となる。

同じメーカーの製品であってもモデルごとに登録が必要となるため、モデルチェンジが行われた

場合にはその都度登録を行うことが求められる。登録済みの医療機器については MOH の管轄組

織である、医薬品供給及び医療機器部門のウェブサイト(http://www.pharm.kg/en/)にて誰でも閲

覧することができる。ただし周辺機器については公開されていないため、その都度問い合わせて

登録の有無を確認する必要がある。登録に必要な費用、書類は機材によって異なるが、メーカー

からの委任状、メーカー本社の登記情報、仕様マニュアルやスペックシートなどが必要となる。

尚、2022 年 1 月以降はキルギス、ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニアが加盟する
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EAEU の共通規則に基づき登録が行われることが計画されていたが、本規則の適応は 2023 年ま

で延長されることが決定している。 

現在はキルギス国内の規定にて医療機器登録を行っており、新規登録には 3 か月程度を要し、

登録の際には実機の確認が行われる。以前はライセンスの期限に有効期限があったため、登録機

材の中には 5 年の有効期限のもあるが、現在の申請ルールでは永久ライセンスとして発行してい

るため、有効期限内に登録の更新を行うことで永久ライセンスを取得することができる。 

2022 年以前に加盟国それぞれの国内の規定にて医療機器登録がされているものに関しては、

国内での使用許可に限定されるが、2023 年以降に適応される EAEU の共通規定では加盟国内で

の使用許可も合わせて医療機器登録を行うことができる。その場合には適応国を指定し、適応国

に対しても登録費用を支払うことで、複数の加盟国内での使用許可を申請することができる。登

録をするためには、申請後、加盟国内にある検査場に製品を送って製品検査を受ける必要がある。

キルギス国内には指定の検査場がないため、キルギス以外の加盟国の検査場に機材を送って審査

を受けることとなる。そのため、キルギス国内だけで手続きを完了することはできず、検査場の

ある加盟国に対し追加費用を支払う必要が生じる。コンピュータ断層撮影（CT）など移動の難し

い大型機材の場合にはメーカーの工場までメーカーもしくは代理店の負担にて検査員が出張し、

検品を行うこととなる。なお、キルギス国内に使用を限定する場合には、手続きの簡素化すると

いう内容の法案が現在作成中である。キルギスにおける医療機器登録については引き続き医薬品

及び医療機器部門が担当する予定である。 

本計画においては、医療機器登録を免除とすることが検討されており、2022 年中の成立を目指

し、MOH が法案を作成している。登録が完全に免除とならない場合においても簡素化する方向

で調整をすることを MOH と合意している。 
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3-2-4-3 調達・据付区分 

本計画の実施は日本国とキルギス国との相互協力により実施される。本計画は日本国政府の無

償資金協力により実施され、両国の施工区分／調達区分で特記すべき項目は次表のとおり。 
 

表 3-6  負担業務区分表 

業務内容 日本側 

 

キルギス側 

 □ 機材調達関連 

- 機材調達 ○  

- 機材据付工事 ○  

- 試運転調整 ○  

- 使用方法など指導 ○  

- 機材設置に係る法的手続き・検査など  ○ 

□ 設備工事 

- 建物内のユーティリティ設備工事  ○ 

- 調達機材への電源など接続工事 ○  

□ 機材保管場所の確保  ○ 

□ 輸送・通関業務 

- サイトまでの機材輸送 ○  

- 通関業務 ○ ○ 

- 免税措置  ○ 

□ 銀行取り決めと手数料の支払い  ○ 

□ 本業務関係者の出入国・滞在に必要な便宜供与  ○ 

□ 調達機材の適切で効果的な運用・管理  ○ 

□ 本業務実施に必要な許可手続き  ○ 

□ 無償資金協力に含まれない全ての関連業務にかかる費用負担  ○ 

 

3-2-4-4 調達監理計画 

(1) 調達監理方針 

日本国政府が実施する無償資金協力の方針に基づき、コンサルタントは概略設計の主旨を踏ま

え、詳細設計業務を含む一貫したプロジェクト遂行チームを編成し、円滑な業務実施を行う。本

計画の調達監理に対する方針は下記のとおりである。 
 

① 両国関係機関の担当者と密接な連絡を行い、遅滞なく機材整備が完了することを目指

す。 
② 機材調達･据付業者とその関係者に対し、公正な立場にたって迅速かつ適切な指導･助

言を行う。 
③ 機材据付、引渡し後の運用･管理について適切な指導･助言を行う。 
④ 機材据付工事が完了し、契約条件が満たされたことを確認した上で、機材の引渡しに

立ち会い、キルギス側の受領承認を得て、その業務を完了させる。 
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(2) 調達監理計画 

本計画の調達先は、日本、キルギスまたは第三国である。日本または第三国における船積みの

際には、船積港にて第三者検査機関による船積前機材照合検査を実施する。コンサルタントは第

三者機関から提出される検査証の内容を書面にて確認するものとする。またコンサルタントは検

査完了確認後、速やかに検査報告書をキルギス MOH 宛てに発行し、報告を行う。本計画で調達

される全ての機材は据付工事・初期操作指導の完了後、MOH 責任者、病院責任者、機材調達業

者、コンサルタント立会いの下、検収・引渡しを行う。検収においては、契約書に示された内容、

モデル名、原産地、メーカー名、ODA ステッカー貼付の有無、外観検査などを実施する。 

 

3-2-4-5 品質管理計画 

本計画の計画機材は、日本メーカーに加え第三国まで調達範囲を広げるが、価格のみで採用さ

れることがないよう、メーカーの本社所在地 DAC あるいは OECD 加盟国や指定した国の製品に

限定することや JIS マークや CE マーク、IEC マーク等の国際規格にて機材の品質を確認できる

こと等の一定の制限を設け、機材としての品質を確保する。 

さらに、本計画で調達される機材は完成品であることから、工場出荷前検査及び船積前機材照

合検査により調達機材の品質管理を行う。工場出荷前検査は、工場等でメーカー特有の梱包を要

する機材、精密機械、大型機械など、船積前機材照合検査のみでは充分な品質確認が難しい機材、

また港にて検査のできない精密医療機器を対象に行う。船積前機材照合検査は、日本調達品、第

三国調達品を対象に船積港（または空港）周辺の指定倉庫にて行う。 

 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

キルギスで製造されている医療機材はほとんど無く、日本製品、あるいは第三国製品を調達す

ることになる。調達に際しては、現地もしくは周辺国に代理店がありアフターセールスサービス

が提供可能であることを条件とする。また、第三国まで調達範囲を広げる場合は、キルギス市場

において調達が可能であり、また修理・アフターケア体制、普及度といった要素を重視する。各

代理店は、医療機器の調達に合わせて、必要時にはメーカーのトレーニングを受け、新たに資格

を取得するという体制をとっており、専門性があるエンジニアを雇用している状況である。なお、

コンピュータ断層撮影（CT）などの大型機材に関しては、カザフスタンやウズベキスタンなどの

周辺国にある代理店と連携し、キルギス国内の現地代理店でアフターセールスサービスを提供し

ているものもある。本計画においては、アフターセールスサービスを行う現地代理店については、

ビシュケク市内に限ることなく、近隣国のカザフスタンやウズベキスタン、トルコの代理店から

アフターセールスサービスを提供するメーカーも対象とする。 

輸送計画については、日本及び第三国から調達する機材は、海上及び陸上によりビシュケク市

まで輸送する。日本調達の場合には日本の港からロシアもしくは中国の港まで海上輸送し、カザ

フスタンを通ってビシュケクまで鉄道にて輸送する。ビシュケクにて通関し、ビシュケクから各

サイトまではトラック輸送とする。これまで日本からキルギスへの輸送は中国ルートをメインに
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行われてきたが、コロナ禍により中国を通過するルートは 3 か月～5 か月待っても鉄道に乗れな

いという混乱状態に陥っていることから、ロシア経由での輸送にシフトしている。ロシア経由に

て輸送する場合でも、平常時であれば 40~50日にて到着していたが、現在は少なくとも 3か月程

度は要する状況にある。いくつもの輸送経路へ経てサイトまで運ぶため、現地事情に配慮し、円

滑かつ安全な輸送を目指す。 

 

3-2-4-7 初期操作指導・運用指導等計画 

本計画で計画した機材は医療機材であり、安全で継続的に使用されるためには機材の運用や管

理に最大の配慮を払う必要がある。従って、機材据付時には、メーカーもしくは現地代理店から

整備機材について十分に知識がある技術者を派遣し、初期操作指導ならびに運用指導を実施する

こととする。コンサルタントはこれらの指導が適切に実施されるよう監理するとともに、引渡し

時には指導を受けた担当責任者が十分に理解したかどうかの確認を行う。  
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3-2-4-8 実施工程 

E/N 及び G/A の締結から、キルギス国内における批准に 2か月程度を要すると想定する。詳細

設計及び調達に必要な期間については E/N 及び G/A 締結後、コンサルタント契約締結から詳細

設計・入札図書承認までに約 4 か月、その後入札及び業者契約までに約 2 か月、機材調達業者契

約後の調達期間に約 8 か月を予定している。下記に事業実施工程を示す。 
 

表3-7 業務実施工程表 
延月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

実施 

設計 

                                    

調達 

                                    

先方負

担工事 

                                    

保守サ

ービス

監理 

                                    

                                    

                                    

 
 
  

現地調査 

国内解析・詳細設計 
入札図書承認 

入札 
(計 6 か月) 

機器製作図確認 
機器製作 

キックオフ協議 
出荷前検査 

船積み前機材照合検査 

開梱・搬入・据付工事 

検収・引渡し 
(計 14 か月) 

機器輸送 

船積み 

1 年目保証期間 
 

監理 

監理 
2 年目保証期間 

 

3 年目保証期間 
監理 

入札評価 

先方負担事項確認 
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3-3 相手国側分担事業の概要 

(1) 相手国負担事項 

調査を通じて確認された本計画に係る相手国負担事項は以下のとおりである。 

 
表 3-8 相手国負担事項 

入札まで  銀行取極（B/A）開設 
 コンサルタント契約にかかる支払授権書（A/P）発行及び手数料、支払い手数料 

引渡しまで  調達業者契約にかかる支払授権書（A/P）発行および発行手数料、支払い手数料 
 機材の速やかな荷揚げと通関（医療機器登録免除の場合には、免除を証明するため

の書類、手続き） 
 本計画にかかるサービス提供に関連する日本人または第三国人の入国と滞在許可 
 本計画にかかる機材調達、サービスの提供に関連し、被援助国において課税される

関税、内国税、その他の税金が、関連機関により免税されることを保証 
 本計画に含まれない家具及び備品（テーブル、椅子等）の調達 
 機材据付対象施設に設置されている既存機材の移設、施設改修工事、ユーティリ

ティ（電気、給排水）工事の実施 
 プロジェクトモニタリングレポート（PMR）の提出 
 完工時のプロジェクトモニタリングレポート（PMR）最終版の提出 
 必要な職員の配置 

引渡し後  調達機材の適正使用・管理にかかる維持管理費用の確保 
 運営管理体制の構築 
 日常点検と定期点検の実施 
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3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画

(1) 運営体制及び組織

本計画の監督官庁・実施機関はキルギス MOH であるが、引渡し後は対象医療施設である各病

院がその運営・維持管理にあたる。本計画は、ビシュケク市及びチュイ州におけるNCDs 対策に

必要な医療機材を整備することを目的としており、対象 10 病院において医療機材の整備を行い、

診療機能の強化と医療サービスのレベル向上を目指す。各病院は、キルギス政府が定めている

100 床あたり 1 人の機材維持管理技術者の配置を目標に、必要人材の配置に引き続き尽力する必

要がある。また、本計画では初期操作指導と現地代理店訪問時に機材維持管理技術者とエンドユ

ーザーである医師や看護師、検査技師に対し技能研修を実施し、機材引渡し後の運営維持管理を

円滑に実施できるよう計画している。

(2) 要員計画

MOH の組織には、医療機材のメンテナンスを行う部門がなく、各病院がメンテナンス業者に

依頼して医療機材のメンテナンスを実施している。100 床にあたり機材維持管理技術者 1 名を配

置することになっているものの、現状多くの病院が要員を確保できていない。そのため、メンテ

ナンス業者や現地代理店等の支援を受けつつ、調達機材に必要なメンテナンスを行える要員を各

病院が確保できるよう、MOH が各病院と協力し必要な方策を講じることを確認した。

(3) 機材維持管理計画

据付時の初期操作指導にて機材維持管理技術者とエンドユーザーである医師や看護師、検査技

師に対し、操作指導と日常点検の作業について指導を行う。さらに、本計画で調達される機材の

適切な運営・維持管理を確保するため、高額機材、救命機材、精密機材等アフターセールスサー

ビスが必須と判断される機材については、引渡し後 1年間の無償保証期間満了から 2 年間、日本

側負担による保守契約付帯を計画する。保守契約付帯では代理店エンジニアによる定期点検（例、

3 か月に 1 度訪問））とオンコールサービス、定期的に交換する部品の交換を行うと共に、定期

点検時に日常点検の点検項目確認と必要に応じた点検実技指導を実施する。

本計画による機材の引き渡し後は下記の維持管理体制が必要となる。

1) 始業点検及び終業清拭・点検

 現在は特に機材の定期的な点検は実施されておらず、不具合が発生した際に修理を依頼する

という対応を取っている。機材の状態を良好に保ち、故障を防ぐためには、始業時点検、終業

時の清拭を行うとともに、定期点検を実施することが望まれる。したがって、本計画の機材引

き渡し時には、設置技術者より機材の清拭・点検に関する指導を行う。さらに、機材引き渡し

後も機材の維持管理が適切に行われるよう、日常点検、定期点検の定着化を目指し、保守契約

期間中に現地代理店の技術者が定期点検に訪問する際には、継続した指導と確認を行う。 
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2) 校正 

検査用分析器に関しては、測定精度確保の観点から、一定期間毎に機器の校正を行う必要が

ある。現状病院では校正は行っておらず、現地代理店の中には試薬の補充などで病院を訪問し

た際に校正を行っているところも存在する。本計画で調達される機材のうち、定期的な保守点

検が必要な機材については、日本側の負担による保守契約に含まれる定期点検時に機器の校正

が実施される。本計画による保守契約が満了する 4 年目以降については、病院が独自に代理店

と保守契約を結び、定期的なメンテナンスを委託することが推奨される。 
 

3) 故障時の修理 

 ほとんどの病院において機材の修理ができる機材維持管理技術者の配置がなく、故障が発生

した際には現場の医療従事者が入札によって修理業者を決定している。故障時には迅速に修理

対応を行い、機材を持続的に使用するためには、本計画において、引き渡し後の 3 年間付帯す

るような保守契約を病院と現地代理店の間で継続することが望ましい。対象病院には、機材維

持管理技術者の配置、保守契約の継続を提案するとともに、機材引き渡し時には各代理店名、

担当者、連絡先を一覧にしたリストを病院に渡し、不具合時にも診療活動に支障を来すことな

く、スムーズに対応ができる体制を整える。 
 

4) 機材インベントリーリスト 

MOH には全国の国立病院における所有機材及び稼働ステータスを一元管理する、医療機材

管理部門があり、各病院の所有機材が中央レベルで把握できるシステムが構築されている。各

病院には病院が所有する機材及び稼働状況を適宜管理システムに入力し、データ管理を行う担

当者が配置されることとなっている。本来その要員は、機材の保守管理をする技術職員が当た

ることとなっているが、ほとんどの病院において機材維持管理技術者の配置がないため、事務

職員が専任又は兼任でその担当としてアサインされている。本案件で調達される機材について

も適切にモニタリング・管理がなされるよう、本システムへの迅速な登録を行うよう依頼する。

尚、当該システムにおける情報の更新は適宜行われているが、管理する機材番号については共

通の規則がなく、病院が独自で番号をつけている。そのため、医療機材と PC などの事務機材

が 1 つのカテゴリの中で混在しているような状況にあり、今後は当該部門にてカテゴリの整理

を行うことが推奨される。 
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3-5 プロジェクトの概略事業費

3-5-1 協力対象事業の概略事業費

本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は、約 10 億円となり、日本とキルギ

スとの負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記（3）に示す積算条件によれば、次のとおり見積

もられる。ただし、この額は交換公文上の供与限度額を示すものではない。

(1) 日本側負担経費

調達業者契約認証まで非公表

(2) キルギス側負担経費

表 3-9 キルギス側負担経費 

項目 
概算費用 

（百万円） 
（千 USD）

1) 大型既存機材撤去費用 19 2.1 
(内訳） 

ジャイル地区総合診療センター 2.5 
パンフィロフ地区総合診療センター 1.5 

モスクワ地区総合診療センター 2.5 
ソクルク地区総合診療センター 2.0 

チュイ州統合病院 2.5 
イシクアタ地区総合診療センター 2.5 
チュイ地区総合診療センター 2.0 
トクモク市総合診療センター 1.0 
ケミン地区総合診療センター 2.0 

イシクアタ地区総合診療センター

イワノフカ村分院
0.5 

2) 銀行手数料 等 9 1 
合 計 28 3.1 

(3) 積算条件

• 積算時点 ：2021 年 10 月 

• 為替交換レート ：1US$=111.10 円, 1EUR=131.32 円

• 調達期間 ：詳細設計及び調達の期間は、実施工程に示したとおり。

• その他 ：本計画は日本国政府の無償資金協力の制度に従い実施されるものと

する。
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3-5-2 運営・維持管理費   

(1) 機材年間保守管理費 

機材維持管理費は修理費用、及び消耗品・交換部品費で構成される。消耗品は引き渡し初年度

から必要になるが、故障はメーカーの無償保証にて対応する。3 年目までは保守契約対象機材の

修理費用は発生しないが、それ以外の機材は修理費用が発生する。4 年目以降は全ての機材につ

いて保守契約が切れるので、各病院自身で契約の更新、もしくは修理時にメーカー代理店を呼び

対応を依頼する必要がある。 

本計画で整備する医療機材の維持管理費は、下表に示すとおりである。2020 年度の各対象病

院の予算は平均で約 719 千 USD となっており、引き渡し初年度の各病院の維持管理費の全体予

算に対する割合は、各病院とも 4%以下となっている。また、本計画で整備する医療機材の維持

管理費及び消耗品・交換部品については、MOH・各病院共に必要金額を確認し、MOH 支援の

下、予算を確保することに合意している。さらに、４年目以降については、各病院で運営維持管

理費を確保することを合意済みであり、本計画で供与した機材の活用等を通じて得た診療報酬を

機材の維持管理費に充てる予定である。 
 

表 3-10 医療機材維持管理費 
(単位：USD)     

  引渡し初年度 2 年目～3 年目 4 年目以降 
ジャイル地区総合診療センター 0 875 105,024 
パンフィロフ地区総合診療セン

タ  
0 0 119,809 

モスクワ地区総合診療センター 0 1,015 106,190 
ソクルク地区総合診療センター 0 724 149,249 

チュイ州統合病院 0 583 129,881 
イシクアタ地区総合診療センター 0 583 85,081 
チュイ地区総合診療センター 0 0 126,131 
トクモク市総合診療センター 0 1,015 67,658 
ケミン地区総合診療センター 0 864 107,089 

イシクアタ地区総合診療センター 

イワノフカ村分院 0 724 69,318 

修理費用 小計 0 6,383 1,065,431 
ジャイル地区総合診療センター 5,256  5,256  5,256  
パンフィロフ地区総合診療セン

タ  
17,721  17,721  17,721  

モスクワ地区総合診療センター 16,385  16,385  16,385  
ソクルク地区総合診療センター 17,077  17,077  17,077  

チュイ州統合病院 12,151  12,151  12,151  
イシクアタ地区総合診療センター 11,520  11,520  11,520  
チュイ地区総合診療センター 17,945  17,945  17,945  
トクモク市総合診療センター 5,992  5,992  5,992  
ケミン地区総合診療センター 12,031  12,031  12,031  

イシクアタ地区総合診療センター 

イワノフカ村分院 11,540  11,540  11,540  

消耗品・交換部品費 小計 127,619  127,619  127,619  
合計 127,619 134,007 1,193,052 
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消耗品費の明細は以下のとおり。

表 3-11 機材年間消耗品費 

機
材
番
号

機材名
数
量

単
位 消耗品・交換部品

単価

(USD) 

年間

必要量
単位

小計

(USD) 

1 一般 X 線撮影装置 8 式 - - - - - 
2 移動式 X 線撮影装置 9 式 - - - - - 

3 超音波診断装置 13 式
ゲル 7 5 本 455 
記録紙 7 20 巻 1,820 

4 モバイル超音波診断装

置
6 式

ゲル 7 2 本 84 
記録紙 7 10 巻 420 

5 ECG 6 式
ゲル 7 2 本 84 
記録紙 7 10 巻 420 

6 人工呼吸器 21 式

乳幼児用呼吸回路セット 412 2 セット 17,304 
小児用呼吸回路セット 412 2 セット 17,304 
成人用呼吸回路セット 412 2 セット 17,304 
バクテリアフィルター 11 2 個 462 

7 手術灯 14 式 ハンドル 14 0.1 個 20 
8 手術台（マニュアル） 13 式 - - - - - 

9 移動式吸引機 8 式

吸引チューブ 10 5 箱 400 
フィルター 100 2 セット 1,600 
ホース 50 2 セット 800 

10 患者モニター 29 式

乳幼児用プローブ 214 1 個 6,206 
小児用プローブ 214 1 個 6,206 
成人用プローブ 214 1 個 6,206 

電極 1 100 個 2,900 
記録紙 7 15 巻 3,045 

バッテリー 100 0.5 個 1,450 
13 高圧蒸気滅菌機（小） 17 式 ガスケット 27 1 個 459 
14 生化学分析装置 6 式 メンテナンスキット

( ブ等）
1450 1 セット 8,700 

15 遠心分離機 6 式 - - - - - 
16 血球計測装置 5 式 メンテナンスキット

( ブ等）
400 1 セット 2,000 

17 CR＆イメージライター 9 式 X 線フィルム 374 6 箱 20,196 
18 手術器具(大) 5 式 - - - - - 
20 上部内視鏡 6 式 - - - - - 
21 下部内視鏡 2 式 - - - - - 
22 気管支内視鏡 2 式 - - - - - 

23 電気メス 14 式
ハンドピース 421 1 個 5,894 
ブレード 84 5 個 5,880 

*X 線のフィルムについては CR&イメージライターにて計上

*手術灯のハンドルについては 10 年で交換
合計 127,619 





第４章  プロジェクトの評価 
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第 4 章 プロジェクトの評価 

4-1 事業実施のための前提条件 

本計画実施のためには、キルギス側により、「3-3 相手国側負担事業の概要」で既述した免税

措置、輸入される資機材の便宜供与、銀行取極・支払授権書の発給、既存機材の撤去等について、

本計画の実施に支障のないようキルギス側で必要な手続きや作業等が遅滞なく執り行われること

が前提となる。さらに、医療施設の維持管理に関する予算・人員が確保されることも前提条件と

なる。 
 
4-2 プロジェクト全体計画達成のための必要な相手方投入（負担）事項 

本計画の効果を発現・維持するためにキルギス側が取り組むべき事項は、以下が考えられる。 
 
(1) 適切な人材の確保と配置 
本計画で新たに整備される機材を適切に運用し維持していくためには、機材の維持管理にかか

る新たな人員配置が必要となる。キルギスでは 100 床あたり 1 人の機材維持管理技術者を配置す

ることとなっており、キルギス MOH 及び各対象病院は、機材据付け開始前には配置をし、初期

操作指導に参加させることができるよう最善を尽くす必要がある。 
 
(2) 施設運営と機材維持管理のための予算の確保 

本計画の効果を達成するため、キルギス MOH 及び各対象病院は「3-5-2 運営・維持管理費」

で記述した増額分を確保し、調達された機材を適切に運営、維持することが求められる。 
 
(3) 人材の能力向上 

対象病院が適切な維持管理を継続的に実施するためには、各病院の機材維持管理能力を向上さ

せる必要がある。本計画では機材据え付け時の初期操作指導及び、保守契約に含まれる代理店に

よる定期メンテナンス時の指導・フィードバックを通じて、対象病院の機材維持管理能力の向上

を図る予定である。各病院はこれらの取り組みで学んだ技術を生かし、日常点検・定期点検を行

い、適切に維持管理を実施することが重要である。代理店エンジニアから直接指導を受けた機材

維持管理技術者及びエンドユーザーは、院内研修や地域内研修の実施により知識・技術を共有し、

効果を持続するための施策を講じる必要がある。 
 
4-3 外部条件 

事業目的達成のための外部条件：2020 年に発生した COVID-19 の感染拡大及び新たな感染症

の流行、キルギス及び周辺国における治安の悪化や紛争の発生によって機材調達や現地渡航の深

刻な妨げとならないこと、事業関係者の渡航滞在が確保されることが外部条件となる。 

 

 



101 

4-4 プロジェクトの評価 
4-4-1 妥当性 
(1) プロジェクトの裨益対象者 

首都ビシュケク市及びチュイ州に居住する約 205 万人が裨益対象者となり、キルギスの人口約

3 分の 1 に相当する。また、チュイ州は三次病院が集中するビシュケク市に地理的に近いため、

チュイ州に住む住民（患者）が疾病の重症度に関係なく、直接三次病院へ通院しているケースも

ある。そのため、三次病院の中にはチュイ州の二次病院からのリファー患者に加え、直接通院す

る患者により混雑しており、三次医療施設としての機能を果たせていない状況が見受けられる。

本計画により、ビシュケク市及びチュイ州の二次病院に機材が整備されることで、チュイ州から

の三次病院への不必要な患者の移動を減らし、チュイ州で必要な治療・診断が受けられるように

する意義は大きい。 
 
(2) 医療サービスへの地理的アクセスの改善の観点 

チュイ州における二次医療施設に必要な医療機材が整備され、二次医療施設として必要な医療

サービスが提供できることで、今までビシュケク市へのリファーを余儀なくされていた患者が近

隣の二次医療施設で診察、検査、治療を早期に受けることができるようになり、患者自身への負

担が軽減されると共に、患者の家族の経済的負担も軽減されるようになることが想定される。 
 
(3) キルギスの開発計画との整合性 

キルギス政府は、長期国家戦略「国家開発戦略（2018-2040）」における保健分野の目標や分野

別戦略である「公衆衛生の保護と保健システム開発のための計画（2019-2030 年）」の中で NCDs
（循環器疾患、がん、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患等）による 70 歳未満の若年層の死亡を 3 分の 1
に減少させることを目標として掲げ、二次医療施設における疾病の早期発見・治療に向けた医療

体制整備の取組を進めている。また、COVID-19 流行下においては、NCDs を基礎疾患として有

することが重症化に繋がりやすいリスク因子とされているため、NCDs の早期発見・治療が一層

重要となっている。本計画は、公的医療サービス提供の拠点となるビシュケク市及びチュイ州の

医療施設（州病院及び地区病院）において、NCDs の診断・治療用医療機材を整備することによ

り、各医療施設における診断・治療体制の強化を図り、もって保健医療サービスの質の向上に寄

与することを目的するものであり、キルギス政府が目指す保健医療体制改善に不可欠な優先度の

高い事業として位置づけられており、本計画に対するキルギス政府の期待値及び貢献度は非常に

高いと考える。 
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(4) 我が国の援助政策との整合性 

「対キルギス共和国別開発協力方針（2012 年 2 月）」では、重点分野「社会インフラの再構築」

のなかで、保健医療分野への支援を通じて、国民の生活水準の向上を目指すと定めている。また

対キルギス共和国 JICA 国別分析ペーパー（2020 年 3 月）において、社会セクター強化プログラ

ムを重点課題に位置付け、老朽化した医療インフラ（施設・設備・機材）の改善と維持管理能力

の強化を含めた保健医療サービスの向上が重要と分析しており、また「JICA 世界保健医療イニシ

アティブ」の「治療体制の強化」に該当し、本計画はこれら方針・分析に合致する。 

 

4-4-2 有効性 

以下に本計画の実施により期待される目標値を示す。 
 

(1) 定量的効果 

本プロジェクト実施により期待されるアウトプットは下記のとおり。 

 
表 4-1  本計画の成果指標 

指標名 基準値 
（2020 年実績値） 

目標値（2027 年） 
【事業完成 3 年後】 

入院・外来患者数（年） 77,137 人 92,000 人 
一般 X 線撮影件数（年） 77,089 件 85,000 件 
上部消化管内視鏡検査数（年） 1,680 件 4,560 件 

 
1) 基準値の算出 
現地調査 I において取得できたデータ（2020 年）を基準値とした。 

 
2) 目標値の算出 

① 入院・外来患者（年）の目標値については、各病院とも本来来院すべき患

者のうち平均して 2 割程度が他院（民間病院、三次病院）を選択している

と想定している。よって、機材が整備された後の患者増を 2 割と仮定して

算出した。 
② 一般 X 線撮影件数（年）の目標値については、上記と同率の 2 割程度増加

すると想定した。ただし、12,000 件を上限とした（1 日当たり 50 件を上限

（現地調査時ヒヤリングによる）。 
③ 上部消化管内視鏡検査数（年）の目標値については、内視鏡検査室が 1 部

屋であること、医師数が 1～2 名であること、内視鏡の洗浄は手洗いである

ことを考慮し、1 日当たりの検査数を 3 件として算出した。 
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対象病院の各指標基準値及び目標値は下表の通り。 

 
表 4-2 対象病院の各指標基準値 

 ジャイル パンフィロフ モスクワ ソクルク チュイ州 イシクアタ 

患者数 
（入院・外来） 12,707 人 3,008 人 6,397 人 8,825 人 15,873 人 9,278 人 

対象病院における

X 線撮影件数 5,089 件 4,800 件 9,600 件 7,200 件 12,000 件 12,000 件 

上部消化管内視鏡

検査数 435 件 0 件 0 件 286 件 740 件  125 件 

 チュイ トクモク ケミン イワノフカ 合計 

患者数 
（入院・外来） 6,847 人 8,698 人 2,144 人 3,360 人 77,137 人 

対象病院における

X 線撮影件数 12,000 件 12,000 件 2,400 件 0 件 77,089 件 

上部消化管内視鏡

検査数 94 件 0 件 0 件 0 件 1,680 件 

 *各病院におけるヒアリング結果による 
 

表 4-3 対象病院の各指標目標値 
 ジャイル パンフィロフ モスクワ ソクルク チュイ州 イシクアタ 

患者数 
（入院・外来） 15,248 人 3,610 人 7,676 人 10,590 人 19,048 人 11,134 人 

対象病院における

X 線撮影件数 6,107 件 5,760 件 11,520 件 8,640 件 12,000 件 12,000 件 

上部消化管内視鏡

検査数 720 件 720 件 0 件 720 件 960 件 720 件 

 チュイ トクモク ケミン イワノフカ 合計 目標値 

患者数 
（入院・外来） 8,216 人 10,438 人 2,573 人 3,532 人 92,064 人 92,000 人 

対象病院における

X 線撮影件数 12,000 件 12,000 件 2,880 件 2,100 件 85,007 件 85,000 件 

上部消化管内視鏡

検査数 0 件 720 件 0 件 0 件 4,560 件 4,560 件 

 
(2) 定性的効果 

本プロジェクト実施により期待されるアウトプットは次頁のとおり。ヒアリング及びアン

ケートの実施により定性的効果を評価する。 
 

1) 患者の満足度の向上 

医療機材整備を行うことにより、これまでビシュケク市内の三次医療施設や私立病院に

リファーされていた患者が、二次医療施設であるそれぞれの対象施設にて適切な医療サー

ビスを受けることが可能となる。また、地域住民の医療サービスへのアクセスが改善され、
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リファーにかかる移動や費用の軽減が期待できることも患者の満足度向上につながると考

えられる。 
 

2) 対象施設における医療サービスの改善 

高度医療診断機材及び治療機材の整備・更新により、これまで他病院へリファーしてい

た患者の検査、診断、治療が対象医療施設で可能になり、NCDs をはじめとする疾患の早

期発見・治療を行うことが可能となる。また、これまで病院が有していなかった必要機材

の整備及び老朽化していた機材の更新を行うことにより、診断や治療の正確性向上や効率

化を図ることができ、医療サービスの質の向上が期待される。提供する医療サービスの質

が改善すれば対象病院を利用する患者数も増加すると考えられるため、①患者数が増加し

たと感じているか、②三次病院へのリファー数が減少したと感じているか、③整備した機

材を使用することでより満足した診療活動ができるようになったと感じているか、④待ち

時間が減少したと感じるか等を病院関係者及び患者に対しヒアリングすることにより評価

する。 

 

4-4-3 結論 

以上の内容により、本計画の妥当性は高く、高い有効性が見込まれると判断される。 





資  料 

1.調査団氏名、所属

2.調査行程

3.関係者（面会者）リスト

4.討議議事録（M/D）

5.病院別機材リスト

6.機材検討表
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資料 1 調査団員氏名、所属

1-1 第 1 回現地調査（2021 年 9 月 25 日～10 月 24 日）

氏名 担当 所属

葦田 竜也 総括
JICA 人間開発部保健第二グループ 
保健第四チーム

神作 麗 技術参与 JICA 人間開発部国際協力専門員 

鼻戸 理沙 計画管理
JICA 人間開発部保健第二グループ 
保健第四チーム

守田 貴志 業務主任/機材計画 1 インテムコンサルティング株式会社

土井 保道 維持管理計画 インテムコンサルティング株式会社

和井田 信雄 建築計画 和井田設計事務所

那須 光弘 設備計画 インテムコンサルティング株式会社

有田 杏子 調達計画/積算 インテムコンサルティング株式会社

松野 良智
保健医療計画 1/ 
ジェンダー配慮

株式会社薬ゼミ情報教育センター

大原 みさと

保健医療計画 2/ 
デジタルヘルス/ 
医療ニーズ調査

インテムコンサルティング株式会社
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1-2 第 2 回現地調査（2022 年 3 月 5 日～3 月 20 日）

氏名 担当 所属

葦田 竜也 総括
JICA 人間開発部保健第二グループ 
保健第四チーム

神作 麗 技術参与 JICA 人間開発部国際協力専門員 

鼻戸 理沙 計画管理
JICA 人間開発部保健第二グループ 
保健第四チーム

現地渡航

守田 貴志 業務主任/機材計画 1 インテムコンサルティング株式会社

土井 保道 維持管理計画 インテムコンサルティング株式会社
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資料 2 調査行程 
2-1 第 1 回現地調査（2021 年 9 月 25 日～10 月 24 日）

官団員 維持管理計画
保健医療計画1／
ジェンダー配慮

保健医療計画２/
デジタルヘルス/
医療ニーズ調査

業務 業務 業務 業務 業務 業務 業務 業務

14 30 23 16 22 16 21 23

2021/9/25 土 1 日本（羽田22：50）→

ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ（5：20）
日本（羽田22：50）→

ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ（5：20）

2021/9/26 日 2 ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ
（18：00）→

日本（羽田22：50）→

ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ（5：20）
ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ

（18：00）→

2021/9/27 月 3 ﾋﾞｼｭｹｸ（1：55）
JICA、MOH

ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ
(18：00）→

ﾋﾞｼｭｹｸ（1：55）
JICA、MOH

2021/9/28 火 4 病院視察（ｼﾞｬｲﾙ、
ｿｸﾙｸ、ﾓｽｸﾜ）

他プロジェクト
病院視察（ｼﾞｬｲﾙ、

ｿｸﾙｸ、ﾓｽｸﾜ）

2021/9/29 水 5 病院視察（ｹﾐﾝ、
ﾁｭｲ地域、ﾄｸﾓｸ）

他プロジェクト
病院視察（ｹﾐﾝ、
ﾁｭｲ地域、ﾄｸﾓｸ）

2021/9/30 木 6
病院視察（国立、
腫瘍・血液内科、

心臓外科）
他プロジェクト

病院視察（国立、
腫瘍・血液内科、

心臓外科）

2021/10/1 金 7
病院視察

（ｲｼｸｱﾀ、ﾁｭｲ州）、
MOH

他プロジェクト
病院視察

（ｲｼｸｱﾀ、ﾁｭｲ州）、
MOH

2021/10/2 土 8 資料整理/団内会議
日本（羽田22：50）→

ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ（5：20）
日本（羽田22：50）→

ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ（5：20） 資料整理 資料整理/団内会議

2021/10/3 日 9 資料整理/団内会議
ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ

(18：00）→
ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ

(18：00）→
資料整理 資料整理/団内会議

2021/10/4 月 10 病院協議
（ｼﾞｬｲﾙ）

ﾋﾞｼｭｹｸ（1：55)
病院協議
（ｼﾞｬｲﾙ）

ﾋﾞｼｭｹｸ（1：55)
病院協議
（ｼﾞｬｲﾙ）

病院協議
（ｼﾞｬｲﾙ）

病院協議
（ｼﾞｬｲﾙ）

2021/10/5 火 11 病院協議（腫瘍・
血液内科）

病院協議（腫瘍・
血液内科）

病院協議（腫瘍・
血液内科）

病院協議（腫瘍・
血液内科）

病院協議（腫瘍・
血液内科）

2021/10/6 水 12 病院協議
（ｲｼｸﾜﾀ、ｲﾜﾉﾌｶ）

病院協議
（ｲｼｸﾜﾀ、ｲﾜﾉﾌｶ）

病院協議
（ｲｼｸﾜﾀ、ｲﾜﾉﾌｶ）

e-health center e-health center

2021/10/7 木 13 病院協議
（ﾁｭｲ地域、ｹﾐﾝ）

病院協議
（ﾁｭｲ地域、ｹﾐﾝ）

病院協議
（ﾁｭｲ地域、ｹﾐﾝ）

病院協議
（ﾁｭｲ地域、ｹﾐﾝ）

病院協議
（ﾁｭｲ地域、ｹﾐﾝ）

2021/10/8 金 14 病院協議
（ﾄｸﾓｸ）

病院協議
（ﾄｸﾓｸ）

病院協議
（ﾄｸﾓｸ）

病院協議
（ﾄｸﾓｸ）

病院協議
（ﾄｸﾓｸ）

2021/10/9 土 15 日本（羽田22：50）→

ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ（5：20） 資料整理 資料整理
日本（羽田22：50）→

ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ（5：20） 資料整理
日本（羽田22：50）→

ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ（5：20） 資料整理 資料整理

2021/10/10 日 16 ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ
（18：00）→

資料整理 資料整理
ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ

（18：00）→
資料整理

ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ
（18：00）→

資料整理 資料整理

2021/10/11 月 17 ﾋﾞｼｭｹｸ（1：55)
JICA、MOH 国立病院、JICA、MOH 病院協議

（国立）

ﾋﾞｼｭｹｸ（1：55)
JICA, 保健省表敬、

団内協議

病院協議
（国立）

病院協議
（国立）

病院協議（国立）、
FOMS

病院協議（国立）、
FOMS

2021/10/12 火 18 病院視察
病院協議
（ﾁｭｲ州）

病院協議
（ﾁｭｲ州）

病院協議
（ﾁｭｲ州）

病院協議
（ﾁｭｲ州）

病院協議
（ﾁｭｲ州）

病院協議（ﾁｭｲ州、
e-health center）

病院協議（ﾁｭｲ州、
e-health center）

2021/10/13 水 19 病院視察
病院協議

（ｿｸﾙｸ、ﾓｽｸﾜ）
病院協議

（ｿｸﾙｸ、ﾓｽｸﾜ）
病院協議

（ｿｸﾙｸ、ﾓｽｸﾜ）
病院協議

（ｿｸﾙｸ、ﾓｽｸﾜ）
病院協議

（ｿｸﾙｸ、ﾓｽｸﾜ）
病院協議

（ｿｸﾙｸ、ﾓｽｸﾜ）
病院協議

（ｿｸﾙｸ、ﾓｽｸﾜ）

2021/10/14 木 20 病院視察
病院協議（心臓外科）、
医療調査（糖尿病ｾﾝﾀｰ）

病院協議
（心臓外科)
代理店調査

病院協議
（心臓外科)
代理店調査

病院協議
（心臓外科）

病院協議
（心臓外科）

病院協議
（心臓外科）

病院協議（心臓外科）、
医療調査（糖尿病ｾﾝﾀｰ）

2021/10/15 金 21 病院視察
医療ﾆｰｽﾞ調査

（糖尿病ｾﾝﾀｰ）、
病院協議（国立）

病院協議
（国立）

病院協議
（国立）

病院協議
（ﾊﾟﾝﾌｨﾛﾌ、ｼﾞｬｲﾙ）

病院協議
（ﾊﾟﾝﾌｨﾛﾌ、ｼﾞｬｲﾙ）

病院協議
（ﾊﾟﾝﾌｨﾛﾌ、ｼﾞｬｲﾙ）

医療ﾆｰｽﾞ調査
（糖尿病ｾﾝﾀｰ）、
病院協議（国立）

2021/10/16 土 22 ﾐﾆｯﾂﾄﾞﾗﾌﾄ作成 ﾐﾆｯﾂﾄﾞﾗﾌﾄ作成 ﾐﾆｯﾂﾄﾞﾗﾌﾄ作成 ﾐﾆｯﾂﾄﾞﾗﾌﾄ作成 資料整理 資料整理 資料整理
ﾋﾞｼｭｹｸ（10:10）→
ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ（13:00）

2021/10/17 日 23 資料整理
JICA協議、

資料整理

JICA協議、

資料整理

JICA協議、

資料整理

JICA協議、

資料整理

JICA協議、

資料整理

JICA協議、

資料整理

ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ（1:40）→
日本（19:20）

2021/10/18 月 24 ﾐﾆｯﾂ協議
調達調査、

保健省医療機器登録部門
調達調査、

保健省医療機器登録部門
調達調査、

保健省医療機器登録部門
病院協議

（ｲｼｸﾜﾀ、ｲﾜﾉﾌｶ）
病院協議

（ｲｼｸﾜﾀ、ｲﾜﾉﾌｶ）
FOMS

2021/10/19 火 25 ﾐﾆｯﾂ協議 調達調査、ﾐﾆｯﾂ協議 調達調査 調達調査
病院協議

（ﾁｭｲ地域、ﾄｸﾓｸ）
病院協議

（ﾁｭｲ地域、ﾄｸﾓｸ）
病院協議（腫瘍・

血液内科）

2021/10/20 水 26 ﾐﾆｯﾂ署名/JICA、

大使館報告

ﾐﾆｯﾂ署名/JICA、

大使館報告
調達調査、

保健省ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ部門
調達調査、

保健省ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ部門
工場現場視察、

資料整理
工場現場視察、

資料整理
病院視察
（ｲｼｸｱﾀ）

2021/10/21 木 27 ﾋﾞｼｭｹｸ(10:10)→
ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ (13:05)

病院協議
（ｼﾞｬｲﾙ、ﾊﾟﾝﾌｨﾛﾌ）

調達調査 調達調査
建築資材調査、

資料整理
建築資材調査、

資料整理

e-health center
リファラル質問票回収、

問合せ

2021/10/22 金 28 ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ(1:40)→
日本(19:25)

病院協議
（心臓外科）

調達調査、
保健省衛生管理局

調達調査、
保健省衛生管理局

ﾋﾞｼｭｹｸ（10:10）→
ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ（13:00）

病院協議
（ｲﾜﾉﾌｶ、

腫瘍血液病院）

リファラル質問票回収、
問合せ
資料整理

2021/10/23 土 29 ﾋﾞｼｭｹｸ（10:10）→
ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ（13:00）

ﾋﾞｼｭｹｸ（10:10）→
ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ（13:00）

ﾋﾞｼｭｹｸ（10:10）→
ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ（13:00）

ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ（1:40）→
日本（19:20）

ﾋﾞｼｭｹｸ（10:10）→
ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ（13:00） 他プロジェクト

2021/10/24 日 30 ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ（1:40）→
日本（19:20）

ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ（1:40）→
日本（19:20）

ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ（1:40）→
日本（19:20）

ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ（1:40）→
日本（19:20） 他プロジェクト

設備計画

日程

業務主任者／
機材計画

調達計画／積算 建築計画



A4 

2-2 第 2 回現地調査（2022 年 3 月 5 日～3 月 20 日）

業務主任者／機材計画 維持管理計画

業務 業務

16 16

2022/3/5 土 1 日本(22:55)→ 日本(22:55)→

2022/3/6 日 2 ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ
（5：45着、18：25発）→

ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ
（5：45着、18：25発）→

2022/3/7 月 3
ﾋﾞｼｭｹｸ （2:40）

JICA現地事務所、

代理店調査

ﾋﾞｼｭｹｸ （2:40）
JICA現地事務所、

代理店調査

2022/3/8 火 4 資料整理 資料整理

2022/3/9 水 5 病院協議
（ｿｸﾙｸ、ﾓｽｸﾜ）

病院協議
（ｿｸﾙｸ、ﾓｽｸﾜ）

2022/3/10 木 6 保健省協議、
病院協議（ﾁｭｲ州）

保健省協議、
病院協議（ﾁｭｲ州）

2022/3/11 金 7 病院協議（ｲｼｸﾜﾀ、
ｲﾜﾉﾌｶ、ｹﾐﾝ）

病院協議（ｲｼｸﾜﾀ、
ｲﾜﾉﾌｶ、ｹﾐﾝ）

2022/3/12 土 8 資料整理 資料整理

2022/3/13 日 9 資料整理 資料整理

2022/3/14 月 10 病院協議
（ｼﾞｬｲﾙ、ﾊﾟﾝﾌｨﾛﾌ）

病院協議
（ｼﾞｬｲﾙ、ﾊﾟﾝﾌｨﾛﾌ）

2022/3/15 火 11 病院協議
（ﾁｭｲ地域、ﾄｸﾓｸ）

病院協議
（ﾁｭｲ地域、ﾄｸﾓｸ）

2022/3/16 水 12 JICA、団内協議 JICA、団内協議

2022/3/17 木 13 保健省協議 保健省協議

2022/3/18 金 14 ﾐﾆｯﾂ署名、報告 ﾐﾆｯﾂ署名、報告

2022/3/19 土 15 ﾋﾞｼｭｹｸ （10：55）
→ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ （13：50着）

ﾋﾞｼｭｹｸ （10：55）
→ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ （13：50着）

2022/3/20 日 16 ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ （2：05）→
日本 （19：45）

ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ （2：05）→
日本 （19：45）

日程



A5 

資料 3 関係者（面会者）リスト

組織名 名前 部門、役職

MOH Ramatoulaye Jalalidin 
Mamayusupovich 副大臣

Zhangaziev Bakyt 副大臣

Ismailov Meder Adyshevich 戦略計画及びプログラム実部

門長

Dolonbaeva Zuura Adbibaitovna 戦略計画及びプログラム実施

部 モニタリング部門長

Asel Bolotovna チュイ州家庭医 副代表

Mambetisaeva Anara ヘルスケア及び医薬品政策ス

ペシャリスト

Zhusupbekova Nurida 
Erkinbekovna 

医療施設及び医薬品政策部門

長

Kalmamatov Kubanychbek 
医療提供及び公衆衛生部門

プライマリーヘルスケア及び

医薬品政策部門長

Masaliev Osmon Satarovich 国際協力部門長

Arstanbek Toktomushovich モニタリング部門 医療機材

管理セクター長

Kurmanaliev Samsaly 
Omorovich 

モニタリング部門 医療機材

管理セクター長

Tumurlan A. Kysanov 医薬品及び医療機器 部門長

Chinara Murzakmatovna 医薬品及び医療機器部門副部

門長

Abalieva Ainura Imankulovna 医薬品及び医療機器部門医療

機器登録長

Osmonali S. Masaliev 国際協力部 部長

Kazybaev Narynbek 衛生管理局 局長

ジャイル地区

総合診療センター
Imasheva Ainura 院長

Aida sulaimanovma 統計部

パンフィロフ地区

総合診療センター
Abdykalykov Jalil 院長

モスクワ地区

統合診療センター
Sherimbaev Bolot 院長

Ablabekova Nazgul 副院長

Dzheenaliov Beknazar 医師 (外科手術室) 
Asanakunova Aida 医師 (ICU) 
Kurmanova Gulzat 産科

Polotova Gulbara 婦人科

Lymatev Vlodimr 胸部Ⅹ線室

Gulua Ardynbaevo 検査室
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組織名 名前 部門、役職

Vasilova Olga 輸血室

Lymarev Vladimir X 線室 
Husnutdinova Suetiana 入院受付超音波診察室

ソクルク地区

総合診療センター
Kitaeva Venera 院長

Mederlecova. E 副院長

Baefgobekov Taelay 手術室

Otobaov Azamat 外傷科手術室

Denisova Lyudnilo X 線室 
Musabaeva Damira 心臓科

Nuradylova Anara 内科

Tuzabaevo Gulnara 神経科

Jantaeva Eluira 産婦人科

Madamov Adyl ICU 
Karatoeva Richurok 検査室

チュイ州統合病院 Bolotbekov B.A 院長

Boobekova K.M 副院長

Beishekeeva Kumushai 副院長

Shonaev Zhumafazy 医師（ICU） 
Mamataliev Ivurbea 一次外傷科棟Ⅹ線室

Arzymatov Ruslan 外傷科手術室

Mamoeva Kakym 滅菌室

Tsaifa Vera 洗濯室

Isabekov Ruskan 医師 (泌尿器科) 
Saposbaev Rubatbek 医師 (耳鼻科) 
Dpyshov Alybec 医師 (神経科) 
Bukalaeva Kolivan 医師 (小児科) 
Jecnbekova Jyngal 医師 (心臓科) 
Saty Pecova Cholpon 外来診察室

Uzagaliova Shourgul 産科

イシクアタ地区

総合診療センター

Mukaeva Roza 院長

Nurgazy. H 副院長

チュイ地域病院 Abdrahmanov Nurbek 院長

Idrisova Kayirgul 医師 (一次検査室) 
Aibashova Mairam 一次検査室

Toktofulova Zina 看護師 (一次心電図室) 
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組織名 名前 部門、役職

Tursunov Azamat 外科医 (一次) 
Imakaeva Suyun 医師 (X 線室) 
Bakasova Nazgul 看護師 (X 線室) 
Mtkeev Asanbek ICU 医師 
Barakasova Nazful 医師 (検査室) 
Imanalieva Anata 医師 (産院) 
Isirailov Natbek 医師 (手術室) 
Usabaliev Kerim 内科医

Panchenko Lyudmila 看護師 (滅菌室) 
トクモク地区

総合診療センター
Dyikanaliev Ulan 
Kubanychbekov 院長

Bakeev Mirlan 
Matkerimova Venera 
Akylbekovna 
Zhumasheva Gulmira 看護師 (心臓外科) 
Ibraimov Beken 医師 (X 線室) 
Imannboou Kurmanbek 医師 (手術室) 
Mamuthojaeva Gululmira 滅菌室

Sutenoda Anasa 小児科

ケミン地区

総合診療センター
Omurkanov Azret 副院長

Kadyrkulova Ainur Topchubaeva ドクターアナリシスト

Eaktygul Sharsheeva 医師 (X 線室) 
Moldoyanova Cholpon 超音波検査室

Zholdosheva Venera 医師 (ICU) 
Akyl Zhenisbekovich 医師 (手術室) 
Aigul Ularbaevra 医師 (産科) 
Jusupova Cholopan 看護師 (滅菌室) 
Ms. Kuljabaevo 医師(検査室) 
Ms. Cholponay 医師(眼科) 
Chotbaeva Dinara Abdrasulova 看護部長

イシクアタ地区総合

診療センター

イワノフカ村分院

Turatbekov Bakay 院長

国立病院 Maanaev Toktobay Israyilovich 院長

Kulukeev Ulukbek 副主任医師

Baisekeev Taelaibek 医師 (外科棟血管造影室) 
Mr.Akmatob 外科医 (緊急対応科) 
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組織名 名前 部門、役職

Mamytov Mitalip 元保健省大臣

心臓外科病院 Akpay SH. Sarybaev 院長

Nazgul A. Omurzakova 副院長

Djumabaev Mamyraim 副院長

腫瘍・血液内科病院 Suiutbek M. Doolotbekov 副院長

診断センター Beishenov Ashimbek 副センター長

糖尿病センター Dobrynine Watalia センター長

e-ヘルスセンター Timur Alkozhoev センター長

Murzakarimova Larisa 副センター長

Motoeva Arystanbek IT 部門スペシャリスト 
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資料4　討議議事録（M/D） 

4-1. 第1回現地調査　ミニッツ
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4-2. 第2回現地調査　ミニッツ
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資料5　病院別機材リスト
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 総合

1 一般X線撮影装置（透視付き） 1 A × × ○ ○ ○ × × × 一般X線撮影装置として計画。 0

2 一般X線撮影装置 0 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X線撮影室に1台を計画。 1

3 移動式X線撮影装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X線撮影室に1台を計画。 1

4 超音波診断装置 6 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
入院受付に1台、婦人科に1台を計
画。

2

5 モバイル超音波診断装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 画像診断室に1台を計画。 1

6 ECG － － － － － － － － － － － －

7 人工呼吸器 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に1台を計画。 1

8 手術灯 4 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
予算の都合で数量調整。婦人科に
1台、外科に1台を計画。

2

9 手術台（マニュアル） 3 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
婦人科に1台、泌尿器科に1台、外科

に1台を計画。
3

10 移動式吸引機 － － － － － － － － － － － －

11 患者モニター － － － － － － － － － － － －

12 高圧蒸気滅菌機（大） 2 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
他ドナー支援による重複のため削
除。

0

13 高圧蒸気滅菌機（小） 4 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
病院予算で購入予定のため、数量
調整。臨床検査室に計画。

3

14 生化学分析装置 － － － － － － － － － － － －

15 遠心分離機 － － － － － － － － － － － －

16 血液分析装置 － － － － － － － － － － － －

17 CR＆イメージライター 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X線撮影室に1台を計画。 1

18 手術器具(大) 2 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
予算の都合で数量調整。手術室に
1台を計画。

1

19 手術器具（小） 2 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 予算の都合で削除。 0

20 上部消化管内視鏡 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内視鏡室に1台を計画。 1

21 下部消化管内視鏡 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内視鏡室に1台を計画。 1

22 気管支内視鏡 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内視鏡室に1台を計画。 1

23 電気メス － － － － － － － － － － － －

24 C-アーム － － － － － － － － － － － －

ジャイル地区総合診療センター

特記事項
計画
数量

No. 要請機材
要請
数量

優先
度

選定基準

資料6　機材検討表
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 総合

1 一般X線撮影装置（透視付き） － － － － － － － － － － － －

2 一般X線撮影装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X線撮影室に1台を計画。 1

3 移動式X線撮影装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外科に1台を計画。 1

4 超音波診断装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
内科（超音波診断室）に1台
を計画。

1

5 モバイル超音波診断装置 － － － － － － － － － － － －

6 ECG － － － － － － － － － － － －

7 人工呼吸器 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ICUに2台、手術室に2台を計
画。

4

8 手術灯 － － － － － － － － － － － －

9 手術台（マニュアル） － － － － － － － － － － － －

10 移動式吸引機 － － － － － － － － － － － －

11 患者モニター 20 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
外科に3台、ICUに2台を計
画。

5

12 高圧蒸気滅菌機（大） － － － － － － － － － － － －

13 高圧蒸気滅菌機（小） － － － － － － － － － － － －

14 生化学分析装置 － － － － － － － － － － － －

15 遠心分離機 － － － － － － － － － － － －

16 血液分析装置 － － － － － － － － － － － －

17 CR＆イメージライター 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X線撮影室に1台を計画。 1

18 手術器具(大) － － － － － － － － － － － －

19 手術器具（小） － － － － － － － － － － － －

20 上部消化管内視鏡 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内視鏡室に1台を計画。 1

21 下部消化管内視鏡 － － － － － － － － － － － －

22 気管支内視鏡 － － － － － － － － － － － －

23 電気メス 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に1台を計画。 1

24 C-アーム － － － － － － － － － － － －

パンフィロフ地区総合診療センター

選定基準

特記事項
計画
数量

優先
度

No. 要請機材
要請
数量
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 総合

1 一般X線撮影装置（透視付き） － － － － － － － － － － － －

2 一般X線撮影装置 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X線撮影室に1台を計画。 1

3 移動式X線撮影装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
病院予算で調達するため削
除。

0

4 超音波診断装置 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
入院受付に1台、外来受付に1
台を計画。

2

5 モバイル超音波診断装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
病院予算で調達するため削
除。

0

6 ECG － － － － － － － － － － － －

7 人工呼吸器 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に2台を計画。 2

8 手術灯 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に2台を計画。 2

9 手術台（マニュアル） 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に2台を計画。 2

10 移動式吸引機 0 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に2台を計画。 2

11 患者モニター 10 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ICUに4台、手術室に2台を計
画。

6

12 高圧蒸気滅菌機（大） － － － － － － － － － － － －

13 高圧蒸気滅菌機（小） 0 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ CSSDに1台を計画。 1

14 生化学分析装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 臨床検査室に1台を計画。 1

15 遠心分離機 0 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 臨床検査室に1台を計画。 1

16 血液分析装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 臨床検査室に1台を計画。 1

17 CR＆イメージライター 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X線撮影室に1台を計画。 1

18 手術器具(大) － － － － － － － － － － － －

19 手術器具（小） － － － － － － － － － － － －

20 上部消化管内視鏡 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
病院予算で調達するため削
除。

0

21 下部消化管内視鏡 － － － － － － － － － － － －

22 気管支内視鏡 － － － － － － － － － － － －

23 電気メス 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に1台を計画。 1

24 C-アーム － － － － － － － － － － － －

モスクワ地区総合診療センター

選定基準

特記事項
計画
数量

優先
度

No. 要請機材
要請
数量
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 総合

1 一般X線撮影装置（透視付き） － － － － － － － － － － － －

2 一般X線撮影装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X線撮影室に1台を計画。 1

3 移動式X線撮影装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
外傷科に1台、ICUに1台を計
画。

2

4 超音波診断装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 入院受付に1台を計画。 1

5 モバイル超音波診断装置 0 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ICUに1台を計画。 1

6 ECG 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
病院予算で調達するため削
除。

0

7 人工呼吸器 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に2台を計画。 2

8 手術灯 0 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に1台を計画。 1

9 手術台（マニュアル） 0 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に1台を計画。 1

10 移動式吸引機 0 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に2台を計画。 2

11 患者モニター 9 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
手術室3台、心臓外科2台設置
予定。

5

12 高圧蒸気滅菌機（大） － － － － － － － － － － － －

13 高圧蒸気滅菌機（小） 1 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ CSSDに1台を計画。 1

14 生化学分析装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 臨床検査室に1台を計画。 1

15 遠心分離機 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 臨床検査室に1台を計画。 1

16 血液分析装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 臨床検査室に1台を計画。 1

17 CR＆イメージライター 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X線撮影室に1台を計画。 1

18 手術器具(大) － － － － － － － － － － － －

19 手術器具（小） － － － － － － － － － － － －

20 上部消化管内視鏡 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内視鏡室に1台を計画。 1

21 下部消化管内視鏡 － － － － － － － － － － － －

22 気管支内視鏡 － － － － － － － － － － － －

23 電気メス 3 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
手術室に2台、ICU手術室に1
台を計画。

3

24 C-アーム － － － － － － － － － － － －

ソクルク地区総合診療センター

選定基準

特記事項
計画
数量

優先
度

No. 要請機材
要請
数量
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 総合

1 一般X線撮影装置（透視付き） － － － － － － － － － － － －

2 一般X線撮影装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X線撮影室に1台を計画。 1

3 移動式X線撮影装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X線撮影室に1台を計画。 1

4 超音波診断装置 3 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
外来検査室に1台、心臓外科

に1台を計画。
2

5 モバイル超音波診断装置 5 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ICUに1台、手術室に1台を計
画。

2

6 ECG 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
心臓外科に1台、神経科に1台
を計画。

2

7 人工呼吸器 5 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ICUに3台を計画。 3

8 手術灯 3 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
予算の都合で数量調整。外科
手術室に2台を計画。

2

9 手術台（マニュアル） 5 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
予算の都合で数量調整。外科
手術室に2台を計画。

2

10 移動式吸引機 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 予算の都合で削除。 0

11 患者モニター － － － － － － － － － － － －

12 高圧蒸気滅菌機（大） 2 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 予算の都合で削除。 0

13 高圧蒸気滅菌機（小） 2 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ CSSDに2台を計画。 2

14 生化学分析装置 － － － － － － － － － － － －

15 遠心分離機 － － － － － － － － － － － －

16 血液分析装置 － － － － － － － － － － － －

17 CR＆イメージライター 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X線撮影室に1台を計画。 1

18 手術器具(大) 1 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に1台を計画。 1

19 手術器具（小） － － － － － － － － － － － －

20 上部消化管内視鏡 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内視鏡室に1台を計画。 1

21 下部消化管内視鏡 － － － － － － － － － － － －

22 気管支内視鏡 － － － － － － － － － － － －

23 電気メス 7 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
予算の都合で数量調整。外科
手術室に2台を計画。

2

24 C-アーム 1 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 予算の都合で削除。 0

チュイ州統合病院

選定基準

特記事項
計画
数量

優先
度

No. 要請機材
要請
数量

A68



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 総合

1 一般X線撮影装置（透視付き） － － － － － － － － － － － －

2 一般X線撮影装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X線撮影室に1台を計画。 1

3 移動式X線撮影装置 － － － － － － － － － － － －

4 超音波診断装置 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 超音波診断室に1台を計画。 1

5 モバイル超音波診断装置 － － － － － － － － － － － －

6 ECG － － － － － － － － － － － －

7 人工呼吸器 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に2台を計画。 2

8 手術灯 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に2台を計画。 2

9 手術台（マニュアル） 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に2台を計画。 2

10 移動式吸引機 － － － － － － － － － － － －

11 患者モニター 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に1台を計画。 1

12 高圧蒸気滅菌機（大） 2 B － － － － － － － － 小型に変更して計画。 0

13 高圧蒸気滅菌機（小） 0 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ CSSD室に3台を計画。 3

14 生化学分析装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 臨床検査室に1台を計画。 1

15 遠心分離機 － － － － － － － － － － － －

16 血液分析装置 － － － － － － － － － － － －

17 CR＆イメージライター 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X線撮影室に1台を計画。 1

18 手術器具(大) － － － － － － － － － － － －

19 手術器具（小） － － － － － － － － － － － －

20 上部消化管内視鏡 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内視鏡室に1台を計画。 1

21 下部消化管内視鏡 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内視鏡室に1台を計画。 1

22 気管支内視鏡 － － － － － － － － － － － －

23 電気メス 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に2台を計画。 2

24 C-アーム － － － － － － － － － － － －

イシクアタ地区総合診療センター

選定基準
特記事項

計画
数量

優先
度

No. 要請機材
要請
数量

A69



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 総合

1 一般X線撮影装置（透視付き） － － － － － － － － － － － －

2 一般X線撮影装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X線撮影室に1台を計画。 1

3 移動式X線撮影装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X線撮影室に1台を計画。 1

4 超音波診断装置 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内科に1台を計画。 1

5 モバイル超音波診断装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 病棟に1台を計画。 1

6 ECG 3 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
外科に1台、内科に1台を計
画。

2

7 人工呼吸器 4 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ICUに1台、手術室に2台を計
画。

3

8 手術灯 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に1台を計画。 1

9 手術台（マニュアル） － － － － － － － － － － － －

10 移動式吸引機 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に2台を計画。 2

11 患者モニター 7 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ICUに3台、手術室に3台を計
画。

6

12 高圧蒸気滅菌機（大） － － － － － － － － － － － －

13 高圧蒸気滅菌機（小） 2 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 予算の都合で数量調整。 1

14 生化学分析装置 － － － － － － － － － － － －

15 遠心分離機 － － － － － － － － － － － －

16 血液分析装置 － － － － － － － － － － － －

17 CR＆イメージライター 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X線撮影室に1台を計画。 1

18 手術器具(大) 1 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に1台を計画。 1

19 手術器具（小） 1 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 予算の都合で削除。 0

20 上部消化管内視鏡 － － － － － － － － － － － －

21 下部消化管内視鏡 － － － － － － － － － － － －

22 気管支内視鏡 － － － － － － － － － － － －

23 電気メス 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に2台を計画。 2

24 C-アーム － － － － － － － － － － － －

チュイ地区総合診療センター

選定基準

特記事項
計画
数量

優先
度

No. 要請機材
要請
数量

A70



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 総合

1 一般X線撮影装置（透視付き） － － － － － － － － － － － －

2 一般X線撮影装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
アジア開発銀行より供与予定
のため削除。

0

3 移動式X線撮影装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X線撮影室に1台を計画。 1

4 超音波診断装置 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 超音波診断室に1台を計画。 1

5 モバイル超音波診断装置 － － － － － － － － － － － －

6 ECG 3 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
アジア開発銀行により供与予
定のため数量調整。

1

7 人工呼吸器 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 予算の都合で削除。 0

8 手術灯 3 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に3台を計画。 2

9 手術台（マニュアル） 3 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に3台を計画。 2

10 移動式吸引機 0 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に2台を計画。 1

11 患者モニター 4 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ICUに4台を計画。 2

12 高圧蒸気滅菌機（大） 3 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 小型に変更して計画。 0

13 高圧蒸気滅菌機（小） 0 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ CSSDに3台を計画。 2

14 生化学分析装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 臨床検査室に1台を計画。 1

15 遠心分離機 0 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 臨床検査室に1台を計画。 1

16 血液分析装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 臨床検査室に1台を計画。 1

17 CR＆イメージライター 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
アジア開発銀行より供与予定
のため削除。

0

18 手術器具(大) 2 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に1台を計画。 1

19 手術器具（小） － － － － － － － － － － － －

20 上部消化管内視鏡 － A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内視鏡室に1台を計画。 1

21 下部消化管内視鏡 － － － － － － － － － － － －

22 気管支内視鏡 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ICUに1台を計画。 1

23 電気メス 3 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に3台を計画。 2

24 C-アーム 1 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 予算の都合で削除。 0

トクモク市総合診療センター

選定基準

特記事項
計画
数量

優先
度

No. 要請機材
要請
数量

A71



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 総合

1 一般X線撮影装置（透視付き） － － － － － － － － － － － －

2 一般X線撮影装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X線撮影室に1台を計画。 1

3 移動式X線撮影装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に1台を計画。 1

4 超音波診断装置 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
予算の都合で数量調整。ICU
に1台を計画。

1

5 モバイル超音波診断装置 0 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外来診察用に1台を計画。 1

6 ECG 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 予算の都合で削除。 0

7 人工呼吸器 4 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
予算の都合で数量調整。ICU
に2台を計画。

2

8 手術灯 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に1台を計画。 1

9 手術台（マニュアル） － － － － － － － － － － － －

10 移動式吸引機 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 予算の都合で削除。 0

11 患者モニター 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ICUに2台を計画。 2

12 高圧蒸気滅菌機（大） － － － － － － － － － － － －

13 高圧蒸気滅菌機（小） 2 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ CSSDに2台を計画。 2

14 生化学分析装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 臨床検査室に1台を計画。 1

15 遠心分離機 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 臨床検査室に2台を計画。 2

16 血液分析装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 臨床検査室に1台を計画。 1

17 CR＆イメージライター 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X線撮影室に1台を計画。 1

18 手術器具(大) 2 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 予算の都合で数量調整。 1

19 手術器具（小） 2 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 予算の都合で削除。 0

20 上部消化管内視鏡 － － － － － － － － － － － －

21 下部消化管内視鏡 － － － － － － － － － － － －

22 気管支内視鏡 － － － － － － － － － － － －

23 電気メス 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に1台を計画。 1

24 C-アーム － － － － － － － － － － － －

ケミン地区総合診療センター

選定基準

特記事項
計画
数量

優先
度

No. 要請機材
要請
数量

A72



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 総合

1 一般X線撮影装置（透視付き） － － － － － － － － － － － －

2 一般X線撮影装置 － － － － － － － － － － － －

3 移動式X線撮影装置 0 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外科に1台を計画。 1

4 超音波診断装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内科に1台を計画。 1

5 モバイル超音波診断装置 － － － － － － － － － － － －

6 ECG 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内科に1台を計画。 1

7 人工呼吸器 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に2台を計画。 2

8 手術灯 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に1台を計画。 1

9 手術台（マニュアル） 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に1台を計画。 1

10 移動式吸引機 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に1台を計画。 1

11 患者モニター 2 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術室に2台を計画。 2

12 高圧蒸気滅菌機（大） － － － － － － － － － － － －

13 高圧蒸気滅菌機（小） 2 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ CSSDに2台を計画。 2

14 生化学分析装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 臨床検査室に1台を計画。 1

15 遠心分離機 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 臨床検査室に1台を計画。 1

16 血液分析装置 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 臨床検査室に1台を計画。 1

17 CR＆イメージライター 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X線撮影室に1台を計画。 1

18 手術器具(大) － － － － － － － － － － － －

19 手術器具（小） － － － － － － － － － － － －

20 上部消化管内視鏡 － － － － － － － － － － － －

21 下部消化管内視鏡 － － － － － － － － － － － －

22 気管支内視鏡 － － － － － － － － － － － －

23 電気メス － － － － － － － － － － － －

24 C-アーム － － － － － － － － － － － －

イシクアタ地区総合診療センター　イワノフカ村分院

選定基準

特記事項
計画
数量

優先
度

No. 要請機材
要請
数量
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